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納
付
が一元
化

上
下
水
道

使
用
料
の

市政治倫理条例の対象 新たに副市長と教育長を追加
教育委員会委員など人事案件を議決
請願・陳情の概要と審査結果
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議員13人が登壇
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知そこが

りたいっ
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湖
北
水
道
企
業
団
の
給
水
区
域
で

いったい

どうする！
？ いったい

どうなる！
？

取得が可能に
住民基本台帳カードでも
自動交付機で住民票などの

駅前・東ノ辻線の路線案を
合併特例債活用事業

小中学校施設の
耐震化 統廃合
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湖
北
水
道
企
業
団
は
、
旧

石
岡
市
と
旧
玉
里
村
が
共
同
で
水

道
事
業
を
行
う
た
め
、
昭
和

三
十
九
年
に
設
立
し
た
組
織
で

す
。
平
成
の
市
町
村
合
併
後
も
、

旧
石
岡
市
域
の
多
く
と
小
美
玉
市

の
玉
里
区
域
に
給
水
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。
会
計
は
独
立
採
算
方

式
が
原
則
で
す
が
、
設
備
の
改
修

な
ど
多
額
の
支
出
を
要
す
る
場
合

な
ど
は
、
構
成
市
（
石
岡
市
・
小

美
玉
市
）
が
出
資
金
を
支
出
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

※
２　

八
郷
地
区
の
下
水
道
使
用

料
等
は
、
石
岡
地
区
と
異
な
り
、

左
記
の
よ
う
な
料
金
体
系
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

今
年
四
月
か
ら
、
湖
北
水
道
企

業
団
（
※
１
）
の
給
水
区
域
で
、

水
道
料
金
と
公
共
下
水
道
使
用

料
・
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使

用
料（
以
下「
下
水
道
使
用
料
等
）

の
納
付
が
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

旧
石
岡
市
域
に
お
け
る
下
水
道

使
用
料
等
は
、
基
本
的
に
使
用
者

が
排
出
し
た
汚
水
の
量
に
応
じ
て

料
金
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
す

が
、
使
用
者
が
水
道
水
を
使
用
し

て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
汚
水

量
を
水
道
の
使
用
水
量
と
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、

湖
北
水
道
企
業
団
の
給
水
区
域
で

は
、
市
が
企
業
団
に
各
使
用
者
の

水
道
使
用
量
を
確
認
し
、そ
の
後
、

市
と
企
業
団
が
別
々
に
料
金
を
請

求
す
る
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
務
手
続
き
を
効

率
化
し
、
か
つ
、
市
民
の
利
便
性

向
上
を
図
る
た
め
、
市
は
下
水
道

使
用
料
等
の
徴
収
を
、
湖
北
水
道

企
業
団
が
処
理
す
る
事
務
に
加
え

る
（
つ
ま
り
、
上
下
水
道
使
用
料

の
徴
収
を
一
元
化
す
る
）
議
案
を

議
会
へ
提
出
し
た
の
で
す
。

　

議
会
は
、
本
会
議
と
都
市
建
設

委
員
会
と
で
こ
の
議
案
を
審
査
し

ま
し
た
。
市
当
局
の
説
明
に
よ
る

と
、
湖
北
水
道
企
業
団
が
水
道
料

金
徴
収
の
民
間
委
託
を
検
討
し
始

め
た
こ
と
を
機
に
、
市
側
か
ら
徴

収
の
一
元
化
を
働
き
か
け
、
協
議

を
行
っ
て
き
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

湖
北
水
道
企
業
団
を
通
じ
た
こ

の
民
間
委
託
に
よ
り
、
市
が
支
払

う
こ
と
に
な
る
負
担
金
は
年
間
約

二
千
八
百
万
円
と
の
こ
と
で
す

が
、
市
の
説
明
で
は
、
下
水
道
使

用
料
等
の
収
納
率
向
上
（
九
十
四

㌫
か
ら
九
十
九
㌫
へ
）
が
期
待
で

き
る
こ
と
か
ら
約
二
千
万
円
の
増

収
が
見
込
め
、
か
つ
、
市
の
徴
収

事
務
に
か
か
っ
て
い
た
経
費
約
一

千
百
万
円
が
節
減
で
き
る
た
め
、

損
益
的
に
は
利
益
が
出
る
と
の
こ

と
で
し
た
。

　

委
員
会
で
は
、
こ
の
議
案
に
関

連
し
て
八
郷
地
区
に
お
け
る
上
下

基本料金 人員割料金

１世帯につき2,520円 世帯員１人につき420円

１事業所につき3,360円 従業員１人につき420円

※事業所とは、主たる用途が住居以外の併用住宅、
　集会施設、事務所等をいいます。

湖
北
水
道
企
業
団
の
給
水
区
域
で

上
下
水
道

使
用
料
の
納
付
が一
元
化
に

石岡市の湖北水道企業団給水区域

旧八郷区域の下水道使用料（月額）

▲ 湖北水道企業団（田島 2）

旧八郷町

給水区域

旧石岡市

石岡市
旧美野里町

柏原配水場

石岡市役所

玉里
新配水場湖北水道

企業団 旧玉里村
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水
道
使
用
料
の
徴
収
一
元
化
に
関

す
る
質
疑
が
あ
り
、市
当
局
は「
八

郷
地
区
で
は
水
道
の
使
用
水
量
を

下
水
道
使
用
料
等
に
反
映
さ
せ
て

い
な
い
（
※
２
）
た
め
現
時
点
で

の
一
元
化
は
困
難
だ
が
、
将
来
的

に
は
そ
の
よ
う
な
方
向
で
考
え
る

べ
き
と
思
っ
て
い
る
」
と
の
答
弁

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
審
査
の
後
、
議
会
は
こ

の
議
案
を
全
会
一
致
で
可
決
し
、

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
今
年
四
月

か
ら
の
上
下
水
道
使
用
料
の
納
付

一
元
化
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
同
時
に
、
こ
れ
ま

で
公
共
下
水
道
使
用
料
の
納
付
だ

け
が
可
能
だ
っ
た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
・
ス
ト
ア
か
ら
の
納
付
が
、
水

道
料
金
、
農
業
集
落
排
水
処
理
施

設
使
用
料
（
い
ず
れ
も
湖
北
水
道
企

業
団
の
給
水
区
域
内
の
み
）
に
つ
い

て
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
議
会
は
、
下
水
道
使
用

料
等
の
収
納
率
が
市
の
説
明
ど
お

り
に
向
上
す
る
か
ど
う
か
、
市
か

ら
下
水
道
使
用
料
等
の
徴
収
事
務

が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
ほ
か
の
事
務
の
充
実
は
図
れ

て
い
る
か
等
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い

く
考
え
で
す
。

　

平
成
十
五
年
か
ら
発
行
が
開
始

さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
（
住
基
カ
ー
ド
）
に
つ
い
て
、

市
は
新
た
に
、
次
の
二
項
目
の
機

能
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
条
例
制

定
案
を
議
会
へ
提
出
し
ま
し
た
。

①
印
鑑
登
録
証
と
し
て
利
用
で
き

　

る
機
能

②
市
民
カ
ー
ド
と
し
て
利
用
で
き

　

る
機
能

　

こ
れ
に
よ
り
、
三
月
一
日
か
ら

は
住
基
カ
ー
ド
で
も
市
民
カ
ー
ド

同
様
、
自
動
交
付
機
で
住
民
票
や

印
鑑
証
明
な
ど
が
取
得
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

議
会
で
は
、「
住
基
カ
ー
ド
の

発
行
を
受
け
る
に
は
手
数
料
が
五

百
円
か
か
る
が
、
市
民
カ
ー
ド
な

ら
無
料
。
市
は
今
後
、
市
民
カ
ー

ド
を
廃
止
し
て
し
ま
う
の
か
」
と

の
質
疑
が
行
わ
れ
、市
当
局
は「
市

民
カ
ー
ド
は
現
在
ま
で
に
約
五
万

三
千
枚
発
行
し
て
お
り
、
市
民
生

活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
住
基
カ

ー
ド
と
市
民
カ
ー
ド
を
併
用
し
て

い
く
方
針
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。
ま
た
市
当
局
は
、「
今
後
も

住
基
カ
ー
ド
で
利
用
で
き
る
領
域

の
拡
大
を
検
討
し
、
発
行
枚
数
の

増
加
を
図
っ
て
行
き
た
い
」
と
述

べ
ま
し
た
。

　

議
会
は
、
こ
の
条
例
制
定
案
を

全
会
一
致
で
可
決
し
て
い
ま
す
。

　右にお伝えしたように、
市は４月１日から下水道使
用料等の徴収を、湖北水道企業団を通じて民間（第一
環境㈱）に委託することになりました。
　これと同時に、湖北水道企業団は水道メーターの検
針業務、水道の使用開始・中止に伴う現地での開閉栓
業務なども一括して同社へ委託します。
　このことは市報などでもお伝えしているところです
が、委託先である第一環境(株)の職員は、湖北水道企
業団が発行する上のような身分証明書を必ず携帯して
います。
　ご不審な点がある場合には、身分証明書の提示を
求めるか、湖北水道企業団お客様サービスセンター
（☎ 24–5558）までお問い合せください。

●
自
動
交
付
機
の
設
置
場
所

・
市
庁
舎

・
八
郷
総
合
支
所

・
ま
ち
か
ど
情
報
セ
ン
タ
ー

・
東
地
区
公
民
館

・
城
南
地
区
公
民
館

市
政
治
倫
理
条
例
の
対
象

新
た
に
副
市
長
と

　
　

教
育
長
を
追
加

　

当
市
の
政
治
倫
理
条
例
は
、
こ

れ
ま
で
選
挙
で
選
出
さ
れ
る
市
長

と
市
議
会
議
員
を
対
象
と
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
度
、
市
は

こ
れ
に
副
市
長
と
教
育
長
を
加
え

よ
う
と
す
る
条
例
改
正
案
を
議
会

へ
提
出
し
、
議
会
は
こ
れ
を
全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

当
市
の
政
治
倫
理
条
例
は
、「
政

治
倫
理
基
準
」
と
し
て
対
象
者
に

責
務
の
自
覚
、
人
格
と
倫
理
の
向

上
を
求
め
て
い
る
ほ
か
、「
市
の

工
事
等
の
契
約
に
関
す
る
遵
守
事

項
」
と
し
て
、
本
人
と
そ
の
二
親

等
以
内
の
親
族
、
ま
た
は
同
居
の

親
族
が
役
員
を
し
て
い
る
企
業
、

ま
た
は
本
人
が
実
質
的
に
経
営
に

携
わ
る
企
業
は
、
市
が
行
う
工
事

等
の
請
負
契
約
・
下
請
工
事
・
業

務
委
託
契
約
及
び
一
般
物
品
納
入

契
約
を
辞
退
し
、
市
民
に
疑
惑
の

念
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
努
め
る

こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
な
お
、

「
実
質
的
に
経
営
に
携
わ
る
企
業
」

と
は
、
本
人
が
資
本
金
等
の
三

分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
企

業
、
本
人
が
年
額
三
百
万
円
以
上

の
報
酬
を
受
領
し
て
い
る
企
業
、

本
人
が
経
営
方
針
に
関
与
し
て
い

る
企
業
を
い
い
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
で
も―

―

自
動
交
付
機
で

住
民
票
な
ど
の
取
得
が
可
能
に

3月1日から

議会からの

ご注意！！
★ ★ ★ ▼身分証明書
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石
岡
駅
東
口
か
ら
石
岡
・
筑
西

線
へ
と
至
る
駅
前
・
東
ノ
辻
線
は
、

昭
和
六
十
年
に
都
市
計
画
決
定
し

た
後
、
駅
東
土
地
区
画
整
理
事
業

の
中
で
整
備
を
進
め
、
現
在
は
駅

東
口
か
ら
約
三
百
㍍
の
区
間
が
完

成
し
て
い
ま
す
。

　

市
は
過
日
、
残
り
の
約
一
千
二

百
㍍
を
合
併
特
例
債
活
用
事
業
と

し
て
整
備
す
る
方
針
を
明
ら
か
に

し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、

そ
の
路
線
の
変
更
（
現
在
完
成
し

て
い
る
駅
東
口
か
ら
市
庁
舎
前
の

市
道
ま
で
の
区
間
を
、
駅
東
口
か

ら
石
岡
・
筑
西
線
ま
で
の
区
間
へ

と
変
更
）
を
求
め
る
議
案
を
議
会

へ
提
出
し
ま
し
た
。

　

市
は
現
在
、
経
費
節
減
の
た
め

に
残
り
一
千
二
百
㍍
区
間
の
道
路

幅
を
片
側
二
車
線（
幅
二
十
五
㍍
）

か
ら
一
車
線
（
幅
十
七
㍍
）
と
す

る
都
市
計
画
の
変
更
手
続
き
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、
議
案
も
こ
れ
に

従
い
、
延
長
区
間
の
道
路
幅
は

十
七
㍍
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

市
が
こ
れ
ま
で
に
説
明
し
て
き

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
道
路

整
備
に
伴
っ
て
移
転
を
願
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
住
宅
は
約
四
十
戸

と
見
込
ま
れ
て
お
り
、
合
併
特
例

債
が
活
用
で
き
る
期
限
（
平
成

二
十
七
年
）
ま
で
に
整
備
で
き
る

か
ど
う
か
が
大
き
な
鍵
と
な
り
ま

す
。
市
は
「
今
年
五
月
頃
か
ら
地

元
説
明
会
に
入
り
た
い
」
と
の
考

え
で
す
が
、
住
宅
等
の
移
転
交
渉

は
難
航
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

た
め
、
早
期
の
着
手
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

　

議
会
は
こ
の
議
案
を
全
会
一
致

で
可
決
し
ま
し
た
が
、
今
後
も
引

き
続
き
、
委
員
会
を
中
心
に
事
業

の
進
み
具
合
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い

き
ま
す
。

教育委員会委員

柏木史彦氏
　

平
成
七
年
に
柏
木
医
院
院
長

に
。
平
成
十
四
年
か
ら
は
石
岡
市

医
師
会
の
副
会
長
。

　

教
育
委
員
会
委
員
は
平
成
十
五

年
か
ら
務
め
て
お
ら
れ
る
。

　

府
中
三
丁
目
在
住
。

公平委員会委員

櫻井幸雄氏
　

昭
和
四
十
一
年
か
ら
小
幡
郵
便

局
に
勤
務
。
昭
和
五
十
七
年
に
同

郵
便
局
長
に
就
任
さ
れ
、
平
成

十
八
年
に
退
職
さ
れ
た
。

　

小
幡
在
住
。

人権擁護委員

綿引美惠子氏
　

平
成
二
年
に
学
習
塾
を
開
設
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
平
成
十
七
年

か
ら
務
め
て
お
ら
れ
る
。

　

片
野
在
住
。

　

第
四
回
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
人
事
関
係
の
議
案
は
、
次

三
件
で
し
た
。
議
会
は
、
い
ず
れ
の
議
案
も
全
会
一
致
で「
同
意
」ま
た

は「
適
任
」と
決
し
て
い
ま
す
。

教
育
委
員
会
委
員
な
ど―

―
―

人
事
案
件
を
議
決

◉
合
併
特
例
債
活
用
事
業

路
線
案
を
可
決

駅
前
・
東
ノ
辻
線
の

▲ 既に完成した区間（写真）と計画路線（灰色は完成区間、
　 青色が延長区間）。

人事議案

教育 人権

公平
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第
四
回
定
例
会
に
、
市
長
か
ら

市
職
員
の
給
与
条
例
改
正
案
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与

が
人
事
院
勧
告
に
伴
っ
て
改
正
さ

れ
た
た
め
、
こ
れ
に
準
じ
て
市
職

員
の
給
与
の
改
正
を
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
内
容
は
次
の
と
お
り

で
し
た
。

　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

①　

職
員
の
給
料
月
額
を
若
年
層

　

に
限
定
し
、平
均
で
約
〇
・
〇
八

　

㌫
引
き
上
げ
る
こ
と
。

②　

子
等
の
扶
養
手
当
の
額
を

　
「
六
千
円
」か
ら「
六
千
五
百
円
」

　

に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

③　

勤
勉
手
当
の
支
給
月
額
を

　

〇
・
〇
五
月
引
き
上
げ
、
年
間

　

の
勤
勉
手
当
支
給
月
数
を
一
・

　

五
月
と
す
る
こ
と
。

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　

こ
の
議
案
を
、
議
会
は
総
務
企

画
委
員
会
へ
審
査
を
付
託
し
ま
し

た
。
委
員
会
に
お
い
て
は
、「
報

道
に
よ
る
と
、
人
事
院
勧
告
に
従

わ
な
い
自
治
体
も
あ
る
よ
う
だ

が
、
当
市
の
考
え
は
ど
う
か
」
と

の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
が
、
市
当

局
は
「
現
在
、
給
与
体
系
が
国
の

制
度
に
則
っ
て
い
な
い
自
治
体
も

あ
り
、『
人
事
院
勧
告
に
従
っ
て

引
き
上
げ
を
行
う
場
合
に
は
、
こ

れ
を
改
善
し
た
上
で
実
施
さ
れ
た

い
』
と
い
う
指
導
は
あ
っ
た
」
と

の
報
告
を
し
、
市
の
考
え
に
つ
い

て
の
明
言
は
避
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
当
市
職
員
の
給
与
は
、

数
年
前
ま
で
県
内
各
市
の
中
で
も

最
低
水
準
だ
っ
た
が
、
現
在
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
の
質
疑

に
対
し
て
は
、「
合
併
時
に
調
整

等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数
で
見
る
と
、
県
内

三
十
二
市
中
、
上
か
ら
十
一
番
目

程
度
の
水
準
で
あ
る
」
と
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　

委
員
会
は
、
こ
れ
ら
質
疑
応
答

の
の
ち
に
採
決
を
行
い
、
こ
の
条

例
改
正
案
を
全
会
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
が
、
委
員
か
ら
次
の
よ
う

な
附
帯
決
議
を
行
う
べ
き
と
の
提

議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

附
帯
決
議（
案
）

　

少
子
高
齢
・
人
口
減
少
時
代
に

あ
っ
て
、
市
民
の
価
値
観
や
行
政

需
要
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る

社
会
情
勢
と
、
地
方
独
自
の
政
策

能
力
が
問
わ
れ
る
分
権
時
代
の
到

来
は
、
ま
さ
に
既
存
の
制
度
や
枠

組
み
の
な
か
で
、
従
来
ど
お
り
の

業
務
を
執
行
す
る
こ
と
は
困
難
と

な
っ
て
き
て
お
り
、「
市
役
所
自

体
の
変
革
」
が
求
め
ら
れ
る
と
い

っ
た
非
常
に
重
大
な
時
期
に
さ
し

か
か
っ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
「
新

石
岡
市
」
は
、
本
年
四
月
か
ら
目

標
管
理
型
の
第
一
次
総
合
計
画
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
時
に
健
全
財
政
確
立

の
た
め
、
今
年
度
か
ら
導
入
さ
れ

た
行
政
評
価
を
も
と
に
行
財
政
改

革
を
強
力
に
断
行
し
、
限
ら
れ
た

資
源
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
市

民
サ
ー
ビ
ス
に
還
元
す
る
と
い
っ

た
「
量
か
ら
質
へ
」
と
い
っ
た
行

政
経
営
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　

そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
職
員

の
意
識
改
革
と
能
力
の
向
上
が
最

も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ひ
い
て
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、

職
員
が
ビ
ジ
ョ
ン
・
目
標
を
共
有

し
、
主
体
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
公
正
に
評
価
・

処
遇
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組

織
に
対
す
る
帰
属
意
識
と
さ
ら
に

高
い
ビ
ジ
ョ
ン
・
目
標
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
す
る
と
い
っ
た
「
や
る
気
」

を
導
き
出
す
仕
組
み
づ
く
り
が
必

要
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
、
職
員

の
意
識
改
革
と
能
力
向
上
の
た

め
、
次
の
視
点
か
ら
の
研
修
の
実

施
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

１　

行
政
経
営
能
力
の
向
上

２　

政
策
形
成
能
力
の
向
上

３　

業
務
構
築
・
執
行
能
力
の
向

　

上
４　

業
務
処
理
能
力
の
向
上

　

ま
た
、
同
時
に
職
員
の
「
や
る

気
」
が
発
揮
で
き
る
よ
う
な
職
場

環
境
の
整
備
を
、
次
の
視
点
か
ら

組
織
全
体
と
し
て
構
築
す
る
こ
と

を
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

１　

職
員
を
育
て
る
職
場
環
境
の

　

構
築

２　

職
員
を
育
て
る
人
事
管
理
の

　

構
築

３　

職
員
を
育
て
る
業
務
の
進
め

　

方
４　

適
正
な
人
事
評
価
の
構
築
及

　

び
処
遇

５　

女
性
の
管
理
職
へ
の
登
用

６　

目
標
管
理
制
度
の
導
入

　

以
上
に
よ
っ
て
、
職
員
が
自
ら

考
え
、
問
題
意
識
を
持
ち
、
責
任

を
持
っ
て
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
実
行

す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
も
の
で

あ
る
。

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

総
務
企
画
委
員
会
は
こ
の
附
帯
決

議
案
を
全
会
一
致
で
可
決
し
、
そ

の
後
の
本
会
議
は
、
給
与
条
例
改

正
案
を
委
員
長
報
告
の
と
お
り
原

案
可
決
と
決
し
ま
し
た
。

市職員の給与条例の改正に関連し

総務企画委員会が
附帯決議
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石
岡
市
立
小
・
中
学
校

　

適
正
配
置
等
検
討
委
員
会

　

の
答
申

　

第
十
一
号
で
お
伝
え
し
た
と
お

り
、
石
岡
市
立
小
・
中
学
校
適
正

配
置
等
検
討
委
員
会
は
、
そ
の
答

申
書
で
小
学
校
の
適
正
規
模
を
一

学
年
二
～
三
学
級
（
全
学
年
で

十
二
～
十
八
学
級
）、
長
期
的
視

野
に
立
っ
た
適
正
配
置
を
市
内
に

八
～
十
校
（
現
在
は
十
九
校
）
と

し
、
中
学
校
に
つ
い
て
は
、
適
正

規
模
を
一
学
年
四
～
六
学
級
（
全

学
年
で
十
二
～
十
八
学
級
）、
長

期
的
視
野
に
立
っ
た
適
正
配
置
を

市
内
に
四
校
（
現
在
は
八
校
）
と

し
ま
し
た
。
ま
た
、
学
校
施
設
の

建
て
替
え
に
つ
い
て
は
「
合
併
特

例
債
事
業
、耐
震
化
優
先
度
調
査
、

適
正
配
置
、
社
会
状
況
等
を
考
慮

し
、
こ
の
十
年
間
で
少
な
く
と
も

三
校
の
学
校
建
設
が
望
ま
し
い
」

と
し
、
統
廃
合
に
つ
い
て
は
「
中

学
校
の
統
廃
合
は
、
敷
地
の
確
保

な
ど
を
考
慮
し
、
小
学
校
よ
り
優

先
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
小
学
校

は
、
地
域
に
根
ざ
し
歴
史
伝
統
と

密
着
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
住
民
か
ら
統
廃
合
へ
の
要
望

が
自
主
的
に
醸
成
さ
れ
る
の
が
望

ま
し
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
学
校
統
廃
合
に
つ
い
て

の
「
将
来
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と

し
て
、
小
学
校
に
つ
い
て
は
「
校

舎
が
築
四
十
年
以
内
の
学
校
は
、

一
学
年
十
人
以
下
ま
た
は
複
式
学

級
が
で
き
る
年
度
に
統
合
の
対
象

と
す
る
。
ま
た
、
校
舎
が
築
四
十

年
を
経
過
し
校
舎
を
改
築
（
い
わ

ゆ
る
建
て
替
え
。
以
下
同
じ
）
す

る
学
校
は
、
一
学
年
が
一
学
級
に

な
る
場
合
に
統
合
の
対
象
と
す

る
。
た
だ
し
、
現
在
の
校
舎
等
に

耐
震
の
問
題
が
あ
る
学
校
は
、
改

築
ま
た
は
補
強
を
優
先
す
る
」、

中
学
校
に
つ
い
て
は
「
校
舎
が
築

四
十
年
以
内
の
学
校
は
、
一
学
年

一
学
級
の
学
年
が
で
き
る
年
度
に

統
合
の
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
校

舎
が
築
四
十
年
を
経
過
し
校
舎
を

改
築
す
る
学
校
は
、
一
学
年
が
二

学
級
に
な
る
場
合
に
統
合
の
対
象

と
す
る
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

　

減
少
す
る
児
童
・
生
徒
数
と

　

学
校
施
設
整
備
に
要
す
る

　

経
費

　

当
市
の
場
合
、
昭
和
四
十
年
度

に
一
万
二
千
百
六
十
一
人
い
た
児

童
・
生
徒
数
は
、
平
成
十
七
年
度

に
七
千
二
百
五
十
一
人
に
減
少

し
、
十
年
後
に
は
六
千
人
を
割
る

と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
然
、
市
内
の
各
学
校
は
い
ず

れ
も
小
規
模
化
し
て
お
り
、現
在
、

十
二
学
級
未
満
の
小
学
校
は
市
内

十
九
校
中
十
三
校
、
中
学
校
は
八

校
中
六
校
と
な
っ
て
い
ま
す
（
次

㌻
の
表
参
照
）。
さ
ら
に
、
一
学

級
あ
た
り
の
児
童
・
生
徒
数
も
、

平
均
で
小
学
校
二
十
三
人
、
中
学

校
三
十
二
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
多
く
の
学
校
校
舎
は
老

朽
化
し
、
耐
震
性
に
問
題
が
生
じ

つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
学
校

建
物
の
耐
震
化
（
改
築
・
耐
震
補

強
な
ど
）
に
は
莫
大
な
予
算
を
要

し
、
改
築
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
（
直
近
の
府
中
中
学
校
改
築

の
工
事
費
は
、
約
八
億
四
千
万

円
）、
耐
震
補
強
で
も
一
校
一
億

円
に
達
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
わ

れ
ま
す
。

　

国
な
ど
か
ら
補
助
を
受
け
る
と

し
て
も
、
短
期
間
で
多
く
の
市
内

小
中
学
校
の
改
築
・
耐
震
化
を
行

う
こ
と
は（
長
期
間
に
わ
た
る
と
、

老
朽
化
は
さ
ら
に
進
ん
で
し
ま
い

ま
す
）、
市
の
財
政
状
況
か
ら
見

て
実
施
不
可
能
と
言
っ
て
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
内
二
十
七
校
の
小
中
学
校
の

う
ち
二
十
校
（
五
十
八
棟
）
が
現

行
の
新
耐
震
基
準
（
※
11
㌻
の
文

末
参
照
）
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ

と
、
児
童
・
生
徒
数
の
減
少
と
そ

れ
に
伴
う
学
級
数
の
減
、
改
築
・

　

本
紙
第
十
一
号
で
は
、
石

岡
市
立
小
・
中
学
校
適
正
配

置
等
検
討
委
員
会
の
答
申
書

を
中
心
に
、学
校
施
設
の「
こ

れ
か
ら
」
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
し
た
。

　

今
号
で
は
、
第
十
一
号
以

降
の
、
新
た
に
出
さ
れ
た
学

校
施
設
整
備
計
画
検
討
委
員

会
の
報
告
書
の
内
容
、
そ
し

て
第
四
回
定
例
会
（
昨
年

十
二
月
）
時
点
で
の
市
当
局

の
考
え
等
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

小中学校施設の

それから
学校施設整備計画検討委員会の報告と、
よりよい学校配置の実現に向けて

いったい

どうする！？

耐震化
統廃合

出生数 普通出生率
（市内）

普通出生率
（全国）

昭和45年 1,098 16.4 ―
昭和50年 1,154 16.2 17.1
昭和55年 1,058 13.9 13.6
昭和60年 947 12.1 11.9
平成  2年 786 9.8 10.0
平成  7年 766 9.2 9.6
平成12年 770 9.2 9.5
平成17年 646 7.9 8.4

石岡市の出生数等の推移

いったい

どうなる！？

※普通出生率は、人口1,000人当たりの年間出生数
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耐
震
補
強
に
要
す
る
一
校
あ
た
り

の
経
費
、
そ
し
て
当
市
の
財
政
状

況
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
学
校
の

統
廃
合
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
す
。

　

学
校
施
設
整
備
計
画
検
討

　

委
員
会
の
報
告
書

　

昨
年
十
月
十
日
、
学
校
施
設
整

備
計
画
検
討
委
員
会
は
教
育
委
員

長
に
報
告
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

こ
の
委
員
会
は
市
関
係
部
局
の
課

長
等
で
構
成
さ
れ
た
組
織
で
、
石

岡
市
立
小
・
中
学
校
適
正
配
置
等

検
討
委
員
会
の
答
申
を
受
け
た
教

育
委
員
会
が
昨
年
六
月
に
設
置

し
、
学
校
施
設
整
備
計
画
の
策
定

を
求
め
て
い
た
も
の
で
す
。

　

学
校
施
設
整
備
計
画
検
討
委
員

会
は
全
五
回
の
会
議
を
開
い
て
検

討
を
行
い
、
次
の
よ
う
な
結
論
を

導
き
出
し
ま
し
た
。

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

●
結　

論

　
（
１
）
合
併
特
例
債
対
象
事
業

　

合
併
特
例
債
対
象
事
業
と
し
て

の
校
舎
改
築
は
、
①
東
小
学
校
、

②
柿
岡
中
学
校
の
順
で
、
期
限
内

に
整
備
し
ま
す
。

　
（
２
）
耐
震
化
工
事

　

耐
震
化
工
事
は
、
対
設
計
強
度

比
率
を
基
準
に
対
象
と
す
べ
き
校

舎
等
を
決
定
し
、
耐
震
診
断
優
先

順
位
一
覧
に
基
づ
き
順
次
耐
震
診

断
を
行
い
、
耐
震
化
工
事
を
進
め

ま
す
。

　
（
３
）
統
廃
合

　

小
中
学
校
の
良
好
な
教
育
環
境

を
確
保
し
、
少
子
化
や
耐
震
化
な

ど
に
対
応
す
る
た
め
統
廃
合
を
進

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　

ま
ず
注
目
す
べ
き
は（
１
）で
、

合
併
当
初
か
ら
東
小
学
校
、
柿
岡

中
学
校
と
と
も
に
合
併
特
例
債
を

活
用
し
て
改
築
予
定
だ
っ
た
北
小

学
校
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
ま

せ
ん
。
な
ぜ（
１
）は
北
小
学
校
に

触
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

北
小
学
校
は
改
築
か
ら

　
　
　

耐
震
工
事
に
変
更
？

　

そ
の
理
由
は
、「
結
論
」
に
至

る
以
前
の
「
合
併
特
例
債
対
象
校

の
取
扱
い
」
を
読
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

合
併
特
例
債
対
象
校
の
取
扱
い

①
東
小
学
校

　

東
小
学
校
は
、
今
後
と
も
児
童

数
等
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
独
で
整

備
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
平
成

二
十
年
度
か
ら
着
手
し
、
平
成

二
十
三
年
度
ま
で
の
四
か
年
で
整

備
を
図
り
ま
す
。

②
北
小
学
校

　

北
小
学
校
は
老
朽
化
に
よ
る
改

築
で
は
な
く
、
耐
震
性
に
問
題
が

あ
る
校
舎
と
し
て
、
基
本
的
に
は

耐
震
工
事
に
よ
り
対
応
す
べ
き
も

の
と
考
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
学
校
の
良
好
な
教
育

環
境
を
確
保
し
、
少
子
化
や
耐
震

化
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
関
係
者

　文部科学省の資料によれば、建築後30年を経過した建物は
「構造力の低下などにより、改築（いわゆる建て替え）が必要」と
され、建築後20 ～ 29年を経過した建物は、「老朽化などによ
り大規模な補強改修が必要」とされています。
　これに照らすと、19年度現在で中学校３校、小学校８校の
改築が必要となり、大規模な補強改修も中学校２校、小学校９
校に対して行う必要があります。
　しかし、これを完全に実施するとすれば数十億円の経費を要
することになり、今の石岡市が実施することは不可能です。

※この表は、耐震強度の順ではありません。また、各学校の耐震強度の順は、築経過年数の
　順と必ずしも一致するものではありません。

中 学 校 名 19年度現在
の学級数

最も古い校舎の建築年度
（  ）内は19年度現在の築経過年数

耐震基準の
新旧

1 城 南 中 学 校 9学級 昭和37年度（45年） 旧
2 柿 岡 中 学 校 11学級 昭和40年度（42年） 旧
3 有 明 中 学 校 8学級 昭和41年度（41年） 旧
4 石 岡 中 学 校 16学級 昭和54年度（28年） 旧
5 国 府 中 学 校 8学級 昭和58年度（24年） 新
6 園 部 中 学 校 9学級 平成  3年度（16年） 新
7 八郷南中学校 7学級 平成11年度（  8年） 新
8 府 中 中 学 校 16学級 平成14年度（  5年） 新

小 学 校 名 19年度現在
の学級数

最も古い校舎の建築年度
（  ）内は19年度現在の築経過年数

耐震基準の
新旧

1 東 小 学 校 25学級 昭和35年度（47年） 旧
2 三 村 小 学 校 8学級 昭和41年度（41年） 旧
3 石 岡 小 学 校 14学級 昭和43年度（39年） 旧
4 府 中 小 学 校 18学級 昭和43年度（39年） 旧
5 柿 岡 小 学 校 12学級 昭和48年度（34年） 旧
6 北 小 学 校 6学級 昭和49年度（33年） 旧
7 南 小 学 校 18学級 昭和51年度（31年） 旧
8 東成井小学校 6学級 昭和51年度（31年） 旧
9 杉 並 小 学 校 20学級 昭和53年度（29年） 旧
10 吉 生 小 学 校 6学級 昭和53年度（29年） 旧
11 高 浜 小 学 校 7学級 昭和54年度（28年） 旧
12 瓦 会 小 学 校 7学級 昭和54年度（28年） 旧
13 園 部 小 学 校 10学級 昭和55年度（27年） 旧
14 林 小 学 校 8学級 昭和56年度（26年） 旧
15 小 幡 小 学 校 7学級 昭和59年度（23年） 新
16 関 川 小 学 校 6学級 昭和60年度（22年） 新
17 恋 瀬 小 学 校 7学級 昭和61年度（21年） 新
18 葦 穂 小 学 校 7学級 平成  5年度（14年） 新
19 小 桜 小 学 校 7学級 平成  6年度（13年） 新



�

の
理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
他
校

と
の
統
合
も
検
討
す
べ
き
と
考
え

ま
す
。

③
柿
岡
中
学
校

　

柿
岡
中
学
校
は
、
今
後
と
も
生

徒
数
等
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
独
で

の
整
備
が
可
能
で
す
。

　

し
か
し
、
学
校
の
良
好
な
教
育

環
境
を
確
保
し
、
少
子
化
や
耐
震

化
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
関
係
者

の
理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
他
校

と
の
統
合
を
検
討
し
改
築
す
べ
き

と
考
え
ま
す
。

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　

こ
こ
で
北
小
学
校
は
、
改
築
で

は
な
く
耐
震
工
事
に
よ
っ
て
対
応

す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に

「
他
校
と
の
統
合
も
検
討
す
べ
き
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

耐
震
化
で
き
る
の
は

　
　

十
年
間
で
三
校
程
度
か

　

次
に
、「
結
論
」
の
（
２
）
で
順

次
耐
震
診
断
を
行
っ
て
進
め
る
、

と
さ
れ
て
い
る
耐
震
化
工
事
で
す

が
、
前
㌻
の
表
の
、
文
部
科
学
省

の
資
料
が
示
す
基
準
で
耐
震
化
を

図
る
こ
と
は
、
対
象
と
な
る
学
校

数
か
ら
見
て
、ほ
ぼ
不
可
能
で
す
。

　

で
は
、
市
が
実
際
に
耐
震
化
を

実
施
で
き
る
学
校
数
は
ど
の
ぐ
ら

い
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

学
校
施
設
整
備
計
画
検
討
委
員

会
は
「
耐
震
診
断
は
平
成
二
十
年

度
に
今
後
十
年
間
で
整
備
可
能
な

学
校
を
耐
震
診
断
優
先
順
位
一
覧

に
従
い
順
次
実
施
し
ま
す
」
と
し

て
い
ま
す
。
耐
震
診
断
と
は
、
耐

震
化
工
事
を
行
う
場
合
に
必
ず
行

う
検
査
で
す
。

　

平
成
二
十
年
度
の
市
予
算
案

（
審
査
は
二
月
二
十
七
日
～
三
月

十
九
日
の
第
一
回
定
例
会
で
行
い

ま
す
）に
関
す
る
資
料
を
見
る
と
、

耐
震
診
断
の
予
算
額
は
二
千
三
百

二
十
六
万
円
で
、
そ
の
予
算
額
か

ら
、
耐
震
診
断
を
行
う
学
校
数
は

三
校
程
度
と
推
測
さ
れ
ま
す
（
詳

細
は
未
審
査
の
た
め
不
明
）。

　

平
成
二
十
年
度
以
降
の
十
年
間

で
三
校
程
度
し
か
耐
震
化
工
事
を

実
施
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も

し
統
廃
合
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、

市
内
小
中
学
校
の
約
十
校
は
耐
震

化
さ
れ
な
い
状
態
の
ま
ま
、
築
経

過
年
数
が
四
十
年
を
超
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
耐
震
化
工
事
を
実
施
す

る
学
校
に
し
て
も
、
建
築
後
約
四

十
年
～
五
十
年
を
経
過
し
た
建
物

に
工
事
を
施
し
て
、
そ
の
後
い
っ

た
い
何
年
間
保も

つ
の
か
、
と
い
う

問
題
も
出
て
き
ま
す
。
仮
に
そ
の

先
十
年
間
は
保も

つ
こ
と
に
な
る
と

し
て
も
、
十
年
間
の
た
め
に
耐
震

化
工
事
を
実
施
す
べ
き
な
の
か
、

と
い
う
新
た
な
議
論
が
必
要
に
な

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
市
は
、
耐
震

診
断
に
先
立
っ
て
「
こ
こ
の
校
舎

は
、
あ
と
×
年
間
は
使
い
た
い
」

と
い
う
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
べ

き
で
す
。

　

求
め
ら
れ
る
市
長
の
決
断

　
　

―

定
例
会
で
の
答
弁
か
ら―

　

し
か
し
、
こ
の
学
校
施
設
整
備

計
画
検
討
委
員
会
の
報
告
も
、
最

初
に
お
伝
え
し
た
石
岡
市
立
小
・

中
学
校
適
正
配
置
等
検
討
委
員
会

の
答
申
も
、
一
つ
の
考
え
方
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
互
い
に
矛
盾
す
る
点

が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
統
合

し
、
最
終
的
な
政
策
を
決
定
す
る

の
は
市
長
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
第
四
回
定
例
会
の

一
般
質
問
に
お
い
て
、
市
長
、
そ

し
て
市
当
局
は
ど
の
よ
う
な
答
弁

を
行
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

幾
つ
か
の
答
弁
を
要
約
し
て
列
記

す
る
と
、次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

●
北
小
学
校
に
つ
い
て

市
長
「
北
小
学
校
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
耐
震
度
調
査
の
結
果

を
踏
ま
え
、
児
童
な
ど
の
安
全
確

保
の
観
点
か
ら
早
急
な
改
築
、
あ

る
い
は
耐
震
補
強
工
事
が
必
要
と

認
識
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今

後
は
北
小
学
校
の
少
子
化
の
進
行

状
況
を
見
据
え
る
と
と
も
に
、
児

童
、
保
護
者
、
地
域
住
民
の
皆
さ

ん
の
ご
意
見
な
ど
に
も
配
慮
し
な

が
ら
、
さ
ら
な
る
調
整
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

●
合
併
特
例
債
事
業
に
つ
い
て

市
長
「
合
併
特
例
債
等
に
よ
る
小

中
学
校
整
備
の
予
定
と
し
て
、
東

小
、
柿
岡
中
と
具
体
に
出
て
い
ま

す
が
、
そ
の
と
お
り
進
め
て
行
き

た
い
と
い
う
こ
と
で
検
討
し
て
い

ま
す
」

市
長
「
小
中
学
校
の
施
設
整
備
は

基
本
的
に
学
校
施
設
整
備
計
画
検

討
委
員
会
の
報
告
書
を
尊
重
し
て

進
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
が
、

具
体
的
に
取
り
組
む
に
当
た
っ
て

は
、
財
源
的
な
裏
づ
け
も
含
め
て

早
急
に
課
題
を
整
理
し
、
取
り
組

ん
で
い
く
方
針
で
す
」

●
柿
岡
中
学
校
改
築
に
つ
い
て

副
市
長
「
柿
岡
中
改
築
に
際
す
る

他
校
と
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
や

は
り
関
係
者
の
理
解
、
協
力
を
得

な
が
ら
検
討
す
べ
き
と
考
え
て
い

ま
す
。
適
正
配
置
等
検
討
委
員
会

の
答
申
書
、
あ
る
い
は
学
校
施
設

▲ ベランダに補強用の鉄骨が入った北小学校の校舎
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整
備
計
画
検
討
委
員
会
の
報
告
書

を
尊
重
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
協
議

を
進
め
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

教
育
次
長
「
柿
岡
中
の
整
備
を
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
よ
り
早
く
整
備
す
る

こ
と
は
可
能
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、可
能
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

●
学
校
統
廃
合
に
つ
い
て

市
長
「
統
廃
合
は
、
少
子
化
、
ま

た
は
少
人
数
学
級
等
が
予
測
さ
れ

る
中
で
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。
学
校
施
設
整
備
、
耐
震
化

へ
の
対
応
と
あ
わ
せ
、
関
係
者
、

保
護
者
の
方
、
地
域
の
方
、
議
会

の
皆
さ
ん
と
よ
く
協
議
を
進
め
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

教
育
長
「
耐
震
化
、
ま
た
は
少
子

化
に
伴
う
学
校
統
廃
合
な
ど
の
課

題
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
財
政
関

係
部
局
と
も
調
整
し
な
が
ら
対
応

し
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
」

教
育
長
「
統
廃
合
に
関
す
る
学
区

の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

児
童
・
生
徒
数
の
推
移
、
学
校
の

整
備
状
況
、
ま
た
今
後
県
教
育
委

員
会
か
ら
示
さ
れ
る
予
定
の
学
校

統
廃
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
踏
ま

え
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
を
加
え

て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

教
育
長
「
統
廃
合
に
関
す
る
学
区

の
見
直
し
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、

地
域
、
学
校
の
ご
理
解
、
ご
協
力

を
得
な
が
ら
、
市
全
体
の
流
れ
、

状
況
を
考
え
な
が
ら
検
討
し
て
行

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

●
耐
震
補
強
に
つ
い
て

教
育
次
長
「
耐
震
化
工
事
は
、
対

設
計
コ
ン
ク
リ
ー
ト
強
度
比
率
を

基
準
に
対
象
と
す
べ
き
校
舎
等
を

決
定
し
、
耐
震
診
断
順
位
一
覧
に

基
づ
い
て
順
次
耐
震
診
断
を
行

い
、
工
事
を
進
め
ま
す
。
今
後
十

年
間
で
補
強
、
改
修
可
能
な
学
校

の
耐
震
診
断
を
二
十
年
度
に
行

い
、
二
十
三
年
度
か
ら
の
整
備
を

検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
」

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
市
当
局
は

耐
震
化
の
補
強
工
事
に
つ
い
て
は

一
定
の
方
針
を
持
っ
て
い
る
も
の

の
（
将
来
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
は
述
べ

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
）、
校
舎
の

改
築
や
統
廃
合
に
つ
い
て
は
明
確

な
方
針
を
持
っ
て
い
な
い
と
し
か

思
え
ま
せ
ん
。

　

石
岡
市
立
小
・
中
学
校
適
正
配

置
等
検
討
委
員
会
の
答
申
が
出
さ

れ
た
の
は
昨
年
三
月
、
学
校
施
設

整
備
計
画
検
討
委
員
会
の
報
告
が

出
さ
れ
た
の
は
昨
年
十
月
で
す
。

　

し
か
し
市
は
、
そ
の
後
も
市
民

や
議
会
に
学
校
施
設
に
つ
い
て
の

方
向
性
や
考
え
方
を
示
す
こ
と
な

く
、
諮
問
機
関
（
石
岡
市
立
小
・

中
学
校
適
正
配
置
等
検
討
委
員

会
）
の
答
申
や
内
部
機
関
（
学
校

施
設
整
備
計
画
検
討
委
員
会
）
の

報
告
の
内
容
を
説
明
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
市
民
、

議
会
が
聞
き
た
い
の
は
、
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
上
で
の
、
市
の
政
策

な
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
市
は
学
校
施

設
整
備
計
画
検
討
委
員
会
の
報
告

ど
お
り
、
来
る
二
十
年
度
に
東
小

学
校
改
築
に
向
け
た
実
施
設
計
の

発
注
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

統
廃
合
の
方
針
を
示
さ
な
い

　

ま
ま
に
進
む
、
東
小
学
校
の

　

改
築
事
業

　

市
内
小
中
学
校
の
施
設
整
備
の

中
で
最
初
に
着
手
さ
れ
る
東
小
学

校
の
改
築
は
、
７
㌻
で
お
伝
え
し

た
と
お
り
学
校
施
設
整
備
計
画
検

討
委
員
会
の
報
告
書
で
「
今
後
と

も
児
童
数
等
現
状
を
維
持
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
単

独
で
整
備
が
可
能
」
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
第
四
回
定
例
会
で

企
画
部
長
が
「
必
要
な
建
築
面
積

を
検
討
い
た
だ
き
、
経
費
削
減
に

努
め
た
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、東
小
学
校
の
新
校
舎
は
、

現
在
予
測
で
き
る
範
囲
の
必
要
最

小
限
の
規
模
に
な
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

東
小
学
校
は
、
旧
石
岡
市
で
改

築
の
基
本
構
想
ま
で
策
定
し
な
が

ら
合
併
に
よ
っ
て
中
断
し
て
し
ま

っ
た
経
緯
が
あ
り
、
か
つ
、
築
経

過
年
数
も
市
内
で
最
も
長
い
（
四

十
七
年
）
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の

手
を
打
つ
必
要
が
あ
る
の
は
当
然

で
す
。

　

ま
た
、
東
小
学
校
の
十
九
年
度

現
在
の
学
級
数
は
二
十
五
学
級
と

市
内
最
多
で
、
現
状
を
維
持
し
続

け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
石
岡
市
立

小
・
中
学
校
適
正
配
置
等
検
討
委

検
討
委
員
会
が
示
し
た
「
将
来
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
適
正
な
学
級

数
（
十
二
～
十
八
学
級
）
よ
り
も

七
～
十
三
学
級
多
い
数
を
持
続
し

て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
よ
っ

て
、
東
小
学
校
が
他
校
を
統
合
す

る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
言
う

こ
と
が
で
き
、
単
独
で
の
改
築
も

可
能
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
一
方
、
適
正
配
置
等
検

討
委
員
会
答
申
の
視
点
か
ら
見
れ

ば
、
本
来
、
東
小
学
校
の
七
～
十

三
学
級
分
の
児
童
は
他
の
学
区
へ

移
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
ぶ
ん
他
の
小
学
校
の
児
童
数

は
少
な
く
な
り
、
さ
ら
に
は
学
校

統
廃
合
を
実
施
し
た
後
の
他
小
学

校
の
学
区
も
、
通
学
に
不
便
な
、

お
か
し
な
形
態
に
な
っ
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
一
方
、
東
小
学
校
の
新
校

舎
建
築
後
、
適
正
配
置
等
検
討
委

員
会
答
申
に
し
た
が
っ
て
同
校
児

童
の
一
部
を
他
の
学
区
へ
振
り
分

け
た
場
合
、
東
小
学
校
新
校
舎
は

七
～
十
三
学
級
分
の
余
裕
教
室
を

▲ 柿岡中のクラック補修

▲ 東小学校の校舎は市内で最も古い
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抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
分
の

市
の
投
資
は
無
駄
な
も
の
に
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
別
な
可
能
性
と
し
て
、

学
区
の
区
割
り
を
抜
本
的
に
見
直

し
、
新
し
い
校
舎
の
規
模
に
合
わ

せ
た
、
ま
っ
た
く
新
し
い
東
小
学

区
を
つ
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
新
校

舎
の
規
模
は
二
十
五
学
級
程
度
と

多
い
た
め
、他
の
小
学
校
の
学
区
、

学
級
数
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す

し
、
ま
た
、「
そ
の
新
学
区
内
に

お
い
て
、
現
在
の
東
小
学
校
の
位

置
が
本
当
に
最
適
な
の
か
」
と
い

う
問
題
も
生
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、「
東
小
学
校
の
校

舎
は
新
し
い
」と
い
う
理
由
で（
別

な
学
校
の
方
が
児
童
の
通
学
上
最

適
の
位
置
に
あ
っ
た
と
し
て
も
）、

学
校
の
位
置
が
決
ま
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
、
大
い
に
考
え
ら
れ
る
こ

と
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
耐
震
診

断
の
対
象
校
に
つ
い
て
も
同
じ
こ

と
が
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

数
百
万
円
も
か
け
て
耐
震
診
断
を

行
っ
た
後
に
統
廃
合
の
対
象
に
す

れ
ば
、
耐
震
診
断
に
要
し
た
お
金

は
前
向
き
な
支
出
に
は
な
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

東
小
学
校
の
築
経
過
年
数
、
そ

し
て
児
童
の
安
全
を
考
え
れ
ば
、

整
備
に
向
け
て
一
刻
の
猶
予
も
な

い
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
東
小
学
校
の
保
護
者
の
方
々

が
、
そ
れ
を
望
む
の
も
当
然
の
こ

と
で
す
。

　

耐
震
診
断
の
対
象
と
な
る
学
校

に
し
て
も
、
東
小
学
校
と
同
様
、

何
ら
か
の
措
置
が
必
要
な
こ
と
は

論
を
待
ち
ま
せ
ん
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
市
は
、

少
し
で
も
早
く
市
民
と
議
会
に
学

校
施
設
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
状
況

を
説
明
し
、協
議
す
る
場
を
設
け
、

全
市
的
な
視
点
に
立
っ
て
学
校
統

廃
合
に
か
か
る
政
策
を
立
案
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

　

最
も
好
ま
し
い
学
校
施
設

　

の
配
置
の
た
め
に

　

学
校
は
、
児
童
・
生
徒
が
学
ぶ

場
所
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
地
域

の
市
民
に
と
っ
て
も
重
要
な
施
設

で
す
。
ま
た
、
当
市
に
生
ま
れ
育

っ
た
方
で
あ
れ
ば
、
母
校
へ
の
強

い
愛
着
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ど
の

学
校
も
、
今
ま
で
ど
お
り
存
続
し

続
け
る
の
が
私
た
ち
に
と
っ
て
最

も
理
想
的
で
す
。

　

し
か
し
、
市
の
財
政
的
に
も
理

想
的
な
学
習
環
境
確
保
の
た
め
に

も
学
校
統
廃
合
が
避
け
ら
れ
な
い

状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、

ど
の
学
区
の
児
童
・
生
徒
、
そ
し

て
市
民
も
が
「
最
も
好
ま
し
い
」

と
思
え
る
結
論
、
少
な
く
と
も
最

大
公
約
数
的
な
結
論
を
得
る
こ
と

が
次
善
の
策
だ
と
考
え
ま
す
。

　

学
校
の
統
廃
合
は
、
そ
の
場
そ

の
場
の
状
況
に
応
じ
、「
行
き
当

た
り
ば
っ
た
り
」
で
決
め
て
よ
い

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
は
、
市
民
や
議
会
に
正
確
な

情
報
を
す
べ
て
伝
え
、
市
が
今
後

も
財
政
的
に
破
綻
す
る
こ
と
な
く

改
築
や
耐
震
化
工
事
を
実
施
し
て

行
け
る
学
校
数
は
い
く
つ
な
の

か
、
そ
の
後
も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を

施
し
な
が
ら
維
持
し
て
い
け
る
学

校
数
は
い
く
つ
な
の
か
を
説
明
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
十
八
年
十
二
月
、
石
岡
市

立
小
・
中
学
校
適
正
配
置
等
検
討

委
員
会
は
市
内
小
中
学
校
の
児

童
・
生
徒
の
保
護
者
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で

「
今
後
の
学
校
の
あ
り
方
」
と
し

て
好
ま
し
い
あ
り
方
を
伺
っ
た
と

こ
ろ
、
最
も
多
い
回
答
は
「
学
校

間
の
格
差
を
な
く
し
適
正
な
学
校

規
模
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
全
て

の
学
校
を
対
象
に
、
通
学
区
域
の

見
直
し
や
統
廃
合
を
検
討
す
べ
き

で
あ
る
」と
い
う
も
の
で
し
た（
下

の
表
を
参
照
）。

　

保
護
者
の
方
々
が
児
童
・
生
徒

の
学
習
環
境
を
主
な
判
断
基
準
と

し
て
回
答
し
た
こ
の
結
果
を
踏
ま

え
て
も
、
市
は
こ
の
問
題
を
捨
て

置
け
な
い
は
ず
で
す
。

　

市
民
や
議
会
に
き
ち
ん
と
し
た

説
明
も
せ
ず
、
た
だ
問
題
を
先
送

り
し
て
い
て
は
、
問
題
は
さ
ら
に

大
き
く
な
り
、
最
終
的
に
取
り
返

し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
の
時
に
本
当
に
困

る
こ
と
に
な
る
の
は
、
私
た
ち
市

民
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
市
か
ら
の
情
報
提
供

を
受
け
た
私
た
ち
市
民
と
議
会
と

は
、
市
と
と
も
に
、
い
っ
た
い
ど

の
場
所
に
、
ど
の
程
度
の
規
模
の

小
中
学
校
を
置
く
べ
き
な
の
か
を

考
え
、
話
し
合
う
べ
き
だ
と
考
え

ま
す
。

　

そ
の
中
に
お
い
て
は
、
必
ず
し

も
現
在
の
各
学
校
の
位
置
に
縛
ら

れ
ず
、
市
内
の
人
口
分
布
、
地
区

別
の
年
齢
構
成
や
出
生
状
況
な
ど

を
踏
ま
え
た
、
全
市
的
視
点
が
求

め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

全
国
的
に
も
事
例
が
増
え
て
い
る

小
中
一
貫
に
よ
る
教
育
の
充
実
な

ど
も
、
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
市
は
統

廃
合
計
画
と
学
校
施
設
整
備
計
画

を
策
定
し
、
さ
ら
に
は
ス
ク
ー
ル

石岡市立小・中学校適正配置等検討委員会が平成18年12月に
実施したアンケートより

回　　　　　　答 回答数 構成比

現行の学校配置のままでよい 1,591 34.4㌫

通学区域の見直し、一部の小規模
校を統合すべき 590 12.7㌫

小規模校を対象に、近隣の学校と
統廃合を検討すべき 453 9.8㌫

学校間の格差をなくし適正な学校
規模を確保できるよう、全ての学
校を対象に、通学区域の見直しや
統廃合を検討すべき

1,803 38.9㌫

その他 80 1.7㌫

無回答 113 2.4㌫

計 4,630 100㌫

問「児童・生徒数が減少し学校の小規模化が進ん
　でいます。今後の対応で、あなたの考えに一番

　　　近いものはどれですか」
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バ
ス
の
運
行
な
ど
、
児
童
・
生
徒

の
通
学
上
の
利
便
性
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
ま

た
一
方
で
は
、
廃
校
と
す
る
学
校

の
跡
地
利
用
に
つ
い
て
も
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
も
な
く
二
十
年
度
を
迎
え
、

前
述
の
よ
う
に
東
小
学
校
改
築
へ

向
け
た
実
施
設
計
、
そ
し
て
耐
震

化
工
事
に
向
け
た
耐
震
診
断
が
始

ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
議
会
は
、
こ
れ
ら
の
事

業
が
将
来
に
お
い
て「
あ
の
と
き
、

あ
の
事
業
を
や
っ
て
良
か
っ
た
」

と
評
価
さ
れ
る
よ
う
、
市
の
動
向

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
行
き
ま
す
。

※
新
耐
震
基
準
＝
昭
和
五
十
三
年
の
宮

　

城
県
沖
地
震
を
機
会
に
見
直
さ
れ
た
、

　

設
計
に
お
け
る
新
し
い
基
準
。
建
物

　

の
変
形
が
大
き
く
な
ら
ず
、
壁
な
ど

　

の
配
置
も
不
均
衡
に
な
ら
な
い
よ
う

　

配
慮
さ
れ
、
大
地
震
に
際
し
て
も
安

　

全
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
設
計
さ
れ
て

　

い
る
。
阪
神
淡
路
大
震
災
に
お
い
て

　

も
、
こ
の
基
準
よ
る
建
物
は
被
害
が

　

少
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

石岡市内小・中学校の状況 （平成19年5月1日現在）

100
10

児童・生徒数
学級数※数字　　 は、

恋瀬小学校

葦穂小学校

小幡小学校

小桜小学校

有明中学校

柿岡中学校

林小学校 北小学校

府中小学校

杉並小学校

東小学校

南小学校

高浜小学校

石岡中学校

城南中学校

三村小学校

石岡小学校

吉生小学校

柿岡小学校

瓦会小学校
園部小学校

園部中学校

八郷南中学校
府中中学校

国府中学校

関川小学校

東成井小学校

239
10

138
6

244
9

120
7

190
8

110
7

100
7

74
6

154
7

156
7 115

7

325
11

279
12 192

8

102
6

543
20

685
25

517
16

515
18

212
9

109
7

124
8

62
6

521
18

544
16

420
14

218
8
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問　

県
警
本
部
は
新
聞
報
道
等
に

よ
り
ま
す
と
「
警
察
署
の
統
廃
合

等
は
盛
り
込
ま
ず
、
夜
間
態
勢
を

強
化
す
る
為
に
は
、
交
番
・
駐
在

所
の
再
編
の
方
が
優
先
順
位
が
高

い
と
判
断
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。

私
が
以
前
か
ら
交
番
の
誘
致
を
推

進
し
て
い
る
訳
は
、
こ
れ
は
勤
務

体
制
に
あ
る
訳
で
す
。
駐
在
所
と

言
う
の
は
勤
務
時
間
が
朝
八
時

三
十
分
か
ら
夕
方
の
五
時
十
五
分

ま
で
で
す
。
し
か
も
一
人
態
勢
で

あ
り
ま
す
。
一
一
〇
番
通
報
が
あ

っ
た
時
に
、
す
ぐ
出
動
で
き
る
の

が
パ
ト
カ
ー
を
配
備
さ
れ
て
い
て

二
十
四
時
間
態
勢
の
交
番
な
の
で

す
。
し
か
も
、
石
岡
の
場
合
は
新

設
と
い
う
事
で
駐
在
所
の
廃
合
は

無
い
と
の
事
で
す
。
今
石
岡
市
に

す
ご
く
良
い
風
が
吹
い
て
い
る
の

か
な
、
と
。

　

そ
こ
で
担
当
部
長
・
市
長
に
心

意
気
と
ハ
ウ
・
ツ
ー
と
い
う
の
か
、

手
段
を
ど
の
様
に
す
る
の
か
お
伺

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

生
活
環
境
部
長　
（
仮
称
）
東
地

区
交
番
の
進
み
具
合
に
つ
い
て
お

答
え
し
ま
す
。

　

平
成
十
五
年
十
月
に
地
区
住
民

の
要
望
を
受
け
、
市
長
、
地
区
の

代
表
者
、
市
議
会
議
長
、
地
元
選

出
県
議
会
議
員
を
も
っ
て
石
岡
警

察
署
長
、
茨
城
県
警
本
部
に
要
望

を
実
施
し
て
以
来
、
毎
年
、
交
番

設
置
の
要
請
を
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
す
。今
年
も
十
一
月
十
九
日
に
、

市
長
、
副
議
長
、
生
活
環
境
部
で

茨
城
県
警
本
部
を
訪
問
し
、
申
請

地
区
の
防
犯
、
道
路
交
通
の
状
況

等
を
説
明
し
、
一
日
も
早
い
交
番

設
置
を
求
め
る
要
望
書
を
提
出
し

て
き
ま
し
た
。
そ
の
際
に
受
け
た

説
明
に
よ
る
と
、
当
市
の
東
地
区

は
、
国
道
六
号
千
代
田
・
石
岡
バ

イ
パ
ス
な
ど
の
道
路
網
が
整
備
さ

れ
つ
つ
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
度
に

は
茨
城
空
港
の
開
港
も
予
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
大
型
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
も
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、「
交
番
が
必
要
な
地

区
」
と
し
て
設
置
計
画
の
中
に
入

っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
設

置
年
は
、
遅
く
と
も
数
年
の
う
ち

に
は
実
現
す
る
よ
う
努
力
し
た
い

と
の
こ
と
で
し
た
。

　

東
地
区
の
交
番
設
置
に
つ
い
て

は
、
実
現
に
大
き
く
近
づ
い
た
と

感
じ
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
早
期

実
現
の
た
め
に
石
岡
警
察
署
と
一

層
連
携
を
密
に
し
、
東
地
区
交
番

が
一
日
も
早
く
設
置
で
き
る
よ
う

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
長　

た
だ
い
ま
部
長
か
ら
も
答

弁
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
十
一
月

十
九
日
に
私
と
副
議
長
、
担
当
部

と
で
茨
城
県
警
本
部
を
訪
問
し
、

東
地
区
の
交
番
設
置
に
関
す
る
要

望
を
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
席
上
、

（
仮
称
）
東
地
区
交
番
に
つ
い
て

は
す
で
に
設
置
計
画
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
県

警
本
部
と
し
て
も
早
急
に
実
現
で

き
る
よ
う
努
力
す
る
、
と
の
意
向

を
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
市

と
し
て
は
、
今
後
も
引
き
続
き
石

岡
警
察
署
を
は
じ
め
関
係
機
関
と

連
携
し
、
地
元
住
民
の
皆
さ
ま
の

念
願
で
あ
る
東
地
区
の
交
番
設
置

が
早
期
に
実
現
で
き
る
よ
う
、
よ

り
一
層
努
力
し
て
行
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
行
政
改
革
に
伴
う
新
給
食
セ
ン

　

タ
ー
等
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
に

　

つ
い
て

●
介
護
保
険
の
申
請
時
か
ら
サ
ー
ビ

　

ス
を
受
け
る
ま
で
に

東
地
区
へ
の
交
番
設
置
が

　
　

実
現
に
向
け
て
前
進

市
当
局
に
早
期
実
現
へ
の
取
組
み
を
問
う

　第４回定例会では、一般質問を12月10日～ 12日
の３日間にわたって行いました。以下、今回「一般
質問」で市民の意見を代弁した13人の議員の質疑
応答を、要約してお伝えします。（議員の質問部分
は、すべて本人が要約し、原稿を作成しています）。

＊定例会会議録の全文は、市議会ホームページ（アドレスは最終ページ
　下欄参照）の会議録検索システムでお読みいただけます。

川
か わ

　村
む ら

　良
りょう

　一
い ち

▲ 当市の交番は、現在、
　 石岡駅前交番と八郷地区交番の２か所
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問　

現
在
の
石
岡
市
の
面
積
の
三

割
、
旧
八
郷
町
で
は
、
約
五
割
が

森
林
で
す
。
今
や
世
界
は
地
球
温

暖
化
に
よ
っ
て
異
常
気
象
や
海
面

の
上
昇
等
が
発
生
し
、
多
く
の
困

難
な
問
題
に
直
面
し
て
お
り
ま

す
。
森
林
は
、
地
球
温
暖
化
の
悪

玉
で
あ
る
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
す

る
自
然
の
浄
化
装
置
で
あ
る
ば
か

り
か
、
林
産
物
の
供
給
、
水
源
の

涵
養
等
の
み
な
ら
ず
、
人
間
生
活

の
文
化
的
、
精
神
的
基
盤
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
森
林
整
備
は
、
殆
ど
所

有
者
に
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

全
く
収
益
が
期
待
で
き
ず
、
森
林

は
放
置
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

す
。

　

森
林
に
よ
る
効
果
が
、
個
人
の

収
益
の
時
代
か
ら
公（
お
お
や
け
）

に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
現
況
を
考
え

る
と
、
森
林
の
整
備
も
ま
た
所
有

者
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、公（
こ

う
）
が
担
う
時
代
に
な
っ
た
と
認

識
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

先
ず
、
県
は
来
年
度
か
ら
環
境

税
の
導
入
を
計
画
し
て
お
り
、
石

岡
市
に
お
け
る
森
林
行
政
の
あ
り

方
に
つ
い
て
市
長
に
お
伺
い
し
ま

す
。

　

次
に
、
石
岡
市
民
の
農
林
業
振

興
政
策
に
対
す
る
重
要
性
の
認
識

は
低
く
、
市
は
森
林
再
生
を
ど
う

す
る
か
を
明
確
に
し
て
、
市
民
に

対
す
る
啓
蒙
を
図
る
べ
き
と
思
う

が
市
の
対
応
を
伺
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
林
業
振
興
に
尽
く
し

て
い
る
「
つ
く
ば
ね
森
林
組
合
」

に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

経
済
部
長　

森
林
行
政
に
対
す
る

市
民
の
関
心
の
高
揚
策
に
つ
い
て

で
す
が
、
現
在
、
緑
の
募
金
、
そ

し
て
緑
の
少
年
団
育
成
支
援
事
業

を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

緑
の
募
金
は
、
石
岡
市
緑
化
推

進
協
議
会
が
主
体
と
な
り
、
募
金

活
動
を
通
じ
て
学
校
、
職
場
、
企

業
等
に
緑
化
運
動
の
啓
蒙
・
普
及

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
緑
の

少
年
団
育
成
支
援
事
業
は
、
財
団

法
人
茨
城
県
緑
化
推
進
機
構
と
市

が
補
助
し
て
い
る
事
業
で
す
が
、

こ
れ
は
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち

が
森
林
で
の
学
習
活
動
や
地
域
で

の
社
会
奉
仕
活
動
な
ど
を
通
じ
、

自
然
と
人
、
社
会
を
愛
す
る
心
豊

か
な
人
間
に
育
っ
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
た
、
子
ど
も
た
ち
の
自

主
的
な
団
体
で
す
。
当
市
で
は
市

内
十
四
校
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
緑
の
募
金
活
動
の
さ
ら

な
る
推
進
と
緑
の
少
年
団
の
強

化
・
拡
大
を
図
り
、
か
つ
、
森
林

が
地
球
温
暖
化
防
止
に
果
た
す
役

割
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
市
報
等
を
利
用
し
て

啓
蒙
・
普
及
活
動
に
努
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

次
に
つ
く
ば
ね
森
林
組
合
へ
の

支
援
策
で
す
が
、
現
在
、
同
組
合

で
は
自
ら
が
事
業
主
体
と
な
っ
て

流
域
育
成
林
整
備
事
業
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
今
年
度
は
例
年
の
三

倍
近
い
面
積
の
森
林
整
備
に
努
め

て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
国
、
県

の
補
助
事
業
で
市
町
村
に
義
務
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
事
業
の
公

益
性
を
勘
案
し
、
当
市
独
自
で
森

林
整
備
を
目
的
と
し
た
間
伐
、
枝

打
ち
、
下
刈
り
の
事
業
費
と
し
て

一
千
二
十
三
万
九
千
円
（
う
ち
一

般
財
源
二
百
九
十
九
万
円
）
を
計

上
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

林
道
整
備
費
と
し
て
八
千

六
百
万
円
（
う
ち
一
般
財

源
四
千
三
百
七
十
万
円
）

を
計
上
し
、
森
林
整
備
を

推
進
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

森
林
組
合
の
主
導
事
業
に

対
し
て
も
補
助
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
森
林
組
合
が

取
り
組
ん
で
い
る
事
業
は

公
益
性
が
高
い
こ
と
、
県

南
唯
一
の
木
材
流
通
の
拠

点
で
あ
る
こ
と
等
も
踏
ま

え
、
今
後
と
も
支
援
に
努
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
長　

森
林
整
備
に
つ
い
て
は
、

市
と
し
て
も
森
林
の
持
つ
役
割
、

ま
た
そ
の
適
正
管
理
は
重
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

当
市
と
し
て
は
、
県
、
そ
し
て

森
林
所
有
者
の
共
同
組
織
で
あ
る

つ
く
ば
ね
森
林
組
合
な
ど
と
連
携

し
つ
つ
、
今
後
の
森
林
整
備
事
業

に
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
が
、
ご
指
摘
の
森
林
環

境
税
導
入
に
関
す
る
動
向
も
見
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
地
域
の
森
林
資
源
整
備
の
た

め
、
高
性
能
林
業
機
械
の
導
入
と

そ
の
共
同
利
用
化
を
促
進
し
、
さ

ら
に
作
業
道
路
な
ど
道
路
網
の
整

備
、
施
業
の
団
地
化
等
に
支
援
を

図
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
森
林
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
機
能
な
ど
も
持
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
市
民
の
参
画
を
得
な
が

ら
、
森
林
整
備
へ
の
支
援
を
図
っ

て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
川
又
地
区
に
お
け
る
残
土
の
処
理

　

に
つ
い
て

●
市
指
定
有
形
文
化
財
の
保
護
に
つ

　

い
て

森
林
は
今
や
公
共
の

　

利
益
を
も
た
ら
す
も
の

　

そ
の
整
備
は
公
共
団
体
が
支
援
す
べ
き
だ

関
せ き

　　　昭
あきら

石岡市の森林面積

市の面積：213.38平方キロ㍍
うち森林の面積：78.10平方キロ㍍

（灰色の部分が森林）



笠間つくば線

月岡真壁線
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問　
「
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
」

の
開
通
な
ど
に
伴
い
、
筑
波
山
へ

の
観
光
客
が
近
年
増
加
の
傾
向
に

あ
り
、
休
・
祭
日
に
は
各
方
面
か

ら
進
入
路
へ
の
混
雑
が
見
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
解
消
が
今
後
の
大
き
な

課
題
で
あ
る
と
茨
城
新
聞
の
記
事

に
載
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

当
市
内
の
県
道
整
備
に
つ
い
て
伺

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
土
浦
・
笠
間
線
で
す
が
、

こ
れ
は
今
後
、
市
内
観
光
の
発
展

に
大
き
く
期
待
の
か
か
る
北
関
東

自
動
車
道
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
で

あ
り
、
大
増
、
恋
瀬
地
区
の
方
々

も
整
備
を
心
待
ち
に
し
て
い
ま

す
。
現
在
の
進
み
具
合
を
お
聞
か

せ
下
さ
い
。

　

次
に
月
岡
・
真
壁
線
で
す
が
、

こ
の
路
線
は
筑
波
山
か
ら
石
岡
に

至
る
大
変
重
要
な
道
路
で
す
。
し

か
し
、
特
に
一
之
沢
地
内
は
道
幅

が
狭
く
、
急
カ
ー
ブ
、
ま
た
は
立

ち
木
が
道
路
に
覆
い
被
さ
っ
て
い

る
な
ど
、
危
険
な
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。
拡
幅
整
備
の
今
後
の
見

通
し
を
お
聞
か
せ
願
い
ま
す
。

　

ま
た
、
笠
間
・
つ
く
ば
線
は
、

筑
波
山
と
市
内
を
結
ぶ
主
要
道
と

し
て
、
皆
さ
ん
が
昔
か
ら
筑
波
山

登
山
に
通
っ
た
道
路
で
す
。
区
間

の
八
割
程
度
は
整
備
済
み
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
こ
へ
来
て
数
年

間
工
事
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
お
り
、

一
本
の
路
線
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
な
い
現
状
で
す
。
観
光

ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
か
な
り
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
良
い
道
路
で
す
し
、
地

区
の
方
々
か
ら
も
強
い
要
望
が
出

て
い
ま
す
。
こ
の
道
路
の
十
三
塚

地
内
の
整
備
を
県
等
へ
要
望
願
い

た
い
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
お
考

え
を
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

都
市
建
設
部
長　

ま
ず
、
大
増
地

内
の
県
道
土
浦
・
笠
間
線
で
す
が
、

板
敷
地
区
の
未
整
備
区
間
六
百
四

十
㍍
の
改
良
工
事
が
始
ま
り
、
現

在
そ
の
完
成
が
待
た
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
お
お
む
ね
用
地
買
収

は
済
み
、
今
年
度
の
予
定
と
し
て

は
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
地
質
調

査
の
ほ
か
、
一
部
に
つ
い
て
工
事

に
入
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
一
之
沢
地
内
の
県
道
月

岡
・
真
壁
線
に
つ
い
て
は
、
県
が

や
さ
と
温
泉
「
ゆ
り
の
郷
」
地
先

の
カ
ー
ブ
か
ら
桜
川
市
方
面
へ
の

約
一
・
四
キ
ロ
㍍
の
区
間
を
計
画

し
て
い
ま
す
。
危
険
箇
所
を
優
先

さ
せ
て
整
備
し
て
い
き
た
い
と
い

う
考
え
方
か
ら
、
局
部
改
良
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
引
き

続
き
用
地
買
収
に
努
め
、
整
備
を

進
め
て
い
く
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

十
三
塚
地
内
の
県
道
笠
間
・
つ

く
ば
線
は
、
一
部
拡
幅
工
事
が
行

わ
れ
て
か
ら
か
な
り
の
年
月
を
経

過
し
て
い
ま
す
。
風
返
峠
ま
で
の

未
整
備
区
間
は
、
急
傾
斜
地
帯
で

多
額
の
事
業
費
が
想
定
さ
れ
、
道

路
整
備
の
予
算
確
保
が
厳
し
い
状

況
に
あ
り
ま
す
。
市
と
し
て
も
出

来
る
限
り
の
協
力
を
し
な
が
ら
、

県
に
事
業
の
推
進
を
お
願
い
し
て

行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

議
員
か
ら
ご
指
摘
が
あ
っ
た
と

お
り
、
こ
れ
ら
の
道
路
は
近
年
の

筑
波
山
へ
の
観
光
客
増
加
を
考
え

て
も
、
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
市
と
し
て
も
、「
県
道
だ

か
ら
」
と
い
う
意
識
で
は
な
く
、

県
へ
積
極
的
に
整
備
の
推
進
を
お

願
い
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
朝
日
小
学
校
の
活
用
方
策

筑
波
山
へ
の
観
光
客
増
に

　

伴
い
道
路
整
備
が
必
要

八
郷
地
区
内
の
県
道
整
備
を
進
め
る
べ
き

塚
つ か

　谷
や

　重
し げ

　市
い ち

▲ 土浦・笠間線（大増地内）

▲ 月岡・真壁線（一之沢地内）

▲ 笠間・つくば線（十三塚地内）
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自
主
財
源
、
特
に
税
収
の
確

保
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
つ
い

て
。
現
在
、
依
存
財
源
に
よ
る
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
と
い
う
の
は

非
常
に
厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。
当
市
に
お
け
る
税

を
初
め
と
す
る
自
主
財
源
の
確

保
、
こ
の
こ
と
も
新
た
な
収
入
の

確
保
と
い
っ
た
も
の
が
見
出
せ
な

い
中
に
あ
っ
て
県
内
に
お
い
て
も

収
納
率
が
非
常
に
低
い
と
い
っ
た

状
況
と
相
ま
っ
て
、
自
主
財
源
の

確
保
と
い
っ
た
こ
と
は
非
常
に
厳

し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
市
長
は

十
分
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思

う
。
自
主
財
源
が
あ
れ
ば
市
民
サ

ー
ビ
ス
に
厚
み
を
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
っ
た
自
治
体
独
自
の

サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
競
争
時
代
に
入

っ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
。
新
た

な
自
主
財
源
を
求
め
る
こ
と
が
現

状
に
お
い
て
厳
し
い
中
で
や
は
り

賦
課
し
た
税
金
、
公
平
負
担
の
原

則
か
ら
い
っ
て
も
き
ち
ん
と
し
た

市
民
の
方
に
納
め
て
頂
く
、
こ
の

取
組
み
が
ま
ず
は
大
切
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
基
本
で

あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
お
伺
い

を
い
た
し
ま
す
。
第
一
点
目
、
当

市
の
自
主
財
源
の
推
移
に
つ
い

て
。
第
二
点
目
、
税
の
収
納
対
策

に
つ
い
て
、
執
行
部
の
考
え
方
に

つ
い
て
、
ま
た
現
在
行
っ
て
い
る

対
策
に
つ
い
て
。
第
三
点
目
、
税

に
関
す
る
職
員
の
知
識
・
認
識
の

た
め
、
全
職
員
に
対
し
て
、
そ
の

重
要
性
、
コ
ス
ト
意
識
を
再
認
識

さ
せ
る
た
め
の
税
に
関
す
る
研
修

の
必
要
性
を
感
じ
ま
す
が
、
執
行

部
の
考
え
方
に
つ
い
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

企
画
部
長　

自
主
財
源
の
推
移
の

見
通
し
と
し
て
は
、
今
後
の
税
源

移
譲
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
若
干
は

伸
び
る
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
て

い
ま
す
。

総
務
部
長　

税
負
担
の
公
正
性
の

観
点
か
ら
、
意
図
的
に
納
税
を
回

避
し
て
い
る
滞
納
者
に
は
徹
底
し

た
財
産
調
査
、
差
押
処
分
な
ど
適

切
な
法
的
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を

ま
ず
第
一
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
処
理
困
難
な
事
案
等
に

は
十
分
な
時
間
を
か
け
て
調
査
を

実
施
し
、
茨
城
租
税
債
権
機
構
へ

の
移
管
な
ど
、
多
様
な
法
的
手
段

を
講
じ
て
い
く
考
え
で
す
。
そ
の

よ
う
な
中
で
は
、
滞
納
整
理
全
般

を
通
じ
て
納
税
者
の
権
利
、
第
三

者
の
権
利
を
尊
重
し
、
適
正
手
続

を
遵
守
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

一
方
、
生
活
に
困
っ
て
い
る
滞

納
者
に
は
、
十
分
な
調
査
・
相
談

を
し
た
上
で
、
滞
納
処
分
の
停
止

を
含
む
納
税
の
緩
和
措
置
を
最
大

限
適
用
し
て
い
く
考
え
方
で
進
め

て
い
ま
す
。

　

次
に
、
現
在
行
っ
て
い
る
対
策

で
す
が
、
督
促
状
・
催
告
書
の
送

付
、
電
話
催
告
及
び
納
税
相
談
、

臨
戸
訪
問
、
嘱
託
員
に
よ
る
訪
問

徴
収
、
特
別
滞
納
整
理
、
税
務
課

と
の
共
同
滞
納
整
理
、
夜
間
滞
納

整
理
、
財
産
等
の
調
査
、
納
税
交

渉
、
差
押
予
告
書
の
送
付
、
差
押

処
分
な
ど
を
実
施
す
る
一
方
、
納

税
者
に
利
便
性
の
高
い
コ
ン
ビ
ニ

収
納
の
導
入
準
備
、
ま
た
は
口
座

振
替
制
度
の
推
進
等
、
納
税
環
境

の
整
備
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
、
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク

の
準
備
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
前

段
で
あ
る
自
動
車
登
録
の
差
押
予

告
書
を
十
人
に
送
付
し
ま
し
た
。

う
ち
二
名
は
差
し
押
さ
え
前
に
納

付
及
び
納
付
約
束
を
し
、
残
り
八

人
に
対
し
て
は
、
登
録
差
し
押
さ

え
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
職
員
の
研
修
で
す
が
、

今
年
度
か
ら
新
規
採
用
職
員
に
滞

納
整
理
を
行
わ
せ
て
い
ま
す
。
今

後
は
税
の
概
要
等
の
講
義
を
追
加

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。ま
た
、

管
理
職
を
中
心
と
す
る
特
別
滞
納

整
理
に
際
し
て
は
、
茨
城
租
税
債

権
管
理
機
構
や
県
税
事
務
所
の
徴

収
担
当
官
に
よ
り
、
滞
納
者
と
の

交
渉
術
な
ど
実
践
的
研
修
を
行

い
、
徴
収
率
向
上
に
取
り
組
ん
で

行
き
ま
す
。

保
健
福
祉
部
長　

介
護
保
険
の
滞

納
対
策
に
つ
い
て
は
、
職
員
に
よ

る
休
日
滞
納
整
理
や
納
付
相
談
に

よ
る
分
納
誓
約
な
ど
を
行
い
、
納

付
効
果
を
挙
げ
て
い
ま
す
。ま
た
、

収
納
特
別
対
策
室
と
連
携
し
、
預

貯
金
、
不
動
産
、
年
金
な
ど
の
差

し
押
さ
え
も
行
っ
て
い
ま
す

　

今
後
も
差
し
押
さ
え
、
特
別
滞

納
整
理
な
ど
を
実
施
し
、
収
納
対

策
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

市
長　

市
税
等
の
収
納
率
の
向
上

と
滞
納
解
消
に
向
け
て
は
、
税
負

担
の
公
平
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ

う
、
今
後
と
も
適
正
な
処
理
に
努

め
、
さ
ら
に
厳
し
い
方
針
で
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

次
に
税
に
関
す
る
職
員
の
意
識

改
革
等
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ

は
当
市
の
将
来
を
左
右
す
る
課
題

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
厳
し
い
財

政
状
況
下
に
お
い
て
財
源
確
保
は

最
重
要
課
題
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
努

力
を
傾
注
し
、
職
員
の
意
識
改
革

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
行
財
政
改
革
の
取
り
組
み
状
況
と

　

今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

自
治
体
間
競
争
の
時
代
、

　
　
　

財
源
確
保
は
必
須

新
財
源
の
確
保
が
難
し
い
中
、
収
納
率
向
上
を

前
ま え

　島
し ま

　守
も り

　雅
ま さ
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福
祉
行
政
に
つ
い
て
何
点
か

お
伺
い
し
ま
す
。

　

一
点
目
、
当
市
で
も
十
月
一
日

よ
り
妊
婦
無
料
健
診
が
以
前
の
二

回
か
ら
五
回
に
拡
充
さ
れ
た
事

は
、
少
子
化
の
観
点
か
ら
非
常
に

喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

一
人
当
た
り
の
平
均
的
な
健
診
費

用
は
約
十
一
万
七
千
円
と
言
わ
れ

て
お
り
更
な
る
妊
婦
無
料
健
診
の

拡
充
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
担
当
部
長
の
所
見
を
お
伺

い
し
ま
す
。

　

二
点
目
、
乳
幼
児
健
診
は
、
母

子
保
健
法
第
十
二
条
及
び
第
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
乳
幼

児
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
三
歳
児
健
診
か
ら
就
学
前

健
診
ま
で
の
、
こ
の
時
期
の
開
き

す
ぎ
は
、
特
に
近
年
増
加
し
て
い

る
「
発
達
障
害
」
に
と
っ
て
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
発
達

障
害
は
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の

開
始
が
重
要
で
、
五
歳
程
度
に
な

る
と
健
診
で
発
見
で
き
る
の
で
、

子
ど
も
達
を
守
る
た
め
、
健
診
の

現
況
ま
た
、
五
歳
児
健
診
の
推
進

に
つ
い
て
の
所
見
を
お
伺
い
し
ま
す
。

　

三
点
目
、
市
内
の
医
療
体
制
に

つ
い
て
は
、
少
子
化
の
観
点
か
ら

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
る

環
境
づ
く
り
と
を
進
め
る
上
で
、

産
婦
人
科
医
・
小
児
科
医
の
現
況

に
つ
い
て
。
ま
た
、
今
後
の
対
応

施
策
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

　

四
点
目
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢

者
に
対
し
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
展
開
な
さ
れ
て
い
る
の

か
？
ま
た
、
今
後
の
対
応
施
策
に

つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

　

五
点
目
、
過
日
質
問
し
た
「
ド

ク
タ
ー
ヘ
リ
の
導
入
を
」
県
に
と

要
望
を
お
願
い
し
ま
し
た
が
、
そ

の
後
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
お
伺

い
し
ま
す
。　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

保
健
福
祉
部
長　

ま
ず
妊
婦
無
料

健
診
の
回
数
と
公
費
負
担
の
拡
充

に
つ
い
て
で
す
が
、
窓
口
で
あ
る

県
と
協
議
を
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

五
歳
児
健
診
の
推
進
に
つ
い
て

は
、
教
育
委
員
会
が
実
施
し
て
い

る
就
学
前
健
診
の
場
合
、
発
達
の

遅
れ
が
見
つ
か
っ
て
も
十
分
な
対

応
が
で
き
な
い
ま
ま
就
学
し
て
し

ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
五
歳

児
健
診
の
実
施
を
関
係
部
局
等
と

十
分
協
議
を
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

次
に
当
市
の
医
療
体
制
に
つ
い

て
で
す
が
、
現
在
当
市
内
に
は
産

婦
人
科
医
が
二
診
療
所
、
小
児
科

は
三
病
院
八
診
療
所
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
県
は
、医
師
の
養
成
・

確
保
を
最
重
要
課
題
と
し
て
取
組

ん
で
い
ま
す
が
、
当
市
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
で
き

る
か
に
つ
い
て
、
地
域
内
の
関
係

市
、
関
係
機
関
と
協
議
を
重
ね
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

四
点
目
の
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
に
つ
い
て
で
す
が
、
平
成

十
九
年
十
月
末
現
在
、
ひ
と
り
暮

ら
し
の
高
齢
者
は
市
内
に
八
百
十

二
人
お
ら
れ
ま
す
。
高
齢
者
の
方

が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
社
会
を
築
く
た
め
、
現

在
、
高
齢
者
等
配
食
サ
ー
ビ
ス
事

業
と
し
て
昼
食
の
配
付
、
愛
の
定

期
便
事
業
と
し
て
乳
製
品
の
配

付
、
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業
と

し
て
緊
急
時
の
消
防
署
へ
の
通
報

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
や
民
生
委
員
の
協
力

に
よ
り
、
家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち

な
高
齢
者
の
方
々
が
一
堂
に
会
す

る
「
ふ
れ
あ
い
食
事
会
」
や
「
ひ

と
り
暮
ら
し
老
人
の
集
い
」
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
今
後
ま
す
ま
す

高
齢
化
が
進
展
し
て
い
く
中
、
一

人
で
も
多
く
の
高
齢
者
の
方
々
が

老
人
ク
ラ
ブ
や
健
康
ス
ポ
ー
ツ
事

業
な
ど
の
地
域
活
動
に
積
極
的
に

参
加
で
き
る
よ
う
、
地
域
で
支
え

合
う
体
制
の
充
実
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

五
点
目
の
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入

に
つ
い
て
で
す
が
、
現
在
、
県
が

緊
急
医
療
の
機
動
力
向
上
を
目
指

し
、
そ
の
導
入
の
検
討
を
始
め
て

い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
県
南
鹿

行
地
域
で
は
千
葉
県
内
の
医
療
機

関
が
運
営
す
る
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が

活
躍
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
エ
リ

ア
は
病
院
か
ら
五
十
キ
ロ
㍍
圏
内

の
県
南
鹿
行
の
三
消
防
本
部
管
内

に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
県
は
、
ド

ク
タ
ー
ヘ
リ
を
独
自
に
導
入
す
る

こ
と
で
全
県
を
カ
バ
ー
し
、
特
に

県
北
の
医
療
過
疎
の
改
善
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
県
は
、
市
町
村
、

消
防
、
医
療
機
関
関
係
者
に
よ
る

検
討
会
議
の
中
で
慎
重
に
議
論
を

進
め
る
、
と
し
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
状
況
を
踏
ま
え
、
市
と
し
て

の
対
応
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

市
長　

妊
婦
無
料
健
診
の
重
要
性

は
私
も
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
し
か
し
、
そ
の
回
数
の
拡
充

に
は
幾
つ
か
の
問
題
点
、
課
題
等

が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
の
調

査
、
整
理
、
検
討
を
し
、
前
向
き

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
は
、
医
師

が
搭
乗
し
て
患
者
に
応
急
処
置
を

施
し
な
が
ら
病
院
へ
搬
送
で
き
る

た
め
、
救
急
患
者
の
生
存
率
ア
ッ

プ
が
期
待
で
き
ま
す
。
私
も
そ
の

必
要
性
は
十
分
に
認
識
し
て
い
ま

す
が
、
県
の
動
向
も
あ
り
ま
す
の

で
、
今
後
そ
れ
ら
を
視
野
に
入
れ

て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
防
災
行
政
に
つ
い
て

●
入
札
制
度
に
つ
い
て

妊
婦
無
料
健
診
の
回
数
増
・
五
歳
児

健
診
の
推
進
、一
人
暮
ら
し
高
齢
者

へ
の
対
応
等
を
問
う

菱
ひ し

　沼
ぬ ま

　和
か ず

　幸
ゆ き
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市
道
二
五
五
三
号
線
（
研
修

施
設
「
青
峰
館
」
に
通
じ
る
）
の

拡
幅
工
事
と
第
二
回
定
例
会
で
質

問
を
し
た
高
浜
小
近
く
の
狭
あ
い

道
路
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

　

市
道
二
五
五
三
号
線
は
約
六
～

七
年
前
に
地
権
者
が
自
ら
の
費
用

で
分
筆
、
掘
削
工
事
を
概
ね
完
了

さ
せ
、
旧
八
郷
町
が
無
償
で
寄
付

を
受
け
た
も
の
で
す
。
拡
幅
区
間

は
約
二
百
七
十
㍍
で
、
そ
の
う
ち

約
七
十
㍍
の
工
事
を
し
た
だ
け

で
、
工
事
が
中
断
し
て
い
ま
す
。

行
政
側
の
怠
慢
と
言
わ
れ
て
も
仕

方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
工
事
を
再
開

で
き
な
い
の
か
。

　

次
に
高
浜
小
学
校
裏
の
狭
あ
い

道
路
の
件
で
す
が
、
第
二
回
定
例

会
で
都
市
建
設
部
長
は
道
幅
が
極

端
に
狭
く
、
片
側
が
落
ち
込
ん
で

い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
地
権
者
の

意
向
を
伺
う
と
の
答
弁
で
し
た
。

そ
の
後
の
進
捗
に
つ
い
て
お
尋
ね

を
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

都
市
建
設
部
長　

市
道
二
五
五
三

号
線
は
、
ご
指
摘
の
と
お
り
地
権

者
の
方
々
か
ら
寄
附

が
行
わ
れ
、
道
路
整

備
に
着
手
し
た
経
緯

が
あ
り
ま
す
。

　

当
初
は
、
要
望
が

あ
っ
た
全
路
線
の
用

地
が
確
保
で
き
る
と

考
え
て
舗
装
整
備
に

入
っ
た
わ
け
で
す

が
、
一
部
の
用
地
に

つ
い
て
提
供
が
得
ら

れ
ず
、
中
断
し
て
い

る
状
況
で
す
。

　

し
か
し
、
さ
ら
に

調
査
を
し
た
と
こ

ろ
、
現
状
で
も
道
路

幅
四
㍍
は
確
保
で
き

る
と
思
わ
れ
ま
す
の

で
、
現
状
で
の
整
備

を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

地
元
の
方
々
に
長
い
間
ご
不
便

を
お
か
け
い
た
し
、
ま
た
非
常
に

長
く
お
待
た
せ
を
い
た
し
ま
し

た
。
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
高
浜
小
学
校
裏
側
の
狭

あ
い
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
で

す
。

　

前
回
の
ご
質
問
の
後
、
地
元
の

代
表
者
を
通
し
て
関
係
地
権
者
三

名
の
方
々
に
意
向
を
伺
い
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
用
地
協
力
に
つ

い
て
同
意
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

危
険
箇
所
で
も
あ
り
、
早
急
に

調
査
測
量
に
入
り
、
整
備
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
鹿
島
鉄
道
廃
止
後
の
、
石
岡
駅
に

　

隣
接
す
る
民
有
地
（
関
鉄
所
有
地
）

　

に
つ
い
て
の
考
え

●
八
郷
庁
舎
の
利
活
用
に
つ
い
て

市民から寄付を受けた道路の整備と

高浜小裏の狭あい道路の
整備を求める

櫻
さくら

　井
い

　信
の ぶ

　幸
ゆ き

▲ 高浜小裏の市道
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先
日
城
南
中
学
校
の
ご
協
力

を
頂
き
、
青
少
年
を
育
て
る
石
岡

市
民
の
会
主
催
に
よ
る
少
年
の
主

張
を
開
催
し
、
七
名
の
素
晴
ら
し

い
発
表
を
聞
く
事
が
出
来
ま
し

た
。
内
容
は
、
一
年
男
子
の
「
世

界
の
姿
と
僕
の
願
い
」、
女
子
の

「
私
た
ち
の
力
で
」。
二
年
女
子
の

「
親
友
と
呼
べ
る
友
達
」、「
友
達
」。

三
年
男
子
は
「
戦
争
に
つ
い
て
思

っ
た
こ
と
」、「
基
本
的
人
権
と
命

に
つ
い
て
」、「
あ
り
が
と
う
」と
、

ど
の
発
表
も
素
晴
ら
し
い
内
容
で

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
城
南
中
で

は
平
成
十
八
年
・
十
九
年
と
文
部

科
学
省
委
託
事
業
「
児
童
生
徒
の

心
に
響
く
道
徳
教
育
の
推
進
事

業
」
の
研
究
発
表
も
行
わ
れ
、
第

二
十
七
回
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン

ク
ー
ル
・
コ
ン
テ
ス
ト
の
県
大
会

に
は
、
城
南
中
の
生
徒
が
最
優
秀

に
輝
く
な
ど
素
晴
ら
し
い
事
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
を

考
え
ま
す
時
、
現
在
日
本
は
、
政

治
が
乱
れ
、
演
歌
が
廃
れ
、
家
族

制
度
が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
今

こ
そ
、
日
本
の
教
育
を
見
直
し
、

日
本
の
心
、
大
和
魂
を
取
り
戻
す

為
に
も
、
昔
国
府
が
置
か
れ
た
石

岡
か
ら
人
づ
く
り
を
と
考
え
ま

す
。つ
き
ま
し
て
は
歴
史
と
文
化
、

霞
ヶ
浦
と
筑
波
山
の
大
自
然
に
恵

ま
れ
た
石
岡
市
で
年
一
度
「
人
づ

く
り
、
国
づ
く
り
」
作
文
コ
ン
ク

ー
ル
及
び
発
表
会
を
開
催
し
、
多

く
の
市
民
・
県
民･

国
民
に
石
岡

市
の
素
晴
ら
し
さ
を
認
識
し
て
頂

く
と
と
も
に
日
本
国
の
再
確
認
を

し
て
頂
く
事
が
大
事
で
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
市
長
・
教
育
長
の
お

考
え
を
お
聞
か
せ
願
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

教
育
長　
「
人
づ
く
り
、
ま
ち
づ

く
り
」
は
、
石
岡
市
の
産
業
、
福

祉
、
芸
術
・
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
な
ど
の
各
分

野
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割

を
果
た
す
人
材
を
発
掘
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
行

政
、
各
種
団
体
、
民
間
な
ど
が
連

携
し
た
組
織
を
構
成
し
、
市
民
参

画
を
得
た
上
で
、
市
民
主
導
に
よ

っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
づ
く
り
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
検
討
し
、

各
種
事
業
を
展
開
し
な
が
ら
、
人

材
育
成
を
図
り
、
人
づ
く
り
か
ら

ま
ち
づ
く
り
へ
と
つ
な
げ
て
い
く

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
立

案
、
実
施
が
有
効
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

次
に
ご
提
案
の
作
文
募
集
に
つ

い
て
で
す
が
、私
ど
も
で
は
現
在
、

人
づ
く
り
の
原
点
で
あ
る
良
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た

め
、
あ
い
さ
つ
運
動
を
推
進
し
て

い
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
オ
ア

シ
ス
運
動
（
※
）
の
作
文
も
募
集

し
て
い
ま
す
が
、
学
校
や
先
生
方

の
協
力
で
、
あ
る
程
度
の
募
集
は

あ
る
も
の
の
、
高
校
生
、
そ
し
て

一
般
の
方
か
ら
の
応
募
は
皆
無
と

い
う
状
況
で
す
。
作
文
の
募
集
方

法
を
見
直
す
必
要
も
あ
る
と
は
思

い
ま
す
が
、
一
般
の
方
々
の
活
字

離
れ
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
、
発
表

会
に
つ
い
て
は
、
青
少
年
を
育
て

る
石
岡
市
民
の
会
主
催
の
少
年
の

主
張
事
業
に
お
い
て
、
今
後
も
関

係
者
・
各
学
校
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
得
な
が
ら
実
施
校
の
拡
大
、

内
容
の
充
実
に
努
め
る
な
ど
し
て

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

市
長　
「
人
づ
く
り
、国
づ
く
り
」

は
、
非
常
に
重
要
な
施
策
だ
と
認

識
し
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
ま
ち
づ
く

り
の
リ
ー
ダ
ー
的
役
割
を
果
た
す

人
材
が
育
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
、

よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が

っ
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

総
合
計
画
の
中
で
も
位
置
付
け

て
い
ま
す
が
、
限
ら
れ
た
財
源
で

効
果
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

わ
け
で
す
か
ら
、
市
と
し
て
も
市

民
の
皆
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
な
計
画

の
策
定
、
ま
た
は
事
業
実
施
等
へ

参
加
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
す
。そ
の
よ
う
な
中
、

い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
活
躍
で
き

る
、
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を
果
た

す
人
材
の
育
成
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

視
野
に
入
れ
な
が
ら
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
提
案
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
、

発
表
会
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
実

施
し
て
い
る
少
年
の
主
張
事
業
の

拡
充
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
ま
ち
づ
く
り
等
に
優
秀

な
意
見
を
持
つ
子
供
た
ち
の
育
成

に
つ
い
て
は
、「
青
少
年
を
育
て

る
石
岡
市
民
の
会
」
を
は
じ
め
、

皆
様
の
ご
協
力
を
得
、
ご
意
見
を

参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

※
オ
ア
シ
ス
運
動
＝
「
お
は
よ
う
ご
ざ

　

い
ま
す
」「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

　

す
」「
し
つ
れ
い
し
ま
す
」「
す
み
ま

　

せ
ん
」の
一
文
字
目
を
つ
な
げ
て「
オ

　

ア
シ
ス
」
と
名
づ
け
た
、
あ
い
さ
つ

　

を
推
進
す
る
た
め
の
運
動
。

日
本
の
心
を
取
り
戻
す
た
め
に
も

石
岡
か
ら―

―

「
人
づ
く
り
、国
づ
く
り
」を

山
や ま

　口
ぐ ち

　　晟
あきら

▲ 城南中で行われた「少年の主張」
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霞
ヶ
浦･

石
岡
台
地
用
水
事

業
受
益
地
内
の
休
耕
地
水
利
費
補

助
金
に
つ
い
て
質
問
致
し
ま
す
。

　

こ
の
補
助
金
は
八
郷
地
区
の
霞

ヶ
浦
・
石
岡
台
地
用
水
受
益
地
内

の
休
耕
・
転
作
地
に
対
し
て
各
用

水
を
使
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
払
い

戻
し
を
し
て
い
た
も
の
で
す
。
補

助
単
価
は
霞
ヶ
浦
用
水
が
十
㌃
当

り
三
千
九
百
円
、
石
岡
台
地
用
水

が
二
千
四
百
円
。平
成
十
九
年
度
、

こ
の
補
助
金
を
受
け
て
い
た
方
は

六
百
六
十
五
人
、
対
象
面
積
は
百

九
十
㌶
、
補
助
金
合
計
が
六
百
万

円
で
す
。
こ
の
補
助
金
が
平
成
二

十
年
度
予
算
で
は
全
廃
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
す
。
私
は
こ
の
補
助
金

が
な
く
な
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
理
由
の
一
つ

は
、
休
耕
・
転
作
地
は
両
用
水
を

一
切
使
用
し
て
い
ま
せ
ん
。
使
っ

て
い
な
い
所
か
ら
の
利
用
料
は
い

ま
ま
で
通
り
、
返
戻
す
べ
き
で
あ

る
と
思
う
か
ら
で
す
。
も
う
一
つ

は
こ
の
補
助
金
を
廃
止
す
る
と
、

二
十
年
度
、
米
の
生
産
調
整
の
達

成
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
、

と
懸
念
す
る
か
ら
で
す
。

　

今
年
の
本
市
の
生
産
者
米
価

は
、
六
〇
㌔
当
り
平
均
一
万
二
千

五
百
円
。
こ
の
厳
し
い
受
給
環
境

を
改
善
す
る
た
め
、
国
は
こ
れ
ま

で
以
上
に
、
生
産
目
標
数
量
を
減

ら
し
、
休
耕
転
作
を
増
や
す
政
策

を
と
っ
て
い
く
も
の
と
予
測
さ
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
休
耕

地
水
利
費
補
助
金
を
カ
ッ
ト
す
る

こ
と
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

経
済
部
長　

平
成
十
六
年
度
か
ら

始
ま
っ
た
米
政
策
改
革
推
進
対
策

で
は
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け

る
米
作
り
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
の

実
現
を
目
標
と
し
て
お
り
、
そ
の

具
体
策
に
つ
い
て
も
三
か
年
ご
と

に
内
容
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
市
と
し
て
も
、

平
成
十
九
年
度
か
ら
の
米
政
策
改

革
推
進
対
策
の
取
り
組
み
指
針
等

を
踏
ま
え
、
平
成
十
八
年
度
中
に

平
成
十
九
年
度
か
ら
の
生
産
調
整

に
伴
う
補
助
金
額
等
に
つ
い
て
県

と
調
整
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
休
耕
地
水
利
費
補
助
金

は
平
成
十
九
年
度
ま
で
継
続
し
、

平
成
二
十
年
度
か
ら
廃
止
す
る
と

の
調
整
方
針
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
す
。

　

平
成
二
十
年
度
か
ら
廃
止
す
る

と
い
う
調
整
の
経
過
を
申
し
あ
げ

ま
す
と
、
合
併
後
、
生
産
調
整
関

係
の
補
助
金
を
統
一
す
る
た
め
に

八
郷
地
区
と
石
岡
地
区
で
違
い
の

あ
る
も
の
、
ま
た
は
独
自
で
実
施

し
て
い
た
補
助
金
を
精
査
し
、
補

助
体
系
を
統
一
し
て
い
く
中
で
、

八
郷
地
区
独
自
で
実
施
し
て
き
た

休
耕
地
水
利
費
補
助
金
は
平
成

十
八
年
度
で
廃
止
と
の
協
議
が
な

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
農

家
、
土
地
改
良
区
へ
の
影
響
が
大

き
い
と
の
判
断
か
ら
、
平
成
十
九

年
度
ま
で
は
継
続
す
る
こ
と
と
な

っ
た
も
の
で
ご
す
。

　

議
員
の
ご
心
配
も
十
分
に
理
解

で
き
ま
す
が
、
財
政
状
況
も
厳
し

い
こ
と
か
ら
、
苦
渋
の
選
択
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

平
成
二
十
年
度
以
降
の
生
産
調

整
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て
く

る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
農
家
や
土

地
改
良
区
、
農
協
な
ど
関
係
機
関

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
な
が

ら
、
百
㌫
達
成
に
向
け
て
推
進
し

て
い
き
ま
す
。
ま
た
今
後
の
生
産

調
整
は
、
石
岡
市
の
財
政
状
況
が

厳
し
い
中
、
国
の
米
施
策
を
見
き

わ
め
な
が
ら
、
生
産
調
整
を
達
成

す
る
た
め
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
ロ
ー
テ

ー
シ
ョ
ン
、
団
地
化
を
核
と
し
た

麦
、
大
豆
、
そ
ば
の
地
域
奨
励
作

物
に
重
点
を
置
い
た
補
助
体
系
、

ま
た
連
作
障
害
等
の
対
策
と
し
て

飼
料
用
稲
の
栽
培
な
ど
の
拡
大
を

図
り
な
が
ら
推
進
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

市
長　

休
耕
地
水
利
費
の
補
助
金

は
従
来
ど
お
り
交
付
す
べ
き
と
の

ご
質
問
で
す
。

　

平
成
二
十
年
度
以
降
の
休
耕
地

水
利
費
補
助
金
の
取
り
扱
い
は
、

部
長
か
ら
も
答
弁
申
し
あ
げ
た
と

お
り
、
事
務
事
業
の
調
整
結
果
を

尊
重
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
の
生
産
調
整
の
推
進
に
つ

い
て
は
、
担
当
部
署
で
こ
れ
か
ら

の
農
業
振
興
方
策
の
中
で
協
議
検

討
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
考

え
を
踏
ま
え
、
農
業
振
興
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。そ

の
他
の
質
問
項
目

●
介
護
保
険
事
業
に
つ
い
て

●
教
育
費
・
小
中
学
校
費
の
学
校
管

　

理
費
に
つ
い
て

米
の
生
産
調
整
に

　
　
　

悪
影
響
を
及
ぼ
す

休
耕
地
水
利
費
補
助
金
の
廃
止
は
再
検
討
す
べ
き
だ

岡
お か

　野
の

　孝
た か

　男
お
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北
小
学
校
区
の
住
民
の
方
々

よ
り
校
舎
改
築
促
進
の
要
望
書
が

提
出
さ
れ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
取
り
扱
い
と
そ
れ
に
対

す
る
執
行
部
の
考
え
方
に
つ
い
て

お
伺
い
し
ま
す
。
こ
の
要
望
書
が

提
出
さ
れ
た
理
由
は
、「
昨
年
、

念
願
の
本
校
舎
改
築
が
実
現
し
喜

ん
で
い
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
中

断
さ
れ
、
そ
の
後
、
改
築
さ
れ
る

の
か
そ
れ
と
も
耐
震
補
強
な
の

か
、
あ
る
い
は
他
校
と
の
統
合
な

の
か
、
は
っ
き
り
と
し
た
説
明
が

な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
」

と
い
う
行
政
の
怠
慢
に
よ
り
不
安

に
な
っ
た
市
民
か
ら
の
声
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
、
学
校
存
続

の
た
め
の
署
名
運
動
も
始
ま
っ
た

と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。し
か
し
、

北
小
学
校
に
通
う
児
童
の
保
護
者

の
中
に
は
、
や
は
り
他
校
と
の
統

合
も
や
む
を
得
な
い
、
逆
に
そ
れ

を
強
く
望
ん
で
い
る
、
そ
う
い
っ

た
考
え
を
持
っ
て
い
る
父
兄
も
い

ま
す
。

　

来
年
度
の
北
小
学
校
へ
の
入
学

予
定
児
童
は
十
二
名
。
そ
の
う
ち

池
の
台
地
区
を
除
く
と
五
名
で

す
。
そ
の
後
も
二
十
名
、
二
十
六

名
、十
一
名
、十
五
名
、十
三
名
、

そ
し
て
、
池
の
台
地
区
を
除
く
と

そ
れ
ぞ
れ
二
名
、
七
名
、
四
名
、

六
名
、
二
名
、
そ
う
い
っ
た
予
定

で
す
。北
小
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、

お
答
え
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

教
育
次
長　

北
小
学
校
に
か
か
る

要
望
書
に
つ
い
て
は
、
地
区
の
皆

さ
ん
か
ら
「
返
答
は
要
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
お
預
か
り
し
て
い

ま
す
。
教
育
委
員
会
と
し
て
は
、

ご
意
見
を
受
け
と
め
、
そ
れ
を
尊

重
し
な
が
ら
、と
考
え
て
い
ま
す
。

な
お
、
教
育
委
員
会
と
し
て
も
、

な
る
べ
く
早
い
時
期
に
地
域
の
皆

さ
ん
方
に
説
明
を
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

市
長　

北
小
学
校
改
築
事
業
は
、

議
員
ご
承
知
の
と
お
り
合
併
特
例

債
事
業
に
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
私
も
、
耐
震
性
に
関

す
る
調
査
結
果
や
児
童
等
の
安
全

確
保
の
観
点
か
ら
、
早
急
な
改
築

ま
た
は
耐
震
補
強
工
事
が
必
要
だ

と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
後
は
北
小
学
校
の

少
子
化
の
進
行
状
況
を
見
据
え
る

と
と
も
に
、
児
童
、
保
護
者
、
地

域
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
な
ど

に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
さ
ら
な
る

調
整
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
学
校
施
設
整
備
計
画
検
討
委
員
会

　

か
ら
の
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て

　

の
評
価
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
今
後

　

の
課
題
に
つ
い
て

●
東
小
学
校
の
改
築
に
つ
い
て

●
柿
岡
中
学
校
の
改
築
に
つ
い
て

●
（
仮
称
）
複
合
文
化
施
設
の
建
設

　

に
つ
い
て

●
統
合
保
育
所
建
設
に
つ
い
て

●
全
国
学
力
調
査
に
つ
い
て

●
駅
周
辺
整
備
の
取
り
組
み
の
現
状

　

と
今
後
の
見
通
し

地
元
住
民
を
不
安
に
さ
せ
て
い
る―

―
―

―

　
　
　
北
小
学
校・校
舎

　
　
　
　

改
築
の
ゆ
く
え

市
は
北
小
学
校
の
あ
り
方
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か

合
併
特
例
債

事　
　
　

業

年度ごとの北小学校予定児童数

北小学校のあゆみ ※北小学校ＨＰ「学校概要」から抜粋・要約

金
か な

　井
い

　一
か ず

　憲
の り

�0

��

�0

1�
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�

0
�0 �1 �� �� �� �� （年度）

池の台地区
池の台地区以外

明治31年 石岡第一尋常小学校根当分教場として根当11802番地に設立
昭和20年 石岡第二国民学校開校。同校根当分教場となる

22年 石岡第二国民学校が石岡第二小学校となる
24年 石岡第二小学校が府中小学校と改称。同校根当分校となる
27年 大字石岡10949番地（現在地）に移転
29年 市制施行
48年 石岡市立北小学校として創立
49年 新校舎落成式、校旗樹立式、校歌制定、校章改定の記念行事
51年 プール竣工式
53年 体育館竣工式、学校創立80周年記念式典挙行

平成元年 北小ＰＴＡ、学校給食百周年記念の文部大臣賞を受賞
2年 ＴＢＳ合唱コンクール東日本大会優秀賞
3年 ＴＢＳ合唱コンクール東日本大会優秀賞（全校合唱）
4年 ＴＢＳ合唱コンクール東日本大会審査員特別賞
5年 ＴＢＳ合唱コンクール東日本大会優秀賞
7年 音楽教育振興賞（顕彰部門）
8年 音楽振興法制定記念講演会（参議院講堂）

10年 学校創立100周年記念式典挙行
11年 ＴＢＳ合唱コンクール優秀賞
12年 ＴＢＳ合唱コンクール東日本大会出場（県代表）
13年 ＴＢＳ合唱コンクール東日本大会出場（県代表）優秀賞
14年 ＴＢＳ合唱コンクール地区大会最優秀賞･東日本大会優秀賞
15年 ＴＢＳ合唱コンクール地区大会優良賞

北小学校創立30周年記念式典挙行
16年 ＴＢＳ合唱コンクール地区大会最優秀賞･東日本大会出場
17年 ＴＢＳ合唱コンクール地区大会優秀賞
18年 ＴＢＳ合唱コンクール地区大会最優秀賞･東日本大会出場
19年 ＴＢＳ合唱コンクール地区大会優秀賞
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石
岡
駅
周
辺
整
備
に
つ
い
て

は
、
約
二
十
年
間
も
熟
慮
に
熟
慮

を
重
ね
、
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た

の
で
、
今
回
は
市
民
が
絶
賛
す
る

よ
う
な
構
想
が
出
来
上
が
っ
て
い

る
も
の
と
思
う
。
平
成
十
四
年
に

市
長
に
就
任
さ
れ
た
当
時
は
大
変

前
向
き
で
、
平
成
十
七
年
に
は
事

業
化
を
実
施
と
の
答
弁
で
あ
っ
た

が
、
今
だ
に
未
着
工
で
あ
る
。
財

源
の
急
激
な
増
収
が
見
込
め
な
い

現
在
、
一
度
に
全
部
を
整
備
す
る

こ
と
は
不
可
能
。
出
来
る
所
か
ら

整
備
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
検

討
し
て
い
た
二
十
年
間
に
、
例
え

ば
一
年
に
二
億
円
の
整
備
を
実
施

し
て
来
た
ら
四
十
億
円
の
整
備
が

出
来
上
が
っ
た
で
は
な
い
か
。
こ

の
間
、
社
会
情
勢
も
当
市
の
状
況

も
大
き
く
変
化
し
た
。
鹿
島
鉄
道

が
走
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
の
構

想
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
鹿
島
鉄

道
の
跡
地
取
得
も
含
め
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
構
想
、
又
、
人
道
跨
線
橋

の
耐
震
調
査
の
結
果
を
基
に
出
来

る
所
か
ら
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

都
市
建
設
部
長　

駅
周
辺
整
備
に

つ
い
て
は
現
在
、
警
察
と
の
協
議

が
整
え
ら
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
駅

前
広
場
の
都
市
計
画
変
更
作
業
に

入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
西
口

広
場
整
備
基
本
構
想
策
定
業
務
を

発
注
し
、
交
通
体
系
の
検
討
及
び

機
能
再
配
置
の
作
業
を
進
め
て
い

ま
す
。

　

議
員
が
冒
頭
に
お
っ
し
ゃ
ら
れ

た
と
お
り
、
駅
の
橋
上
化
構
想
が

策
定
さ
れ
て
か
ら
か
な
り
の
年
月

が
費
や
さ
れ
て
い
ま
す
。
駅
舎
前

の
駐
車
場
で
は
、
特
に
朝
な
ど
に

車
両
の
接
触
事
故
も
多
く
、
あ
る

い
は
駐
車
場
の
取
り
合
い
で
騒
ぎ

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞

い
て
い
ま
す
。

　

私
ど
も
と
し
て
も
、
出
来
る
こ

と
か
ら
や
る
こ
と
も
必
要
な
の
か

な
と
、
現
在
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
財
源
の

問
題
は
つ
き
ま
と
い
ま
す
。

　

今
後
早
急
に
対
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
例
等
が
具
体
的
に
あ

る
場
合
は
、
そ
の
時
点
で
市
長
、

副
市
長
と
十
分
協
議
し
、
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
ご
承
知
の
よ
う
に
鹿

島
鉄
道
が
廃
線
に
な
り
、
そ
の
跡

地
や
軌
道
敷
等
を
ど
う
す
る
の
か

と
い
う
課
題
も
出
て
き
て
い
ま

す
。
私
ど
も
と
し
て
は
、
そ
の
よ

う
な
面
を
考
え
な
が
ら
、
出
来
る

こ
と
か
ら
進
め
て
い
き
た
い
、
現

在
利
用
し
て
い
る
方
々
の
利
便
性

を
少
し
で
も
図
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

市
長　

石
岡
駅
周
辺
整
備
に
お
け

る
長
年
の
課
題
と
し
て
、
橋
上
駅

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
橋
上

駅
を
整
備
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

石
岡
駅
の
、
そ
し
て
市
の
顔
と
し

て
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。

　

議
員
か
ら
は
、
整
備
の
優
先
順

位
と
い
い
ま
す
か
、
工
事
の
優
先

順
位
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
状
況
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ご

提
案
も
あ
り
ま
し
た
。

　

市
で
も
財
源
の
問
題
な
ど
を
考

え
た
時
に
よ
く
検
討
す
る
課
題
に

な
る
わ
け
で
す
が
、
一
つ
の
あ
り

方
と
し
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
策
の

よ
う
に
早
急
な
対
応
が
必
要
な
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は

跨
線
橋
の
下
部
構
耐
震
化
な
ど
が

含
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
、
出
戻
り

の
な
い
よ
う
に
配
慮
し
つ
つ
、
対

応
で
き
る
課
題
に
対
処
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
合
併
に
伴
う
事
務
の
調
整
に
つ
い

　

て
（
税
の
公
平
性
）

●
一
部
事
務
組
合
（
霞
台
更
生
施
設

　

組
合
）
の
再
編
に
つ
い
て

●
人
事
評
価
、
昇
任
、
昇
格
に
つ
い

　

て

未
だ
に
未
着
工
の

「
石
岡
駅
周
辺
整
備
事
業
」

整
備
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
実
施
す
べ
き
だ

德
と く

　増
ま す

　千
ち

　尋
ひ ろ

▲ 人道跨線橋

▲ 石岡駅構内の鹿島鉄道跡地

▲ JR石岡駅
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八
郷
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸

付
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五

十
七
年
か
ら
昭
和
六
十
一
年
ま
で

に
、
七
十
七
件
の
貸
付
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

住
宅
新
築
貸
付
金
の
償
還
期
間

は
、
一
年
据
え
置
き
の
二
十
五
年

で
す
。
平
成
十
八
年
度
末
で
三
億

五
千
万
余
の
収
入
未
済
額
が
あ
り

ま
す
。す
で
に
完
済
し
て
い
る
方
、

毎
年
き
ち
ん
と
返
済
し
て
い
る
方

も
多
数
お
り
ま
す
が
、一
方
で
は
、

昭
和
五
十
九
年
十
一
月
宅
地
購
入

貸
付
金
六
百
五
十
万
円
、
昭
和
六

十
年
十
月
宅
地
購
入
貸
付
金
六
百

五
十
万
円
、
昭
和
六
十
年
十
一
月

新
築
貸
付
金
八
百
二
十
万
円
に
つ

い
て
は
、
い
ず
れ
も
償
還
ゼ
ロ
で

す
。

　

昭
和
六
十
年
三
月
新
築
貸
付
金

八
百
二
十
万
円
は
、
平
成
七
年
度

に
六
万
円
返
済
、
昭
和
五
十
八
年

十
一
月
住
宅
購
入
貸
付
金
六
百
五

十
万
円
は
、
昭
和
五
十
九
年
に
十

三
万
円
返
済
、
昭
和
五
十
九
年
三

月
新
築
貸
付
金
八
百
二
十
万
円

は
、
昭
和
五
十
九
年
十
六
万
四
千

円
返
済
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
住

宅
購
入
貸
付
金
六
百
五
十
万
円

は
、
昭
和
五
十
九
年
十
三
万
円
返

済
と
、
い
ず
れ
も
一
回
し
か
返
済

し
て
い
ま
せ
ん
。

　

ど
う
し
て
こ
の
様
な
こ
と
が
二

十
年
余
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た

の
か
、
滞
納
者
の
滞
納
状
況
、
生

活
状
況
の
把
握
、
返
済
の
方
法
等

ど
の
様
に
考
え
て
い
る
の
か
伺
い

ま
す
。

　

ま
た
、
旧
八
郷
町
の
町
長
で
あ

っ
た
副
市
長
は
、
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
ど
の
様
に
認
識
し
て
い
た
の

か
、
今
後
ど
の
様
に
解
決
を
は
か

っ
て
い
く
の
か
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

保
健
福
祉
部
長　

八
郷
町
住
宅
新

築
資
金
等
貸
付
金
の
調
停
状
況

は
、
平
成
十
八
年
度
末
の
調
査
額

で
三
億
五
千
七
百
七
十
三
万
九
千

百
六
十
五
円
で
す
。
収
入
済
額
は

七
百
五
十
六
万
三
千
五
百
六
十
一

円
、
収
入
未
済
額
は
三
億
五
千
十

七
万
五
千
六
百
五
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。
償
還
年
度
の
終
期
は
平
成

二
十
四
年
度
で
す
が
、
滞
納
額
も

多
く
、
償
還
期
間
内
に
す
べ
て
の

償
還
を
実
現
す
る
こ
と
は
難
し
い

状
況
で
す
。

　

次
に
個
別
の
状
況
で
す
が
、
貸

付
件
数
七
十
七
件
の
う
ち
、
繰
上

償
還
な
ど
に
よ
っ
て
完
了
し
て
い

る
の
が
十
二
件
、
滞
納
し
て
い
な

い
件
数
が
七
件
で
す
。
償
還
は
毎

年
一
回
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
滞
納
し
て
い
る
方
の
各
未

納
回
数
を
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
一

回
か
ら
四
回
が
八
件
、
五
回
か
ら

九
回
が
十
一
件
、
十
回
か
ら
十
四

回
が
十
五
件
、
十
五
回
か
ら
十
九

回
が
十
三
件
、
二
十
回
以
上
が

十
一
件
と
い
う
状
況
で
す
。

　

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
状
態
に

な
っ
た
か
と
い
う
ご
質
問
で
す

が
、
旧
八
郷
町
時
代
に
も
貸
付
を

受
け
て
い
る
方
を
訪
問
し
て
返
済

を
求
め
る
な
ど
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
い
ま
だ
返
済
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
今
後
も

引
き
続
き
納
入
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
働
き
か
け
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

副
市
長　

住
宅
新
築
資
金
等
の
貸

付
金
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
個
別

の
実
態
調
査
に
努
め
、
貸
付
金
償

還
に
向
け
、
諸
方
策
を
行
使
し
、

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
教
育
委
員
会
所
管
に
つ
い
て

●
建
設
部
所
管
事
業
に
つ
い
て

ただし、次の場合には償還の猶予、免除が認められる。
①災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに
　貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
②災害その他借受人の責めに帰すことができない理由により借受人
　が貸付けを受けて新築または改修した住宅が滅失したとき。

八
郷
町
住
宅
新
築

　

資
金
等
貸
付
金
の
未
納

　
　
今
後
、
ど
の
よ
う
に
解
決
を
図
る
の
か

種　　類 償還期間 貸付限度額 据置期間

住宅新築資金 25年以内 840万円 １年

住宅改修資金 15年以内 510万円 １年

宅地取得資金・建売分譲住宅
取得資金（宅地） 25年以内 650万円 １年

建売分譲住宅取得資金（建物） 25年以内 840万円 １年

（旧）八郷町住宅資金貸付の概要

住宅資金の貸付利率は年利2.8㌫

小
こ

　松
ま つ

　美
み よ こ

代子
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先
日
石
岡
市
立
学
校
施
設
整

備
計
画
検
討
委
員
会
の
報
告
書
を

頂
き
ま
し
た
。
特
例
債
活
用
事
業

と
し
て
三
校
の
校
舎
改
築
が
予
定

さ
れ
、
一
部
事
業
も
進
ん
で
い
た

の
が
、
耐
震
化
優
先
度
調
査
の
結

果
を
待
つ
と
言
う
事
で
、
現
在
事

業
が
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
さ
ま
ざ
ま
な

結
果
の
踏
ま
え
て
こ
の
学
校
施
設

の
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
報
告

書
が
出
来
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
報

告
書
の
中
の
結
論
と
し
て
、
特
例

債
対
象
事
業
と
し
て
の
校
舎
改
築

は
、
一
．
東
小
学
校　

二
．
柿
岡

中
学
校
の
順
で
期
限
内
に
整
備
し

ま
す
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今

後
の
計
画
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い

て
答
弁
願
い
ま
す
。

　

又
、
教
育
福
祉
委
員
会
で
の
柿

岡
中
学
校
の
説
明
の
中
、
有
明
中

学
校
と
の
統
合
が
ス
ム
ー
ズ
に
進

む
の
で
あ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
に

説
明
・
了
解
が
出
れ
ば
、
二
十
一

年
に
着
手
も
可
能
と
言
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。柿
岡
中
学
校
の
現
状
は
、

ご
承
知
の
と
お
り
非
常
に
老
朽
化

が
激
し
く
、
一
日
で
も
早
い
改
築

を
地
元
の
皆
様
願
っ
て
い
ま
す
。

早
く
着
手
が
出
来
る
と
な
れ
ば
、

理
解
・
協
力
も
し
て
頂
け
る
と
思

う
の
で
す
が
答
弁
願
い
ま
す
。

　

又
、
統
廃
合
と
な
れ
ば
学
区
の

見
直
し
・
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
活
用

も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
計
画

は
？　

合
併
特
例
債
活
用
事
業

は
、
期
限
が
十
年
と
決
め
れ
ら
て

お
り
、
担
当
課
に
お
い
て
も
市
長

の
判
断
を
首
を
長
く
し
て
待
っ
て

い
ま
す
。
早
急
な
る
判
断
を
市
長

に
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

教
育
次
長　

ま
ず
東
小
学
校
、
柿

岡
中
学
校
の
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
等
で
す
が
、
東
小
学
校
は
平
成

二
十
年
度
に
実
施
計
画
を
策
定

し
、
二
十
三
年
度
ま
で
に
改
築
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
柿
岡
中
学
校

は
、
合
併
特
例
債
の
期
限
内
に
改

築
を
終
了
す
る
予
定
で
す
が
、
柿

岡
中
の
整
備
を
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
よ

り
早
く
整
備
す
る
こ
と
は
可
能
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
可
能
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
な
お
、
学
校

施
設
整
備
計
画
検
討
委
員
会
が
述

べ
て
い
る
北
小
学
校
の
耐
震
工
事

に
つ
い
て
は
、
合
併
特
例
債
事
業

の
対
象
と
な
る
た
め
の
条
件
も
あ

り
ま
す
の
で
、
良
好
な
教
育
環
境

を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
や
関
係

部
署
と
の
協
議
、
調
整
が
必
要
と

考
え
て
い
ま
す
。

教
育
長　

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
利
用

の
件
で
す
が
、
統
廃
合
に
伴
う
小

中
学
校
へ
の
通
学
手
段
に
つ
い
て

は
、
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
の
観

点
か
ら
、学
区
の
実
態
を
踏
ま
え
、

ス
ク
ー
ル
バ
ス
導
入
の
検
討
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

次
に
統
廃
合
に
関
す
る
学
区
の

見
直
し
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
地

域
、
学
校
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を

得
な
が
ら
、
市
全
体
の
流
れ
、
状

況
を
考
え
な
が
ら
検
討
し
て
行
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

市
長　

小
中
学
校
の
施
設
整
備
は

基
本
的
に
学
校
施
設
整
備
計
画
検

討
委
員
会
の
報
告
書
を
尊
重
し
て

進
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
が
、

具
体
的
に
取
り
組
む
に
当
た
っ
て

は
、
財
源
的
な
裏
づ
け
も
含
め
て

早
急
に
課
題
を
整
理
し
、
取
り
組

ん
で
い
く
方
針
で
す
。

小中学校の整備・統廃合や
それに伴う学区等の見直しは
　　　　　　どうなっているのか

嶋
し ま

　田
だ

　佐
さ と こ

登子

▲ 有明中学校

▲ 柿岡中学校
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現
在
、
危
機
的
な
未
曾
有
の

財
政
難
の
時
代
に
あ
っ
て
、
一
時

の
停
滞
も
許
さ
れ
な
い
喫
緊
の
最

重
要
課
題
で
あ
る
財
務
行
政
に
つ

い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
平
成
十
七
年
六
月
に
成

立
し
た
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の

健
全
化
に
関
す
る
法
律
、
い
わ
ゆ

る
財
政
健
全
化
法
に
つ
い
て
、
本

市
の
受
け
と
め
と
今
後
の
対
応
は

ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
し

ょ
う
か
。

　

ま
た
近
年
、
公
会
計
制
度
の
改

善
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
企
業
会

計
の
原
則
を
踏
ま
え
つ
つ
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
等
の
財
務
諸
表
の
導

入
・
開
示
を
積
極
的
に
行
う
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

は
国
か
ら
も
改
善
の
要
請
が
な
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

と
も
か
く
重
要
な
こ
と
は
、
こ

れ
ら
の
財
政
状
況
の
公
開
は
、
行

政
が
す
べ
て
の
住
民
に
対
し
て
、

我
が
ま
ち
の
財
政
状
況
を
十
分
に

説
明
を
尽
く
し
て
い
く
責
任
と
義

務
が
あ
る
わ
け
で
す
。
夕
張
市
の

現
状
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

市
民
の
だ
れ
も
知
ら
な
い
う
ち
に

財
政
が
破
綻
さ
せ
ら
れ
、
結
果
と

し
て
重
い
つ
け
は
市
民
に
払
わ
さ

れ
た
わ
け
で
す
の
で
、
そ
の
よ
う

な
意
味
か
ら
も
公
開
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

　

次
に
、
石
岡
市
補
助
金
等
検
討

委
員
会
で
の
協
議
内
容
に
つ
い
て

お
伺
い
し
ま
す
。
今
回
初
め
て
補

助
金
の
調
査
・
検
討
を
行
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
一
定
以
上
の
評
価

を
い
た
し
ま
す
が
、
検
討
委
員
会

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
問
者
本
人
）

企
画
部
長　

財
政
健
全
化
法
や
施

行
令
、
施
行
規
則
な
ど
に
よ
り
、

地
方
公
共
団
体
の
長
は
毎
年
度
、

前
年
度
の
決
算
の
提
出
を
受
け
た

後
、
速
や
か
に
四
つ
の
健
全
化
判

断
比
率
と
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
監
査

委
員
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
意
見

を
つ
け
て
健
全
化
比
率
を
議
会
に

報
告
し
、
か
つ
公
表
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
法
律
は
平
成
二
十

一
年
四
月
に
施
行
さ
れ
ま
す
が
、

健
全
化
判
断
比
率
は
十
九
年
度
の

決
算
か
ら
、
算
定
基
礎
資
料
に
つ

い
て
の
監
査
委
員
の
審
査
を
付

し
、
そ
の
意
見
を
つ
け
て
議
会
に

報
告
し
、
公
表
す
る
義
務
が
生
じ

ま
す
。し
た
が
っ
て
こ
の
比
率
は
、

平
成
二
十
年
八
月
後
半
に
は
議
会

へ
報
告
す
る
予
定
で
す
。

　

次
に
公
会
計
の
改
善
に
つ
い
て

で
す
が
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
公
会
計
の
整
備
は
、
行
政
改
革

の
重
要
方
針
や
行
財
政
改
革
推
進

法
、
さ
ら
に
は
平
成
十
八
年
八
月

の
総
務
事
務
次
官
通
知
な
ど
で
推

進
を
要
請
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
通
知
で
は
、
三
年
後
ま
で
に
貸

借
対
照
表
、行
政
コ
ス
ト
計
算
書
、

資
金
収
支
計
算
書
、
純
資
産
変
動

計
算
書
の
四
表
の
整
備
、
ま
た
は

四
表
の
作
成
に
必
要
な
情
報
の
開

示
に
取
組
む
よ
う
求
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
資
産
、
債
務
管
理
に

お
い
て
財
務
書
類
の
作
成
、
活
用

等
を
通
じ
、
そ
の
情
報
開
示
と
適

正
な
管
理
を
一
層
進
め
る
と
と
も

に
、
資
産
、
債
務
改
革
の
方
向
性

と
具
体
的
な
施
策
を
三
年
以
内
に

策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
財
務
書
類
の
作
成
は
、
新

地
方
公
会
計
制
度
研
究
会
報
告
書

な
ど
を
活
用
し
て
取
組
む
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
当
市
は
、
期

限
の
平
成
二
十
一
年
に
先
ん
じ
、

早
目
の
取
組
み
を
行
っ
て
公
表
し

て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

次
に
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す

る
考
え
方
で
す
が
、
地
方
分
権
の

進
展
に
伴
い
、
行
財
政
運
営
に
つ

い
て
市
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た

す
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
市
民
等
の
理
解
と

協
力
を
得
な
が
ら
財
政
の
健
全
化

を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自

ら
の
財
政
状
況
を
よ
り
積
極
的
に

開
示
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
当
市
も

自
治
法
に
基
づ
く
決
算
や
財
政
状

況
の
公
表
な
ど
の
情
報
開
示
に
努

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
は
普
通
会
計
だ
け
で
な
く
、

企
業
会
計
、特
別
会
計
も
含
め
た
、

総
合
的
な
財
政
情
報
に
つ
い
て
開

示
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

地
方
財
政
制
度
は
、
実
態
面
、

制
度
面
の
双
方
で
大
き
な
転
換
期

に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
変
化
は
、
い
ず
れ
も
地

方
自
治
体
に
対
し
て
従
来
以
上
に

自
律
的
で
責
任
あ
る
財
政
運
営
を

求
め
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
地
方

財
政
制
度
は
複
雑
で
分
か
り
に
く

く
、
ま
た
諸
制
度
の
内
容
も
地
方

分
権
の
進
展
に
応
じ
て
大
き
く
転

換
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
よ
り
客
観
的
で
分
か

り
や
す
い
指
標
を
活
用
し
た
財
政

状
況
、
地
方
財
政
の
仕
組
み
、
今

後
の
方
向
性
等
を
市
民
に
公
開
し

て
い
く
必
要
が
高
ま
っ
て
い
る
と

認
識
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
補
助
金
等
検
討
委
員
会

の
協
議
内
容
で
す
が
、委
員
会
は
、

各
補
助
金
等
の
考
え
方
、
成
果
、

効
果
等
の
調
査
を
行
っ
た
上
、
委

員
間
で
協
議
し
、
一
定
の
方
向
性

を
示
し
ま
し
た
。
検
討
に
際
し
て

は
、
公
益
性
、
有
効
性
、
妥
当
性

の
三
つ
の
視
点
に
基
づ
き
、公
平
、

公
正
に
審
査
す
る
こ
と
を
基
本
的

と
し
ま
し
た
が
、
検
討
結
果
と
し

て
は
、
百
二
十
七
件
の
補
助
金
等

の
う
ち
、
継
続
が
八
十
一
件
、
減

額
・
上
限
設
定
が
二
十
二
件
、
終

期
設
定
が
四
件
、
そ
の
他
の
改
善

が
十
五
件
、
廃
止
が
五
件
と
な
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

市
民
へ
の
説
明
責
任
を
負
う
行
政
は

積
極
的
に
財
政
状
況
の

　
　

公
開
を
行
う
べ
き
だ

池
い け

　田
だ

　正
ま さ

　文
ふ み
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問　

私
、
二
〇
〇
六
年
六
月
の
定
例
議
会

に
お
い
て
も
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。
そ
の
時
に
は
担
当
部
長
よ
り
、「
石

岡
市
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
な
サ
ー
ビ
ス
が

で
き
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

ま
だ
時
期
尚
早
」
と
の
事
で
し
た
。
こ
の

度
石
岡
市
で
は
、
住
基
カ
ー
ド
の
利
用
を

自
動
交
付
機
に
よ
り
住
民
票
と
印
鑑
証
明

書
の
発
行
を
さ
せ
る
事
に
つ
い
て
、
な
ぜ

市
は
四
十
二
項
目
中
の
内
ニ
項
目
だ
け
な

の
か
、
も
っ
と
付
加
価
値
を
高
め
利
用
者

を
増
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

　

今
後
住
基
カ
ー
ド
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を

何
時
の
時
点
で
、
ど
の
位
の
サ
ー
ビ
ス
を
、

ど
う
い
う
形
で
進
め
て
い
く
つ
も
り
な
の

か
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
お
示
し
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
（
要
約
＝
質
疑
者
本
人
）

企
画
部
長　

住
基
カ
ー
ド
は
、
公
的
な
個

人
認
証
利
用
領
域
に
電
子
証
明
書
と
秘
密

鍵
を
格
納
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ

を
利
用
し
て
、
県
は
市
町
村
と
の
共
同
に

よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
の
各

種
申
請
、
届
け
出
が
出
来
る
茨
城
電
子
申

請
届
出
シ
ス
テ
ム
を
整
備
・
運
営
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
当
市
で
は
、
市
町
村
が
取

扱
い
可
能
な
五
十
九
項
目
中
四
十
二
項
目

の
利
用
が
行
え
、
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
は
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
公
的
個
人
認
証
利

用
領
域
を
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

総
務
部
長　

今
回
の
条
例
の
制
定
に
伴
い
、

住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
国
税
の
電
子
申

告
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
市
に
電

子
証
明
書
を
申
請
し
て
資
格
取
得
す
れ
ば
、

税
務
署
に
申
告
が
で
き
、
ま
た
平
成
十
九

年
ま
た
は
二
十
年
の
い
ず
れ
か
一
回
、
所

得
税
額
か
ら
五
千
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
十
二
月
十
五
日

号
の
市
報
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

副
市
長　

今
後
、
関
係
部
局
で
検
討
し
、

住
基
カ
ー
ド
の
普
及
を
図
っ
て
い
く
考
え

で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
住
基
カ

ー
ド
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
も
の
を
拡
大

す
る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　
（
一
）
商
工
費
「
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
運
営
経
費
」
の
内
、
旧
朝
日
小
の
改

修
費
用
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

改
修
工
事
を
実
施
す
る
の
か
、
ま
た
二
十

年
度
以
降
の
計
画
に
つ
い
て
も
伺
い
ま
す
。

　
（
二
）
旧
朝
日
小
の
跡
地
の
利
活
用
に

つ
い
て
は
、
昨
年
の
企
画
委
員
会
で
検
討

委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
そ
こ
で
検
討
す
る

と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
検
討
結
果
は
公
表

さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
提
示
さ
れ
た
二

月
八
日
付
の
検
討
結
果
に
は
、
地
域
の
活

性
化
、
跡
地
（
施
設
を
含
む
）
の
維
持
管

理
そ
し
て
体
育
館
の
活
用
等
に
つ
い
て
は

明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
施
設
利
用
の

行
事
等
の
羅
列
に
終
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
に
お
い
て
、
な
し
く
ず
し
的
に

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
計
画
、
ま
た
「
ト

カ
イ
ナ
カ･

い
し
お
か
」
が
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
（
三
）
同
じ
企
画
委
員
会
に
お
い
て
、

検
討
委
員
会
で
は
地
元
の
意
見
を
十
分
に

聞
い
て
結
果
を
出
し
た
い
と
言
っ
て
お
り

ま
す
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
地
元

の
意
見
を
聴
取
し
た
の
か
を
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
疑
者
本
人
）

経
済
部
長　

十
九
年
度
の
旧
朝
日
小
改
修

は
、
校
舎
裏
西
側
の
ト
イ
レ
改
修
を
行
う

予
定
で
す
。
二
十
年
度
は
現
況
を
残
す
形

で
の
外
壁
改
修
、
建
具
の
改
修
と
塗
装
、

給
排
水
設
備
の
改
修
、
空
調
設
備
の
設
置

を
考
え
て
い
ま
す
。

副
市
長　

旧
朝
日
小
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

公
共
施
設
等
活
用
調
査
検
討
委
員
会
と
同

幹
事
会
で
検
討
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
三
つ
の
活
用
案
を
市
長
に
報
告
し

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
経
過
の

中
で
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
る
活
用

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

地
元
の
ご
意
見
を
聞
く
点
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
事
業
内
容
の
検
討
に
お
い
て
地
区

代
表
者
の
意
見
を
い
た
だ
く
形
で
進
め
て

お
り
、
現
在
進
行
中
の
「
ト
カ
イ
ナ
カ
・

い
し
お
か
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
も
、
地
元

区
長
全
員
に
事
業
概
要
を
説
明
し
、
委
員

と
し
て
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
ま
た
、
現
在
予
定
し
て
い
る
朝

日
小
学
校
利
活
用
検
討
委
員
会
に
も
、
同

様
に
参
加
を
願
う
考
え
で
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

付
加
価
値
を
高
め

も
っ
と
利
用
者
を
増
や
す
べ
き

議
案　

石
岡
市
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
利
用
条
例

旧
朝
日
小
の
利
活
用
に
つ
い
て

地
元
の
意
見
を
ど
の
よ
う
に

聴
取
し
た
の
か

議
案　

一
般
会
計
補
正
予
算

議
案
質
疑

関
せ き

　　昭
あきら

川
か わ む ら

村良
りょういち

一
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問　

国
保
あ
る
い
は
介
護
保
険
が
毎
年
の

様
に
変
わ
り
、
追
い
つ
い
て
い
く
の
が
大

変
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
様
な
中
で
、
平
成
二
十
年
四
月
一

日
か
ら
老
齢
年
金
の
給
付
を
受
け
て
い
る

六
十
五
歳
以
上
七
十
四
歳
以
下
の
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
の
方
に
対
し
て
、
国

民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収
と
い
う
方
法

で
徴
収
す
る
と
い
う
の
が
、
今
回
の
条
例

の
制
定
で
す
。
特
別
徴
収
と
い
う
の
は
、

介
護
保
険
同
様
に
年
金
か
ら
、
今
度
は
国

保
税
も
引
か
れ
る
わ
け
で
す
。
月
額
一
万

五
千
円
、
年
額
十
八
万
円
と
い
う
年
金
受

給
者
の
方
か
ら
も
、
今
度
は
、
国
保
税
と

介
護
保
険
料
を
差
し
引
き
ま
す
。
本
当
に

福
祉
は
一
体
ど
こ
に
行
っ
て
い
る
の
か
と

思
う
よ
う
な
内
容
で
す
が
、
詳
細
に
つ
い

て
答
弁
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
現
場
の
事
務
量
も
、
相
当
増
加

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
対
応
に
つ

い
て
は
、
ど
の
様
に
考
え
て
い
る
の
か
伺

い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
（
要
約
＝
質
疑
者
本
人
）

保
健
福
祉
部
長　

今
回
の
条
例
改
正
は
、

平
成
二
十
年
七
月
か
ら
老
齢
等
年
金
給
付

の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
六
十
五
歳
以
上

の
国
保
被
保
険
者
の
世
帯
主
に
対
し
て
課

す
る
国
保
税
を
原
則
特
別
徴
収
に
よ
る
と

す
る
改
正
で
す
。
二
十
年
四
月
か
ら
の
特

別
徴
収
＝
年
金
か
ら
の
天
引
き
は
、
介
護

保
険
料
と
同
じ
く
老
齢
年
金
等
の
給
付
額

が
年
額
十
八
万
円
以
上
の
方
を
対
象
と
し
、

介
護
保
険
料
と
一
緒
に
特
別
徴
収
を
す
る

も
の
で
す
。
具
体
的
対
象
と
な
る
方
は
、

介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
の
方
法
で
徴
収

さ
れ
て
い
る
方
の
う
ち
、
世
帯
主
の
国
保

被
保
険
者
全
員
が
六
十
五
歳
以
上
七
十
五

歳
未
満
の
世
帯
の
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯

主
で
、
老
齢
年
金
等
の
給
付
額
が
年
額

十
八
万
円
以
上
で
、
か
つ
介
護
保
険
料
と

国
保
税
の
合
算
額
が
年
金
受
給
額
の
二
分

の
一
以
内
の
方
が
対
象
で
す
。
そ
れ
以
外

の
方
は
、
現
行
ど
お
り
金
融
機
関
等
で
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

特
別
徴
収
は
、
年
金
受
給
者
の
方
々
の
利

便
性
向
上
と
、
徴
収
事
務
の
効
率
化
等
を

図
る
目
的
で
改
正
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

効
率
化
の
中
で
も
事
務
量
が
増
加
し
て
い

ま
す
の
で
、
人
員
配
置
を
担
当
部
局
に
お

願
い
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　請願・陳情※は、市役所開庁日の午前８時30
分～午後５時30分の間でしたら、いつでもご
提出が可能です。
　ただし、受付後直近の定例会で審査できる
のは、定例会開会のおよそ２週間前に開催す
る議会運営委員会の日の前日午後５時30分ま
でに提出された分となります（第1回定例会に
先立つ議会運営委員会は、２月13日に終了し
ました）。
　ただし、上記の議会運営委員会の日から、
第１回定例会中の議会運営委員会の日（３月
18日）の前日までにご提出いただいた請願・陳
情については、第１回定例会最終日（３月19
日）に本会議で議題とした上、所管の常任委
員会等へ審査を付託します。常任委員会等は、
６月開会予定の第２回定例会までの間に会議
を開いて審査を行い、一定の結論（採択・不採
択・継続審査）を出すことになりますので、次

の第２回定例会を待ってご提出いただくより
は、やや早く委員会の結論が出る可能性があ
ります（結論が議会で確定するのは、第２回
定例会になります）。

ご提出先
　ご提出は、石岡市議会事務局（市役所本庁
舎３階）までお願いいたします。請願の場合
は郵送でのご提出も可能ですが、陳情を郵送
でご提出いただくと、原則として委員会での
審査は行わずに「全議員に配付するのみ」とい
う取扱いとなりますのでご注意ください（事
情によってご来庁になれない場合は、議会事
務局（23-1111内線310）にご相談ください）。

※請願とは当市議会議員の紹介があるもの、陳情はそれ
がないものを言います。当市議会では、議会事務局へご
持参いただいた陳情は、原則として請願と同様に審査を
実施しています。

請願･陳情の提出をお考えの方で、より早い結果をお求めの方は
3月17日㈪ 午後5時30時までにご提出ください。

国
保
税
の
年
金
か
ら
の

天
引
き
、
福
祉
は
い
っ
た
い

ど
こ
へ
行
く
の
か

議
案　

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

議
案
質
疑
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以
前
か
ら
継
続
し
て
審
査
を

　

行
っ
て
き
た
請
願
・
陳
情

　

公
益
通
報
窓
口
を
外
部
に

　

設
け
談
合
裏
金
等
監
視
の

　

強
化
を
求
め
る
陳
情

【
付
託
】
平
成
十
九
年

　
　
　
　
　
　
　

第
二
回
定
例
会

【
要
旨
】
本
紙
第
十
号
に
掲
載

【
総
務
企
画
委
員
長
報
告
の
要
旨
】

　

当
委
員
会
は
審
査
に
当
り
、
ま

ず
本
陳
情
の
基
礎
で
あ
る
公
益
通

報
者
保
護
法
に
つ
き
、
そ
の
制
定

に
至
る
経
過
、
対
象
、
効
果
を
明

ら
か
に
し
た
。

　

そ
の
後
、
現
在
ま
で
に
公
益
通

報
窓
口
を
外
部
に
設
置
し
て
い
る

省
庁
・
自
治
体
に
つ
い
て
市
当
局

に
説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
国
の

機
関
で
は
内
閣
官
房
、
内
閣
府
、

金
融
庁
、
総
務
省
の
四
府
省
庁
、

都
道
府
県
で
は
千
葉
県
、
神
奈
川

県
、静
岡
県
、長
野
県
、京
都
府
、

大
阪
府
、
徳
島
県
の
七
府
県
、
市

町
村
で
は
四
十
七
市
区
町
に
外
部

窓
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
の
こ

と
だ
っ
た
が
、
県
内
市
町
村
で
は

例
が
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま

た
、
県
内
に
お
け
る
規
則
、
要
綱

等
の
制
定
状
況
に
つ
い
て
は
、
内

部
通
報
の
規
則
を
定
め
て
い
る
の

が
七
市
、
外
部
通
報
が
五
市
、
内

部
・
外
部
を
共
通
で
定
め
て
い
る

の
が
二
市
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

審
査
に
お
い
て
委
員
か
ら
は
、

「
現
在
外
部
に
窓
口
を
設
け
て
い

る
自
治
体
等
は
、
談
合
や
裏
金
等

の
問
題
が
生
じ
た
後
に
窓
口
を
設

置
し
た
も
の
な
の
か
」
と
い
う
質

疑
、
ま
た
は
「
公
益
通
報
者
保
護

法
の
趣
旨
は
大
い
に
理
解
で
き
る

が
、
当
市
に
こ
の
よ
う
な
窓
口
を

設
置
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
を

考
え
た
場
合
、
ま
だ
解
決
す
べ
き

問
題
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
る
一

方
、「
当
市
で
も
か
つ
て
地
籍
業

務
に
お
け
る
境
界
杭
の
販
売
代
金

の
問
題
が
発
生
し
、
市
議
会
は
地

方
自
治
法
第
一
〇
〇
条
に
基
づ
く

調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
件
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
に
も
、
本
陳
情
の
趣
旨

そ
の
も
の
は
採
択
す
べ
き
で
は
な

い
か
」
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
質
疑
の
後
、
討

論
に
お
い
て
は
一
人
の
委
員
が

「
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
事
件
等

が
起
き
て
い
る
な
か
で
、
本
陳
情

を
不
採
択
に
す
る
と
い
う
理
由
は

見
出
せ
ず
、
反
対
す
る
理
由
も
な

い
こ
と
か
ら
、
採
択
す
べ
き
で
あ

る
」と
い
う
旨
の
発
言
を
行
っ
た
。

　

そ
の
後
、
陳
情
趣
旨
に
賛
成
す

る
委
員
の
起
立
を
求
め
て
採
決
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
起
立
し
た
委
員

は
少
数
で
あ
っ
た
。

【
審
査
結
果
】
不
採
択

　

教
育
予
算
の
拡
充
を
求
め

　

る
請
願

　
　
　

紹
介
議
員　

岡
野
孝
男

【
付
託
】
平
成
十
九
年

　
　
　
　
　
　
　

第
三
回
定
例
会

【
要
旨
】
本
紙
第
十
一
号
に
掲
載

【
審
査
結
果
】
採 

択
（
当
市
議
会

の
慣
例
に
よ
り
、
議
会
運
営
委
員

長
に
よ
る
審
査
経
過
の
報
告
は
省

略
し
て
い
る
た
め
、
結
果
の
み
掲

載
）

　
「
地
域
の
県
立
高
校
の
存

　

続
と
、
三
十
人
以
下
学
級

　

実
現
で
ゆ
き
と
ど
い
た
教

　

育
を
求
め
る
意
見
書
提
出
」

　

に
関
す
る
陳
情

【
付
託
】
平
成
十
九
年

　
　
　
　
　
　
　

第
三
回
定
例
会

【
要
旨
】
本
紙
第
十
一
号
に
掲
載

【
経
過
】
現
在
、
議
会
運
営
委
員

会
で
継
続
審
査
中

　

公
民
館
類
似
施
設
等
補
修

　

に
対
す
る
補
助
費
の
交
付

　

に
関
す
る
陳
情

【
付
託
】
平
成
十
九
年

　
　
　
　
　
　
　

第
三
回
定
例
会

【
要
旨
】
本
紙
第
十
一
号
に
掲
載

【
教
育
福
祉
委
員
長
報
告
の
要
旨
】

　

本
陳
情
に
対
し
、
当
委
員
会
は

ま
ず
第
三
回
定
例
会
中
の
九
月
十

日
に
審
査
を
行
な
っ
た
。

　

は
じ
め
に
、
地
区
が
管
理
す
る

公
民
館
類
似
施
設
等
の
補
修
に
関

す
る
補
助
の
現
状
に
つ
い
て
市
当

局
に
説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、「
す

で
に
『
石
岡
市
公
民
館
類
似
施
設

（
各
請
願
・
陳
情
の
要
旨
は
、
お
手
数
で

す
が
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス

は
最
終
㌻
下
段
（
枠
外
）
参
照
）
の
本
紙

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　第４回定例会では、皆さまからご提出いただいた次のよう
な請願・陳情を審査しました。
　なお、「審査結果」に示す各語の意味は、次のとおりです。

採　　決…請願・陳情に示された願意が妥当で、かつ、
　　　　　 実現の可能性も見込める等と判断したもの。
不 採 択…上記以外のもの
継続審査…引き続き次期定例会まで審査するもの。

請願＆
　陳情

請
願
書
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建
設
費
補
助
金
交
付
要
綱
』
に
基

づ
き
、
地
区
か
ら
申
請
の
あ
っ
た

件
に
対
し
補
助
を
実
施
し
て
い

る
」と
の
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
要
綱
に
は
遊
具
へ
の
補
助
規

定
は
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
続

い
て
委
員
か
ら
は
、「
現
在
地
区

で
管
理
し
て
い
る
遊
具
に
修
繕
の

必
要
が
生
じ
た
場
合
、
市
の
ど
の

部
署
が
対
応
す
る
の
か
」
と
の
質

疑
が
な
さ
れ
、
別
の
委
員
か
ら
は

「
現
在
各
地
区
に
設
置
さ
れ
て
い

る
遊
具
の
補
修
等
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
調
査
す
べ
き
で
は
な
い
か
」

と
の
意
見
が
出
さ
れ
る
な
ど
し
た

た
め
、
当
委
員
会
は
本
陳
情
を
第

四
回
定
例
会
ま
で
継
続
し
て
審
査

す
る
こ
と
と
し
た
。

　

当
委
員
会
は
、
十
月
三
十
一
日

に
再
度
委
員
会
を
開
催
し
、
引
き

続
き
審
査
を
行
な
っ
た
。

　

こ
の
日
の
審
査
に
先
だ
っ
て
事

前
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
各
地
区

で
管
理
し
て
い
る
遊
具
は
、
財
団

法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
な
ど
の

補
助
団
体
に
申
請
し
て
設
置
し
た

も
の
や
、
合
併
前
の
社
会
福
祉
協

議
会
の
補
助
制
度
を
利
用
し
た
も

の
等
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
遊
具
の

設
置
は
あ
く
ま
で
地
区
が
自
発

的
、
主
体
的
に
行
っ
て
き
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
、
審
査
に
お
い
て
は
、
は

じ
め
に
現
在
の
社
会
福
祉
協
議
会

で
行
っ
て
い
る
助
成
事
業
に
つ
い

て
説
明
を
求
め
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
現
在
、
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
「
子
ど
も
の
遊
び
場
遊
具
整
備

事
業
助
成
金
交
付
要
項
」を
設
け
、

市
内
の
各
地
区
で
管
理
す
る
遊
具

の
新
設
・
補
修
等
に
要
す
る
費
用

の
一
部
に
対
し
、
助
成
金
を
交
付

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

助
成
金
は
、
一
地
区
に
つ
き
、
遊

具
の
新
設
・
補
修
等
に
要
す
る
費

用
の
三
分
の
二（
上
限
十
二
万
円
）

を
交
付
す
る
も
の
で
、
敷
地
の
整

備
、
遊
具
の
撤
去
は
補
助
対
象
に

含
ま
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

　

以
上
の
説
明
に
よ
り
、
本
陳
情

が
求
め
て
い
る
事
項
中
、
公
民
館

類
似
施
設
の
補
修
に
関
す
る
部
分

に
つ
い
て
は
、教
育
委
員
会
の「
公

民
館
類
似
施
設
建
設
費
補
助
金
交

付
要
綱
」
に
基
づ
き
す
で
に
補
助

が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
遊
具

の
修
繕
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て

も
社
会
福
祉
協
議
会
の
「
子
ど
も

の
遊
び
場
遊
具
整
備
事
業
助
成
金

交
付
要
項
」
に
基
づ
い
て
補
助
を

受
け
る
こ
と
が
可
能
な
状
況
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

当
委
員
会
は
以
上
の
よ
う
な
審

査
を
踏
ま
え
て
採
決
を
行
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
本
陳
情
に
つ
い

て
は
、
陳
情
者
が
求
め
る
補
助
制

度
は
す
で
に
実
施
さ
れ
、
願
意
も

達
成
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、全
会
一
致
を
以
て「
採

択
す
べ
き
も
の
」
と
決
し
た
。

　

な
お
、
今
回
の
審
査
を
通
し
て

当
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
補
助
制

度
が
今
後
公
平
か
つ
有
効
に
活
用

さ
れ
て
い
く
た
め
に
も
、
市
民
、

あ
る
い
は
各
地
区
に
対
し
、
広
く

周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
、
と
の
認
識
を
持
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

【
審
査
結
果
】
採 
択

　

道
路
改
良
に
つ
い
て
の
陳
情

　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓦
谷
地
区
）

【
付
託
】
平
成
十
九
年

　
　
　
　
　
　
　

第
三
回
定
例
会

【
要
旨
】
本
紙
第
十
一
号
に
掲
載

【
経
過
】
現
在
、
都
市
建
設
委
員

会
で
継
続
審
査
中

　

第
四
回
定
例
会
（
昨
年
十
二
月
）
で

　

議
題
と
し
、
委
員
会
へ
審
査

　

を
付
託
し
た
請
願
・
陳
情

　

高
齢
者
に
負
担
増
と
差
別

　

医
療
を
強
い
る
二
〇
〇
八

　

年
四
月
実
施
の
後
期
高
齢

　

者
医
療
制
度
の
中
止
・
撤

　

回
を
求
め
る
請
願

　
　

紹
介
議
員　

小
松
美
代
子

【
要
旨
】
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
格

差
と
貧
困
が
広
が
る
中
、
将
来
に

不
安
を
持
っ
て
い
る
方
々
が
増
え

て
い
る
。
と
り
わ
け
高
齢
者
は
税

制
や
医
療
介
護
な
ど
社
会
保
障
制

度
の
度
重
な
る
改
悪
に
よ
っ
て
怒

り
心
頭
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、「
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
」
が
二
〇
〇
八
年
四
月

か
ら
実
施
さ
れ
る
。
七
十
五
歳
以

上
の
高
齢
者
全
員
か
ら
年
間
保
険

料
全
国
平
均
七
万
五
千
円
が
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
、
介
護
保
険
料

と
合
わ
せ
る
と
月
一
万
円
の
負
担

に
な
る
。
払
え
な
い
人
は
保
険
証

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
た
だ
で
さ
え

病
気
が
ち
な
高
齢
者
は
病
院
に
も

行
け
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま

う
。

　

私
た
ち
は
、
高
齢
者
が
い
つ
で

も
、
ど
こ
で
も
、
安
心
し
て
医
療

が
受
け
ら
れ
る
制
度
に
な
る
よ
う

願
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
地
方
自

治
法
第
九
十
九
条
に
基
づ
き
、
下

記
事
項
に
つ
い
て
政
府
に
対
し
て

「
意
見
書
」
を
提
出
さ
れ
る
よ
う

請
願
す
る
。

　
［
請
願
事
項
］

１　

新
た
な
後
期
高
齢
者
医
療
制

　

度
は
、中
止
・
撤
回
す
る
こ
と
。

２　

七
十
～
七
十
四
歳
の
窓
口
負

　

担
の
二
割
へ
の
引
き
上
げ
（
一

　

割
か
ら
二
割
）
を
中
止
す
る
こ

　

と
。

３　

前
期
高
齢
者
（
六
十
五
歳
か

　

ら
七
十
四
歳
）
の
国
保
料
の
年

　

金
天
引
き
を
中
止
す
る
こ
と
。

４　

医
療
に
使
う
国
の
予
算
を
増

　

や
し
て
、
高
齢
者
・
国
民
が
安

　

心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ

　

う
に
す
る
こ
と
。

【
審
査
結
果
】
採 

択
（
当
市
議
会

の
慣
例
に
よ
り
、
議
会
運
営
委
員

長
に
よ
る
審
査
経
過
の
報
告
は
省

略
し
て
い
る
た
め
、
結
果
の
み
掲

載
）
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産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
建

　

設
反
対
に
関
す
る
陳
情

【
要
旨
】
根
小
屋
地
区
住
民
は
、

民
間
会
社
が
平
成
十
七
年
度
に
廃

棄
物
処
理
施
設
を
計
画
し
た
際
、

こ
れ
に
反
対
の
意
思
を
表
明
し
、

当
時
の
八
郷
町
長
及
び
茨
城
県
生

活
環
境
部
長
に
建
設
反
対
の
陳
情

書
を
提
出
し
て
「
住
民
の
同
意
が

得
ら
れ
な
け
れ
ば
許
可
し
な
い
」

旨
の
回
答
を
得
た
。
し
か
し
今
年

度
、
こ
の
建
設
計
画
が
再
浮
上
し

て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
根
小
屋
区
住

民
は
、
先
祖
代
々
受
け
継
い
で
き

た
農
村
特
有
の
す
ば
ら
し
い
自
然

環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
何
も
の

を
も
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
ま
た
、
子
孫
に
誇
れ
る
故

郷
を
残
す
た
め
に
も
絶
対
に
容
認

出
来
な
い
。
建
設
計
画
に
は
、
大

気
汚
染
、
水
質
汚
染
、
さ
ら
に
は

廃
棄
物
運
搬
車
両
に
よ
る
交
通
事

情
の
悪
化
な
ど
、
不
安
材
料
ば
か

り
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
に
は
絶
対
反
対
す

る
強
い
意
志
を
、
全
住
民
、
そ
し

て
林
地
区
等
関
係
者
一
同
の
署
名

簿
を
添
え
て
陳
情
す
る
。

【
市
民
経
済
委
員
長
報
告
の
要
旨
】

　

当
委
員
会
は
ま
ず
、
か
つ
て
旧

八
郷
町
議
会
に
同
趣
旨
の
陳
情
が

提
出
さ
れ
た
際
の
審
査
経
過
、
及

び
そ
の
後
の
計
画
申
請
状
況
等
の

説
明
を
受
け
た
。

　

執
行
部
の
説
明
に
よ
る
と
、
旧

八
郷
町
時
代
に
某
業
者
が
根
小
屋

地
区
に
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設

計
画
を
立
て
た
際
、
地
元
住
民
は

強
い
反
対
の
意
思
を
表
明
し
、
旧

八
郷
町
長
、
旧
八
郷
町
議
会
、
茨

城
県
生
活
環
境
部
長
な
ど
に
陳
情

を
提
出
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
際
、
県
か
ら
は
「
地
元
住
民

の
同
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
許
可

し
な
い
」
旨
の
回
答
が
な
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
は
、「
最
近
、
八
郷

地
区
の
風
光
明
媚
な
場
所
が
騒
が

し
く
な
っ
て
い
る
状
況
の
中
、
こ

の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
る
こ
と
は

極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。
八
郷
地
区

の
自
然
は
観
光
資
源
と
な
り
得
る

可
能
性
が
高
く
、
地
元
住
民
の
気

持
ち
を
く
む
上
で
も
陳
情
を
採
択

す
べ
き
で
あ
る
」、「
担
当
所
管
部

は
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
高
く
し
、
こ

の
よ
う
な
問
題
を
事
前
に
キ
ャ
ッ

チ
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
特
に

産
業
廃
棄
物
の
問
題
は
複
雑
な
の

で
、
今
後
は
十
二
分
な
対
応
を
求

め
る
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、

そ
の
後
の
採
決
の
結
果
、
本
陳
情

に
つ
い
て
は
全
会
一
致
で
「
採
択

す
べ
き
も
の
」
と
決
し
た
。

【
審
査
結
果
】
採 

択
（
市
長
に
送

付
し
、
処
理
の
経
過
と
結
果
の
報

告
を
求
め
る
）

　

ス
ポ
ー
ツ
広
場
グ
ラ
ウ
ン
ド

　

改
修
に
関
す
る
陳
情

【
要
旨
】
私
た
ち
は
、
少
年
野
球

を
通
し
て
青
少
年
の
健
全
育
成
及

び
体
躯
を
向
上
す
べ
く
、
日
々
、

ス
ポ
ー
ツ
広
場
に
お
い
て
練
習
や

試
合
等
に
精
進
を
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
は
現

在
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
凹
凸
が
目
立

ち
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
バ
ウ
ン
ド
の

多
い
使
用
し
づ
ら
い
グ
ラ
ウ
ン
ド

状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
環
境
に
お
い
て
は
、
練
習
中
に

子
供
達
が
足
を
く
じ
い
た
り
、
怪

我
を
す
る
な
ど
の
恐
れ
が
あ
る
。

特
に
、
雨
の
降
っ
た
後
は
水
溜
り

が
随
所
に
残
り
、
練
習
前
の
私
た

ち
の
整
備
で
は
回
復
が
困
難
な
た

め
、
当
日
は
使
用
が
不
可
能
に
な

る
状
況
で
あ
る
。
市
内
の
他
の
グ

ラ
ウ
ン
ド
は
回
復
が
早
く
、
ス
ポ

ー
ツ
広
場
は
他
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
と

比
較
し
て
非
常
に
劣
悪
な
状
況
で

あ
る
。

　

ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
は
、
私

た
ち
少
年
野
球
の
み
な
ら
ず
、
社

会
人
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
「
並

木
ク
ラ
ブ
」
や
高
齢
者
ゲ
ー
ト
ボ

ー
ル
場
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
お

り
、
石
岡
市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
の
交

流
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

ス
ポ
ー
ツ
広
場
は
市
民
、
そ
し

て
地
域
に
と
っ
て
大
切
な
施
設
な

の
で
、
現
状
を
把
握
し
た
上
、
グ

ラ
ウ
ン
ド
の
土
の
入
れ
替
え
な
ど

早
急
な
改
修
を
願
い
た
く
、
賛
同

者
の
署
名
を
添
え
て
陳
情
す
る
。

【
教
育
福
祉
委
員
長
報
告
の
要
旨
】

　

今
回
の
審
査
に
あ
た
り
、
当
委

員
会
は
ま
ず
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
状
況

を
確
認
す
る
た
め
、
現
地
調
査
を

実
施
し
た
。
前
日
に
雨
が
降
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
調
査
で
は
水
は
け

の
状
況
も
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
当
然
、
雨
量
や
時
間
経
過
に

よ
っ
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
状
態
は
一

様
で
な
い
こ
と
は
十
分
考
慮
す
べ

き
で
あ
る
が
、調
査
時
の
状
況
は
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
は
水
分
を
含
ん
だ
状

態
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
水
た
ま

り
等
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
、
野
球
で
使
用
す

る
部
分
、
特
に
守
備
位
置
の
部
分

に
大
き
く
削
れ
て
い
る
く
ぼ
み
等

が
認
め
ら
れ
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

が
行
き
届
い
て
い
な
い
状
況
を
確

認
し
た
。

　

そ
の
後
の
審
査
に
お
い
て
、
は

じ
め
に
執
行
部
か
ら
少
年
ス
ポ
ー

ツ
広
場
の
現
状
と
管
理
の
状
況
に

つ
い
て
説
明
を
求
め
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
同
広
場
は
面
積
九
千
四

十
九
平
方
㍍
で
、
昭
和
五
十
五
年

か
ら
使
用
し
て
お
り
、
現
在
、
年

額
四
百
二
十
八
万
四
千
円
で
借
地

▲ 施設計画地の付近
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契
約
を
結
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
利
用
者
は
年
々
増
加
し

て
き
て
お
り
、
主
に
地
域
の
少
年

野
球
チ
ー
ム
や
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、

グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
等
に
使
用
さ
れ

て
い
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
維
持
管
理
に
つ
い

て
は
、
年
九
回
の
草
刈
り
と
年
三

回
の
除
草
剤
散
布
を
行
っ
て
お

り
、
大
き
な
損
傷
等
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
随
時
職
員
が
対
応
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
受
け
て
委
員
か
ら
は

「
今
後
の
借
地
契
約
の
考
え
方
」、

ま
た
は
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
土
を
入

れ
替
え
た
場
合
の
経
費
」
に
つ
い

て
質
疑
が
な
さ
れ
、
市
当
局
か
ら

は
「
概
算
で
五
百
万
円
か
ら
一
千

万
円
程
度
の
経
費
が
か
か
る
の
で

は
な
い
か
」
と
の
見
方
が
示
さ
れ

た
。
委
員
か
ら
は
「
経
費
の
妥
当

性
も
審
査
で
十
分
考
慮
す
べ
き
」

と
の
意
見
も
出
さ
れ
た
。
ま
た
別

の
委
員
か
ら
は
、
鉄
製
の
レ
ー
キ

（
ト
ン
ボ
）
等
の
整
備
器
具
を
補

充
し
、
利
用
者
が
整
備
う
る
上
で

の
便
宜
を
図
っ
た
り
、
教
育
委
員

会
所
有
の
整
備
機
械
等
で
グ
ラ
ウ

ン
ド
表
層
を
整
地
す
る
こ
と
で
改

善
は
図
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の

意
見
も
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
ス
ポ
ー
ツ
広
場
を
誰
も
が

気
持
ち
よ
く
利
用
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
く
た
め
に
は
、
常
に
グ
ラ

ウ
ン
ド
状
態
を
最
善
に
保
つ
こ
と

が
必
要
な
の
は
自
明
で
あ
り
、
当

委
員
会
と
し
て
は
、
現
時
点
で
の

早
急
な
対
策
と
し
て
、
土
の
入
れ

替
え
を
行
な
う
よ
り
も
、
整
備
器

具
の
充
実
、
担
当
所
管
に
よ
る
整

地
等
で
陳
情
の
願
意
は
達
成
さ
れ

る
も
の
と
の
認
識
を
持
っ
た
。
し

た
が
っ
て
当
委
員
会
は
、
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
う
え
、
全
会
一
致
で

「
採
択
す
べ
き
も
の
」と
決
し
た
。

【
審
査
結
果
】
採 

択
（
教
育
委
員

会
委
員
長
に
送
付
し
、
処
理
の
経

過
と
結
果
の
報
告
を
求
め
る
）

　

「
二
〇
〇
八
年
度
以
降
も

　

Ｂ
Ｓ
Ｅ
全
頭
検
査
を
継
続

　

す
る
こ
と
を
求
め
る
」陳
情

【
要
旨
】
二
〇
〇
一
年
九
月
十
日

の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
（
牛
海
綿
状
脳
症
）
感

染
牛
の
確
認
以
来
、
日
本
政
府
は

Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
の
一
環
と
し
て
、
全

国
の
と
畜
場
で
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
を

支
援
す
る
た
め
二
〇
〇
七
年
度
ま

で
予
算
措
置
を
と
っ
て
き
た
。
日

本
に
お
け
る
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
は
、
ト

レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
、
飼
料
規
制
、

Ｓ
Ｒ
Ｍ
（
特
定
危
険
部
位
）
の
全

頭
か
ら
の
除
去
と
と
も
に
全
頭
の

Ｂ
Ｓ
Ｅ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
を

実
施
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
市

場
に
お
け
る
Ｂ
Ｓ
Ｅ
リ
ス
ク
の
排

除
、
弱
齢
牛
か
ら
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
プ
リ

オ
ン
の
発
見
な
ど
に
つ
な
が
り
、

消
費
者
も
こ
れ
ま
で
国
産
牛
の
安

全
性
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

し
か
し
政
府
は
、
米
国
産
牛
輸

入
の
環
境
づ
く
り
の
た
め
、
二
〇

〇
五
年
八
月
か
ら
、
二
十
か
月
齢

以
下
の
検
査
を
法
的
に
は
不
要
と

す
る
と
し
た
。
ま
た
本
年
九
月
、

厚
生
労
働
省
と
農
林
水
産
省
は
各

自
治
体
に
対
し
、
二
〇
〇
八
年
八

月
以
降
、
若
齢
牛
（
二
十
か
月
以

下
）
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
の
た
め
の
予

算
を
支
給
し
な
い
と
し
、
さ
ら
に

自
主
的
に
Ｂ
Ｓ
Ｅ
全
頭
検
査
を
継

続
し
た
い
と
い
う
自
治
体
に
対
し

て
も
、
そ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
と
圧
力
を
か
け
る
が
ご
と
き
通

達
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　

と
畜
場
を
管
理
す
る
全
国
の
自

治
体
は
二
〇
〇
五
年
八
月
以
降
も

全
頭
検
査
を
続
け
、
二
〇
〇
八
年

度
も
山
形
、
宮
崎
両
県
、
京
都
府

で
は
継
続
す
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
十
分
に
考
慮

し
、
県
に
対
し
て
引
き
続
き
全
頭

検
査
体
制
を
継
続
す
る
よ
う
要
請

す
る
こ
と
を
求
め
る
。

【
審
査
結
果
】
採 

択
（
当
市
議
会

の
慣
例
に
よ
り
、
議
会
運
営
委
員

長
に
よ
る
審
査
経
過
の
報
告
は
省

略
し
て
い
る
た
め
、
結
果
の
み
掲

載
）

　

「
保
険
で
よ
り
良
い
歯
科

　

医
療
」
の
実
現
を
求
め
る

　

陳
情

【
要
旨
】
相
次
ぐ
医
療
費
抑
制
策

で
、
よ
り
良
く
噛
め
る
入
れ
歯
づ

く
り
や
歯
周
病
の
治
療
・
管
理
が

保
険
診
療
で
は
で
き
に
く
く
な
っ

て
お
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
意

見
書
を
国
に
提
出
願
い
た
い
。

［
陳
情
の
理
由
］

　

昨
今
、
歯
や
口
腔
機
能
が
全
身

の
健
康
、
介
護
、
療
養
上
の
改
善

に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

厚
生
労
働
省
の
厚
生
労
働
科
学
研

究
等
で
実
証
さ
れ
、多
く
の
患
者
・

国
民
は
歯
科
医
療
に
お
け
る
患
者

負
担
の
軽
減
と
保
険
給
付
範
囲
の

拡
大
を
切
望
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
現
実
の
歯
科
医
療
は

患
者
・
国
民
の
願
い
に
反
し
て
、

医
療
費
抑
制
政
策
で
、
患
者
負
担

が
増
加
し
歯
科
診
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
相
次
ぐ
歯
科
診
療
報
酬
の

引
き
下
げ
で
、
治
療
内
容
も
大
幅

に
制
限
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
四
月

の
診
療
報
酬
改
定
で
は
入
れ
歯
を

調
子
よ
く
使
え
る
よ
う
に
す
る
調

整
や
、
歯
周
病
の
管
理
（
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
）
な
ど
の
保
険
治
療
に
制

限
が
加
え
ら
れ
た
。

　

厚
労
省
の
調
査
で
は
、
十
五
歳

以
上
七
十
四
歳
未
満
の
六
割
強
～

八
割
近
い
人
に
歯
周
病
の
所
見
が

あ
る
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、「
入

れ
歯
人
口
」は
二
千
二
百
万
人（
国

民
の
六
人
に
一
人
）
と
推
計
さ
れ

て
い
る
。
保
険
で
良
い
歯
科
医
療

の
実
現
は
患
者
・
国
民
と
歯
科
医

療
従
事
者
の
共
通
の
願
い
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
患
者
負
担
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
下
記
事
項
が

実
現
さ
れ
る
よ
う
、
政
府
に
対
し

「
意
見
書
」
を
提
出
す
る
よ
う
陳

情
す
る
。

［
政
府
に
要
望
願
い
た
い
事
項
］

１　

保
険
診
療
で
よ
り
良
く
噛
め

　

る
入
れ
歯
が
で
き
る
よ
う
に
す

　

る
こ
と
。

　

保
険
診
療
で
歯
周
病
の
治
療
・

　

管
理
が
十
分
に
で
き
る
よ
う
に

　

す
る
こ
と
。

　
　

そ
の
た
め
に
、
診
療
報
酬
そ

　

の
他
で
の
財
政
措
置
を
行
う
こ

　

と
。

２　

新
し
い
歯
科
治
療
技
術
を
速

　

や
か
に
保
険
適
用
す
る
こ
と
。

【
経
過
】
現
在
、
議
会
運
営
委
員

会
で
継
続
審
査
中
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安
全
な
医
療
と
看
護
・
介

　

護
の
実
現
、
地
域
医
療
拡

　

充
を
図
る
た
め
、
医
師
・

　

看
護
師
等
の
大
幅
な
増
員

　

を
求
め
る
陳
情

【
要
旨
】
い
ま
、
医
療
現
場
の
実

態
は
か
つ
て
な
く
過
酷
に
な
っ
て

お
り
、
医
師
や
看
護
師
等
の
不
足

が
深
刻
化
し
て
い
る
。
看
護
師
は

仕
事
に
追
い
回
さ
れ
て
疲
れ
果

て
、「
充
分
な
看
護
が
提
供
で
き

て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
看
護
師

は
一
割
に
も
届
か
ず
、
四
分
の
三

が
「
辞
め
た
い
」
と
思
っ
て
い
る

ほ
ど
で
あ
る
。
医
師
の
勤
務
実
態

も
深
刻
で
、
日
本
医
労
連
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
は
八
割
以
上
の
勤

務
医
が
月
三
回
は
三
十
二
時
間
連

続
勤
務
を
行
い
、
三
割
を
超
え
る

医
師
が
「
過
労
死
ラ
イ
ン
の
月
八

十
時
間
以
上
」
の
時
間
外
労
働
を

強
い
ら
れ
、
女
性
医
師
の
六
割
以

上
が
妊
娠
時
の
異
常
を
経
験
し
、

五
割
以
上
の
医
師
が
職
場
を
辞
め

た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　

茨
城
県
で
も
、
医
師
・
看
護
師

の
確
保
が
困
難
な
た
め
、
診
療
科

の
縮
小
や
病
棟
を
閉
鎖
す
る
病
院

が
後
を
絶
た
な
い
。
こ
う
し
た
危

機
的
な
状
況
を
打
開
す
る
こ
と

は
、
国
民
の
切
実
で
緊
急
な
願
い

と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
趣
旨
か
ら
、
安
全
で
ゆ

き
と
ど
い
た
医
療
・
看
護
・
介
護

を
実
現
し
、
地
域
医
療
の
拡
充
を

図
る
た
め
、
下
記
事
項
に
つ
き
国

に
対
す
る
意
見
書
を
提
出
願
い
た

い
。

［
陳
情
項
目
］

１　

国
会
で
採
択
さ
れ
た
請
願
内

　

容
に
基
づ
き
、
看
護
師
等
を
大

　

幅
に
増
員
す
る
た
め
、
月
八
日

　

以
内
に
夜
勤
を
規
制
す
る
な
ど

　
「
看
護
職
員
確
保
法
」
を
改
正

　

す
る
こ
と
。

２　

医
師
の
養
成
を
大
幅
に
増
や

　

し
、
勤
務
条
件
の
改
善
を
は
か

　

る
た
め
、
医
師
確
保
に
向
け
た

　

法
律
を
制
定
す
る
こ
と
。

３　

社
会
保
障
費
の
削
減
を
や
め

　

医
師
・
看
護
師
等
の
大
幅
増
員

　

に
必
要
な
財
政
措
置
を
講
じ
る

　

こ
と
。

【
経
過
】
現
在
、
議
会
運
営
委
員

会
で
継
続
審
査
中

　

教
育
予
算
の
拡
充
を
求
め
る

　

意
見
書

【
提
出
】
議
会
運
営
委
員
会

　

子
ど
も
た
ち
に
豊
か
な
教
育
を

保
障
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
基
盤

作
り
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な

こ
と
で
す
。

　

現
在
、
多
く
の
都
道
府
県
で
、

児
童
生
徒
の
実
態
に
応
じ
、
き
め

細
か
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
、
少
人
数
教
育
が
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
保
護
者
や
子

ど
も
た
ち
か
ら
大
変
有
益
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

茨
城
県
で
も
「
の
び
の
び
い
ば

ら
き
っ
子
プ
ラ
ン
」
と
し
て
、
小

学
校
一
・
二
学
年
で
、
少
人
数
学

級
や
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ

に
よ
る
き
め
細
か
な
指
導
が
で
き

る
よ
う
、
学
級
編
成
の
弾
力
化
等

県
単
独
事
業
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
、
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
金
の
負
担
割
合
が
二
分
の
一
か

ら
三
分
の
一
に
縮
小
さ
れ
た
こ
と

や
地
方
交
付
税
削
減
の
影
響
、
厳

し
い
地
方
財
政
の
状
況
な
ど
か

ら
、
自
治
体
独
自
に
少
人
数
教
育

を
推
進
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
学
校
施
設
な
ど
を

含
め
て
教
育
条
件
の
地
域
間
格
差

も
拡
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。一
方
、

就
学
援
助
受
給
者
の
増
大
に
現
れ

て
い
る
よ
う
に
、
低
所
得
者
層
の

拡
大
・
固
定
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

自
治
体
の
財
政
力
や
保
護
者
の

家
計
の
違
い
に
よ
っ
て
、
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
子
ど
も
た

ち
が
受
け
る
「
教
育
水
準
」
に
格

差
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
の
教
育
予
算
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
に
占
め
る
教
育
費
の
割
合
や
教

職
員
数
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
に
比
べ
て
脆

弱
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
教

育
は
未
来
へ
の
先
行
投
資
で
あ

り
、
子
ど
も
た
ち
が
ど
こ
に
生
ま

れ
育
っ
た
と
し
て
も
、
ひ
と
し
く

良
質
な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
教
育
予
算
を
国
全

体
と
し
て
、
し
っ
か
り
と
確
保
・

充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

記

１　

き
め
の
細
か
い
教
育
の
実
現

　

の
た
め
に
、
義
務
制
第
八
次
・

　

高
校
第
七
次
教
職
員
定
数
改
善

　

計
画
を
実
施
す
る
こ
と
。

２　

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

　

に
つ
い
て
、
国
庫
負
担
率
の
二

　

分
の
一
に
復
元
す
る
こ
と
を
含

　

め
、
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
。

３　

学
校
施
設
整
備
費
、
就
学
援

　

助
・
奨
学
金
な
ど
教
育
予
算
の

　

充
実
の
た
め
、
地
方
交
付
税
を

　

含
む
国
の
予
算
を
拡
充
す
る
こ

　

と
。

４　

教
職
員
に
人
材
を
確
保
す
る

　

た
め
、
教
職
員
給
与
の
財
源
を

　

確
保
・
充
実
す
る
こ
と
。

　

送
付
先　
　

財
務
大
臣
・
文
部

科
学
大
臣
・
総
務
大
臣

　

第
四
回
定
例
会
で
可
決
し
、
関
係
機
関
へ
送
付
し
た

意
見
書
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
今
回
の
意
見
書
は
す
べ
て
、

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願
・
陳
情
を
採
決
し
た
こ
と
に
伴
う
も
の

で
す
。 意
見
書
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「
二
〇
〇
八
年
度
以
降
も
Ｂ

　

Ｓ
Ｅ
全
頭
検
査
を
継
続
す
る

　

こ
と
を
求
め
る
」
意
見
書

【
提
出
】
議
会
運
営
委
員
会

　

二
〇
〇
一
年
九
月
十
日
の
Ｂ
Ｓ

Ｅ
（
牛
海
綿
状
脳
症
）
感
染
牛
の

確
認
以
来
、
日
本
政
府
は
Ｂ
Ｓ
Ｅ

対
策
の
一
環
と
し
て
、
全
国
の
と

畜
場
で
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
を
支
援
す

る
た
め
二
〇
〇
七
年
度
ま
で
予
算

措
置
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本

に
お
け
る
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
は
、
ト
レ

ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
、
飼
料
規
制
、
Ｓ

Ｒ
Ｍ
（
特
定
危
険
部
位
）
の
全
頭

か
ら
の
除
去
と
と
も
に
全
頭
の
Ｂ

Ｓ
Ｅ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
が
実

施
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
場
に
お
け
る
Ｂ
Ｓ
Ｅ
リ
ス
ク
の

排
除
、
弱
齢
牛
か
ら
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
プ

リ
オ
ン
の
発
見
な
ど
に
つ
な
が

り
、
消
費
者
も
こ
れ
ま
で
国
産
牛

の
安
全
性
を
実
感
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

政
府
は
米
国
産
牛
輸
入
の
環
境

づ
く
り
の
た
め
、
二
〇
〇
五
年
八

月
か
ら
、
二
十
か
月
齢
以
下
の
検

査
を
法
的
に
は
不
要
と
す
る
と
し

ま
し
た
。
ま
た
本
年
九
月
に
は
、

厚
生
労
働
省
と
農
林
水
産
省
は
各

自
治
体
に
対
し
、
二
〇
〇
八
年
八

月
以
降
、
若
齢
牛
（
二
十
か
月
以

下
）
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
の
た
め
の
予

算
を
支
給
し
な
い
と
し
た
ば
か
り

か
、
自
主
的
に
Ｂ
Ｓ
Ｅ
全
頭
検
査

を
継
続
し
た
い
と
い
う
自
治
体
に

対
し
て
も
、
そ
れ
を
行
っ
て
は
な

ら
な
い
と
圧
力
を
か
け
る
が
ご
と

き
通
達
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
と
畜
場
を
管
理
す
る

全
国
の
自
治
体
は
二
〇
〇
五
年
八

月
以
降
も
全
頭
検
査
を
続
け
て
お

り
、
二
〇
〇
八
年
度
も
、
山
形
・

宮
城
両
県
及
び
京
都
府
で
は
継
続

す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
十
分
に
考
慮

し
、
茨
城
県
に
お
い
て
も
Ｂ
Ｓ
Ｅ

全
頭
検
査
体
制
を
継
続
す
る
よ
う

要
請
し
ま
す
。

　

送
付
先　
　

茨
城
県
知
事

　

高
齢
者
に
負
担
増
と
差
別
医

　

療
を
強
い
る
二
〇
〇
八
年
四

　

月
実
施
の
後
期
高
齢
者
医
療

　

制
度
の
中
止
・
撤
回
を
求
め

　

る
意
見
書

【
提
出
】
議
会
運
営
委
員
会

　

政
府
は
、
二
〇
〇
八
年
四
月
よ

り
、
七
十
五
歳
以
上
を
対
象
に
新

た
な
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

同
制
度
は
、
①
こ
れ
ま
で
保
険
料

負
担
の
な
か
っ
た
扶
養
家
族
を
含

め
て
、
七
十
五
歳
以
上
の
す
べ
て

の
高
齢
者
か
ら
保
険
料
（
初
年
度

平
均
月
額
六
千
二
百
円
）
を
徴
収

す
る
、
②
月
額
一
万
五
千
円
以
上

の
年
金
受
給
者
は
年
金
か
ら
保
険

料
を
天
引
き
す
る
、
③
保
険
料
滞

納
者
は
保
険
証
を
取
り
上
げ
、
窓

口
で
医
療
費
全
額
を
負
担
さ
せ

る
、
④
七
十
五
歳
以
上
を
対
象
に

し
た
別
建
て
の
診
療
報
酬
（
医
療

保
険
か
ら
支
払
わ
れ
る
医
療
費
）

を
設
定
し
、
高
齢
者
に
差
別
医
療

を
強
い
る
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
七
十
～
七
十
四
歳
の
窓

口
負
担
を
一
割
か
ら
二
割
に
引
き

上
げ
る
、
六
十
五
～
七
十
四
歳
の

国
保
料
も
年
金
か
ら
天
引
き
す

る
、こ
と
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
病
気
を
抱
え
て
い
る
ハ
イ

リ
ス
ク
の
高
齢
者
だ
け
を
ひ
と
ま

と
め
に
し
た
別
建
て
の
医
療
制
度

は
、
世
界
に
例
を
見
な
い
も
の
で

す
。
す
で
に
二
〇
〇
六
年
十
月
よ

り
、
長
期
入
院
患
者
へ
の
食
費
・

居
住
費
の
負
担
増
、
現
役
並
み
所

得
者
の
二
割
か
ら
三
割
負
担
へ
の

引
き
上
げ
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

高
齢
者
の
負
担
増
と
医
療
費
削

減
を
目
的
と
し
た
医
療
制
度
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

以
上
の
趣
旨
か
ら
、
地
方
自
治

法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。

　
　
　

記

１　

新
た
な
後
期
高
齢
者
医
療
制

　

度
は
、中
止
・
撤
回
す
る
こ
と
。

２　

七
十
～
七
十
四
歳
の
窓
口
負

　

担
の
二
割
へ
の
引
き
上
げ
（
一

　

割
か
ら
二
割
）
を
中
止
す
る
こ

　

と
。

３　

前
期
高
齢
者
（
六
十
五
歳
～

　

七
十
四
歳
）
の
国
保
料
の
年
金

　

天
引
き
を
中
止
す
る
こ
と
。

４　

医
療
に
使
う
国
の
予
算
を
増

　

や
し
て
、
高
齢
者
・
国
民
が
安

　

心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ

　

う
に
す
る
こ
と
。

　

送
付
先　
　

内
閣
総
理
大
臣
・

厚
生
労
働
大
臣

　

道
路
整
備
の
推
進
と
財
源
の

　

確
保
に
関
す
る
意
見
書

【
提
出
】
議
会
運
営
委
員
会

　

石
岡
市
は
、
茨
城
県
の
ほ
ぼ
中

央
、
筑
波
山
と
霞
ヶ
浦
に
代
表
さ

れ
る
豊
か
な
自
然
と
往
古
か
ら
の

歴
史
遺
産
が
数
多
く
存
在
す
る
な

ど
、
魅
力
的
な
地
域
資
源
に
恵
ま

れ
た
人
口
八
万
二
千
人
の
地
方
都

市
で
、
都
心
か
ら
七
十
㌔
㍍
に
位

置
し
、
常
磐
線
や
常
磐
自
動
車
道

な
ど
の
基
幹
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
茨
城
空

港
の
表
玄
関
口
と
し
て
大
き
な
期

待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
市
の
将
来
像
を｢

風

と
時
が
輝
く
“和
”
の
ま
ち　

い

し
お
か｣

と
し
、
そ
の
実
現
に
向

け
て
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を



��

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
当
市
内
の
道

路
は
、
幅
員
狭
小
な
ど
の
危
険
箇

所
が
多
く
、
幹
線
道
路
に
つ
い
て

は
、
朝
晩
の
交
通
渋
滞
が
特
に
著

し
く
、
市
民
生
活
に
大
き
な
支
障

を
き
た
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
解
消
す
る
た
め
に

は
、
道
路
の
早
期
整
備
が
不
可
欠

で
あ
り
、
多
く
の
市
民
か
ら
強
く

望
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
道
路
の
維
持
管
理
に

お
い
て
は
、
今
後
、
老
朽
化
し
た

道
路
、
橋
梁
等
が
急
増
し
、
維
持

修
繕
費
の
増
大
が
見
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、石
岡
市
で
は
、

現
在
の
厳
し
い
財
政
事
情
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
毎
年
道
路
特
定
財
源

に
加
え
て
多
く
の
一
般
財
源
を
投

入
し
、
道
路
整
備
を
行
っ
て
い
る

状
況
で
あ
り
ま
す
。

　

従
い
ま
し
て
、
国
に
お
き
ま
し

て
は
、
市
民
生
活
や
社
会
活
動
を

支
え
る
最
も
基
盤
と
な
る
施
設
で

あ
る
道
路
整
備
の
推
進
を
図
る
た

め
、
以
下
の
施
策
を
講
じ
ら
れ
る

よ
う
強
く
要
望
す
る
も
の
で
す
。

１　

地
方
が
真
に
必
要
な
道
路
整

　

備
を
行
う
た
め
の
道
路
特
定
財

　

源
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
税
率

　

水
準
を
維
持
し
、
そ
の
安
定
的

　

確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方

　

公
共
団
体
へ
の
配
分
割
合
を
高

　

め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
方
公

　

共
団
体
に
お
け
る
道
路
整
備
財

　

源
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

２　

慢
性
化
し
て
い
る
国
道
六
号

　

の
渋
滞
解
消
を
図
る
た
め
、
六

　

号
バ
イ
パ
ス
の
早
期
整
備
を
促

　

進
す
る
こ
と
。

　

送
付
先　
　

内
閣
総
理
大
臣
・

国
土
交
通
大
臣
・
財
務
大
臣
・
総

務
大
臣
・
衆
議
院
議
長
・
参
議
院

議
長

　

中
心
市
街
地
の
活
性
化
の

　

推
進
を
求
め
る
決
議

【
提
出
】
総
務
企
画
委
員
会

　

中
心
市
街
地
と
呼
ば
れ
る
地
域

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
機
能
が
集

積
し
、
長
い
歴
史
の
中
で
文
化
や

伝
統
を
育
み
、
各
種
の
機
能
を
培

っ
て
き
た「
ま
ち
の
顔
」で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
モ
ー

タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
、
消
費

者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等

を
背
景
と
し
て
、
中
心
部
の
居
住

人
口
の
減
少
、
空
き
店
舗
や
大
型

店
の
閉
鎖
を
は
じ
め
と
す
る
商
業

環
境
の
変
化
等
な
ど
に
よ
っ
て

「
ま
ち
の
顔
」
と
も
い
う
べ
き
中

心
市
街
地
の
空
洞
化
が
一
層
進
ん

で
お
り
、
深
刻
な
状
況
に
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、

二
〇
〇
六
年
八
月
施
行
さ
れ
た
改

正
中
心
市
街
地
活
性
化
法
は
、
少

子
高
齢
化
時
代
に
あ
っ
て
、
中
心

市
街
地
に
買
物
や
医
療
機
関
等
の

都
市
機
能
の
集
積
を
目
的
と
し
た

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
す
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
本
年
十
一
月
三
十
日

か
ら
施
行
さ
れ
た
改
正
都
市
計
画

法
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
を

補
完
し
、
大
型
店
の
郊
外
出
店
を

制
限
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

当
市
に
お
い
て
は
、
各
種
の
計

画
が
策
定
さ
れ
、
ま
た
、
本
年
策

定
し
た
第
一
次
総
合
計
画
に
お
い

て
「
産
業
の
輝
く
ま
ち
」
を
基
本

政
策
に
位
置
付
け
、
駅
周
辺
整
備

や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
進
め
、
市

の
玄
関
口
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
空

間
づ
く
り
を
行
い
、
ま
ち
の
活
性

化
の
促
進
を
謳
っ
て
い
る
も
の

の
、
そ
の
進
捗
は
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
本
年
実
施
し
た

市
民
満
足
度
調
査
に
お
い
て
も
、

産
業
の
振
興
に
対
す
る
満
足
度
が

著
し
く
低
い
こ
と
が
証
明
を
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
、
鹿
島
鉄
道
跡
地
に
つ

い
て
は
、
駅
周
辺
整
備
を
含
め
た

石
岡
市
の
中
心
市
街
地
活
性
化
の

核
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
利

活
用
に
つ
い
て
、
早
急
に
市
と
し

て
の
方
向
を
定
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

　

よ
っ
て
、
石
岡
市
議
会
は
「
石

岡
市
の
顔
」
と
し
て
、
駅
周
辺
整

備
を
含
め
た
中
心
市
街
地
の
活
性

化
施
策
の
推
進
を
強
く
要
望
す

る
。

　

以
上
、
決
議
す
る
。

　
「
決
議
」に
法
的
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
議
会
の
意
思
を
明
ら
か

に
す
る
意
味
で
は
、
と
て
も
重
要
な
議
決
で
す
。
こ
の
決
議
は
、
総

務
企
画
委
員
会
が
議
会
へ
提
出
し
た
も
の
で
、
議
会
は
こ
れ
を
全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

決
議
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議案第121号

平成19年度石岡市一般会計補正予算（第６号）

原案可決
　歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ1億3,323万3,000円を追加し，歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ258億6,317万8,000円としようとするもの。
　補正予算（歳出）の主な内容は，職員等人件費の調整と，収納事務費，介護保険特別会計への
繰出金，グリーンツーリズム運営経費，国庫補助道路改良事業，一般市道整備事業（単独）の増
など。

議案第122号

平成19年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

原案可決
　歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ1億4,867万9,000円を追加し，歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ90億4,296万8,000円としようとするもの。
　補正予算（歳出）の主な内容は，職員等人件費の調整と老人保健医療費拠出金，人間ドック健
診補助金，国庫負担金返還金の増。

議案第123号

平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算（第３号）

原案可決
　歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ2,383万7,000円を追加し，歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ30億6,085万3,000円としようとするもの。
　補正予算（歳出）の主な内容は，職員等人件費の調整と流域関連公共下水道整備事業における
管渠埋設工事の増，流域関連公共下水道整備事業（補助・雨水）における雨水幹線整備工事の減
など。

議案第124号

平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

原案可決
　歳入歳出予算の総額から，歳入歳出それぞれ6,749万3,000円を減額し，歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ9億3,837万円としようとするもの。
　補正予算（歳出）の主な内容は，職員等人件費の調整と石岡西部地区整備事業の増，恋瀬地区
整備事業の減など。

議案第125号

平成19年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第３号）

原案可決
　歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ1億6,298万3,000円を追加し，歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ45億2,979万4,000円としようとするもの。
　補正予算（歳出）の主な内容は，職員等人件費の調整と施設介護サービス経費，特定入所者介
護サービス経費の増など。

議案第126号
平成19年度石岡市水道事業会計補正予算（第１号）

原案可決　水道事業費用，営業費用にかかる収益的支出の予定額，および職員給与費に，それぞれ27万
6,000円を追加しようとするもの。

議案第127号

湖北水道企業団規約の変更について

原案可決　平成20年４月から旧石岡市及び旧玉里村の区域を対象に公共下水道及び農業集落排水事業処
理施設の使用料徴収事務を湖北水道企業団の共同処理する事務に追加するため，湖北水道企業
団規約の変更について協議したいとして提案されたもの。

議案第128号

新治地方広域事務組合規約の変更について

原案可決　新治地方広域事務組合で共同処理しているごみの収集に関することについて，平成20年４月
１日から組合構成市で実施することに伴い，新治地方広域事務組合規約を変更することについ
て協議したいとして，提案されたもの。

議案第129号
石岡市政治倫理条例の一部を改正する条例を制定することについて

原案可決　政治倫理条例の適用を受ける「公職にある者」として，新たに副市長及び教育長を加えようと
するもの（従来は「市長及び市議会議員」）。

議案第130号
石岡市住民基本台帳カード利用条例を制定することについて

原案可決　住民基本台帳カードの利用により，印鑑証明書及び住民票の写しの交付を行い，住民サービ
スの向上を図るため，条例を制定しようとするもの。

議案第131号

石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

原案可決

　国家公務員の給与が人事院勧告に伴い改正されたため，これに準じて当市職員の給与の改正
をしようとするもの。

【改正要綱】
１　職員の給料月額を若年層に限定し，平均で約0.08㌫引き上げること。
２　子等の扶養手当の額を「6,000円」から「6,500円」に引き上げること。
３　勤勉手当の支給月額を0.05月引き上げ，年間の勤勉手当支給月数を1.5月とすること。

議案第132号

石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて

原案可決
　地方税法の改正に伴い，当該条例を改正しようとするもの。

【改正要綱】
　平成20年４月１日から，老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上の国民健康保険の被保
険者である世帯主に対して課する国民健康保険税を原則特別徴収の方法によって徴収するもの
とすること。

＊第４回定例会（12月5日～12月19日）で審議した市長提出議案の概要と結果は次のとおりです＊
第４回 定例会　議案の概要と審査結果
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議案第133号
石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

原案可決
　学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正を行おうとするもの。

議案第134号
石岡市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例を制定することについて

原案可決
　石岡市地域包括支援センターをふれあいの里「ひまわりの館」に移転しようとするもの。

議案第135号
土地改良事業計画の概要について

原案可決
　霞ヶ浦用水地区基幹水利施設管理事業計画の概要を定めようとするもの。

議案第136号

市道の認定について

原案可決
　都市計画法に基づく開発行為により築造した道路を市道として受け入れようとするもの。

議案第137号

市道の認定について

原案可決

　道路敷として寄附したいとの申出により市道として受け入れようとするもの。

議案第138号

市道の認定について

原案可決

　寄附を受け，市の財産となっている道路を市道として認定しようとするもの。

議案第139号

市道の変更について

原案可決

　合併特例債による道路整備に伴い道路の区域を一部変更しようとするもの。

議案第140号

市道の変更について

原案可決

　市道整備に伴い道路の付け替えが生じたため、道路の区域を一部変更しようとするもの。

議案第141号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

同　　意　本市教育委員会委員のうち，１名が平成19年12月19日をもって任期満了となるため，柏木史
彦氏（府中３）を任命しようとするもの。

議案第142号
石岡市及び事務組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

同　　意　本市及び事務組合公平委員会委員のうち，１名が平成１９年１２月１９日をもって任期満了
となるため，櫻井幸雄氏（小幡）を選任しようとするもの。

諮問第3号
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

適　　任　人権擁護委員９名中１名が，平成20年３月31日をもって任期満了となるため，綿引美惠子氏
（片野）を委員の候補者として推薦しようとするもの。

路線名 起点～終点 幅員（㍍） 延長（㍍） 面積（平方㍍）

A5646号線 南台四丁目2–4
南台四丁目2–6 6.00 63.06 395.00

路線名 起点～終点 幅員（㍍） 延長（㍍） 面積（平方㍍）

B3757号線 小倉字向畑268–21
小倉字向畑1167–21 4.40〜4.60 158.10 746.21

B3758号線 小倉字向畑268–12
小倉字向畑268–17 4.10〜4.20 110.60 475.00

路線名 起点～終点 幅員（㍍） 延長（㍍） 面積（平方㍍）

B6707号線 山崎字子ノ神877–27
山崎字子ノ神877–49 4.20〜4.40 193.30   875.09

B6708号線 山崎字子ノ神877–40
山崎字張間1099–100 5.90〜6.00 254.80 1,529.89

B6709号線 山崎字子ノ神877–41
山崎字子ノ神877–42 4.20〜4.40 62.90   274.51

B6710号線 山崎字張間1099–116
山崎字張間1099–44 5.90〜6.00 101.50   639.43

B6711号線 山崎字張間1099–130
山崎字張間1099–129 4.40〜4.50 22.50   106.48

B6712号線 山崎字張間1099–124
山崎字張間1099–63 4.40〜4.50 259.90 1,176.08

B6713号線 山崎字張間1099–60
山崎字張間1099–3 4.20〜4.40 278.70 1,234.16

路線名 起点～終点 幅員（㍍） 延長（㍍） 面積（平方㍍）

旧 A3367号線 石岡二丁目6–2
石岡二丁目12–11 24.94〜25.00 294.21 7,409.60

新 A3367号線 石岡二丁目6–2
石岡13462–18 17.00〜25.00 1,500.00 —

路線名 起点～終点 幅員（㍍） 延長（㍍） 面積（平方㍍）

旧 B7530号線 根小屋字元寺1051
根小屋字菩堤1070 2.00〜3.60 119.30 396.78

新 B7530号線 根小屋字元寺1051
根小屋字菩堤1068–4 2.00〜5.60 121.10 503.64



編
集
後
記

　

各
常
任
委
員
長
な
ど
が

　

石
岡
ハ
ー
モ
ニ
ー
ネ
ッ
ト
と

　

懇
談

　

一
月
二
十
八
日
、
議
会
は
、
市

内
女
性
団
体
で
組
織
さ
れ
て
い
る

石
岡
ハ
ー
モ
ニ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の

呼
び
か
け
に
応
じ
、
同
ネ
ッ
ト
と

の
懇
談
会
を
実
施
し
た
。

　

議
会
側
の
出
席
者
は
、
各
常
任

委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会
の
委

員
長
を
中
心
に
、
議
長
、
副
議
長

な
ど
計
五
人
。

　

当
日
は
、
ご
み
の
減
量
化
や
男

女
共
同
参
画
、
さ
ら
に
は
市
の
ま

ち
づ
く
り
に
い
た
る
ま
で
、
幅
広

い
問
題
に
つ
い
て
活
発
に
意
見
が

交
わ
さ
れ
た
。

　

懇
談
を
終
え
た
久
保
田
議
長

は
、「
今
後
も
、
積
極
的
に
市
民

と
懇
談
す
る
機
会
を
設
け
て
ゆ
き

た
い
」
と
話
し
た
。

　

総
務
企
画
・
市
民
経
済
の

　

両
委
員
会
が
Ｊ
Ａ
共
済
連

　

石
岡
セ
ン
タ
ー
を
視
察

　

二
月
五
日
、
総
務
企
画
・
市
民

経
済
の
両
委
員
会
は
、
市
長
ほ
か

市
当
局
を
伴
っ
て
Ｊ
Ａ
共
済
連
石

岡
セ
ン
タ
ー
（
南
台
４
）
の
視
察

を
行
っ
た
。

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
全
国
の
農
業

協
同
組
合
で
取
り
扱
う
共
済
事
業

の
情
報
処
理
を
行
う
施
設
。
精
密

機
器
類
の
保
全
や
個
人
情
報
保
護

の
観
点
か
ら
万
全
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
態
勢
が
要
求
さ
れ
る
施
設
だ

け
に
、
通
常
、
内
部
の
公
開
は
し

て
い
な
い
。

　

市
は
、
こ
の
施
設
か
ら
多
額
の

固
定
資
産
税
な
ど
を
収
納
し
て
お

り
、
今
回
の
視
察
も
、
議
会
と
し

て
の
表
敬
訪
問
的
な
意
味
あ
い
を

込
め
て
実
施
し
た
。

　

施
設
内
を
視
察
し
た
各
委
員
は
、

初
め
て
見
る
機
器
類
の
様
子
に
驚

き
つ
つ
、
作
業
手
順
な
ど
に
つ
い

て
質
問
を
行
っ
た
。

　

水
戸
の
梅
大
使
が

　
　
　
　
　
　

議
会
を
訪
問

　

一
月
二
十
八
日
、
水
戸
の
梅
大

使
が
観
光
Ｐ
Ｒ
に
議
会
を
訪
れ
た
。

　

水
戸
の
梅
ま
つ
り
は
三
月
三
十

一
日
（
月
）

ま
で
偕
楽
園

を
中
心
し
開

催
さ
れ
て
お

り
、
期
間
中

は
野
外
琴
の

会
、
野
点
茶

会
、
ひ
な
流

し
な
ど
が
行

わ
れ
る
。

再生紙を使用しています。　　　  環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

議会広報紙に関するご意見・ご質問は、石岡市議会事務局まで。　☎23–1111（内線312）　〒315-8640 茨城県石岡市石岡1–1–1
●電子メール ishiokashigikai@muse.ocn.ne.jp ●ホームページ http://www8.ocn.ne.jp/~ishioka/

第１回 
定例会が2月27日に開会しました
　第１回定例会は、下記の日程で行われています。
ぜひ傍聴においでください。

※開会時間は、最終日の本会議が午後2時、その他はすべて
　午前10時です。

　

人
間
が
声
と
し
て
発
す
る
言
葉

は
、瞬
く
間
に
消
え
て
行
き
ま
す
。

そ
れ
を
聞
く
人
間
の
記
憶
と
い
う

の
も
、と
て
も
曖
昧
な
も
の
で
す
。

そ
こ
で
私
た
ち
の
先
祖
は
、
文
字

と
い
う
道
具
で
言
葉
を
捕
ら
え
、

記
憶
定
着
の
手
段
と
し
、
さ
ら
に

情
報
伝
達
の
媒
体
と
し
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
情
報
と
は
実
に
恐

ろ
し
い
も
の
で
、
そ
れ
が
た
と
え

誤
っ
て
い
て
も
、
広
く
伝
わ
り
、

皆
が
信
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
真

実
に
代
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
一
方
、
情
報
化
さ
れ
な

か
っ
た
り
、
ま
た
は
情
報
が
よ
く

伝
わ
ら
な
か
っ
た
事
象
は
、
や
が

て
忘
却
さ
れ
、
初
め
か
ら
存
在
し

な
か
っ
た
も
の
に
な
っ
て
行
き
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の

「
ぎ
か
い
広
報
紙
」
は
議
会
活
動

の
今
を
お
伝
え
す
る
役
割
だ
け
で

な
く
、（
甚
だ
微
力
な
が
ら
）
事

象
の
存
在
証
明
と
し
て
の
情
報

化
、
と
い
う
役
割
も
担
っ
て
き
た

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

次
号
か
ら
本
紙
の
構
成
が
変
わ
り

ま
す
が
、
議
員
が
言
葉
だ
け
を
武

器
に
市
長
、市
当
局
と
相
対
し
、石

岡
を
よ
り
よ
い
町
に
す
る
た
め
誠

意
を
も
っ
て
努
力
す
る
こ
と
、
で

き
る
限
り
そ
の
活
動
を
情
報
化
し

て
お
伝
え
す
る
こ
と
、
こ
の
ふ
た

つ
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

皆
様
に
は
引
き
続
き
ご
指
導
方

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

2月27日 ㊌ 本会議　開　　会
3月  3日 ㊊ 本会議　一般質問
3月  4日 ㊋ 本会議　一般質問
3月  5日 ㊌ 本会議　一般質問
3月  6日 ㊍ 本会議　議案質疑
3月  7日 ㊎ 予算特別委員会（※傍聴はモニターのみ）
3月10日 ㊊ 予算特別委員会（　　　　　〃 　　　　）
3月11日 ㊋ 予算特別委員会（　　　　　〃 　　　　）
3月12日 ㊌ 予算特別委員会（　　　　　〃 　　　　）
3月13日 ㊍ 予算特別委員会（　　　　　〃 　　　　）

3月14日 ㊎ 常任委員会（総務企画・教育福祉
の両委員会）

3月17日 ㊊ 常任委員会（市民経済・都市建設
の両委員会）

3月18日 ㊋ 議会運営委員会
3月19日 ㊌ 本会議　質疑・討論・採決

議会

▲ ハーモニーネットとの懇談会

▲ JA共済連石岡センター（南台）


